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１. 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の業務実績について 

 

（１）評価の視点 

独立行政法人国立病院機構は、国立病院・療養所（国立高度専門医療センター及びハン

セン病療養所を除く。）の業務を承継して平成１６年４月に新たに独立行政法人として発

足したものである。 

本評価は、平成１６年４月に厚生労働大臣が定めた第１期中期目標期間（平成１６年４

月～平成２１年３月）が平成２１年３月末に終了したことに伴い、第１期中期目標期間全

体の業務実績についての評価を行うものである。 

当委員会では、「厚生労働省所管独立行政法人の業務実績に関する評価の基準」等に基

づき、各年度の業務実績の評価において示した課題等、さらには、独立行政法人整理合理

化計画（平成１９年１２月２４日閣議決定）、総務省政策評価・独立行政法人評価委員会

から寄せられた意見や取組方針も踏まえ、最終評価を実施した。 

また、毎年度の業務実績評価に当たっては、１３病院を訪問し、個別病院での取組につ

いても視察・実情聴取を行った。 

 

（２）中期目標期間の業務実績全般の評価 

当委員会においては、国立病院機構が独立行政法人として発足して以来、業務により得

られた成果が、「医療の提供、医療に関する調査及び研究並びに技術者の研修等の業務を

行うことにより、国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の医療であって、

国の医療政策として国立病院機構が担うべきものの向上を図り、もって公衆衛生の向上及

び増進に寄与する」という国立病院機構の設立目的に照らし、公衆衛生の向上及び増進に

どの程度寄与するものであったか、効率性、有効性、透明性の観点から、適正に業務を実

施したかなどの視点に立って評価を行ってきたところである。中期目標期間全般について

は、次のとおり、独法化のねらいや期待に応え、医療・経営の両面において中期目標の水

準に対し、大きな成果を上げているものと評価できる。 

まず、診療事業においては、セカンドオピニオン専門窓口設置病院数の大幅な増加や医

療ソーシャルワーカー（以下、「ＭＳＷ」（Medical Social Worker）という）の増員等

に代表される患者の価値観を尊重した説明・相談体制づくりへの取組や、地域連携クリテ

ィカルパスを含む積極的なクリティカルパスの活用による質の高い医療の提供など着実

に実績をあげた。特に、医療安全対策については、人工呼吸器の機種の標準化等様々な取

組を行い充実ぶりが見られた。 

さらに、国立病院機構のネットワークを活かした臨床研究活動や根拠に基づく医療（以

下、「ＥＢＭ」（Evidence-based Medicine）という）の推進に向けた取組が順調に進捗

したほか、質の高い治験の推進に向けた取組も大いに実績を上げた。 

また、積極的な業務運営の効率化と収支改善に向けた取組は、中期目標に掲げる経常収

支に係る目標を５期連続して達成したことに加え、平成２０年度においてはこれまでで最

大の純利益（３００億円）を計上するなど特段の実績を上げた。こうした全体としての大

きな成果は、理事長の卓越したリーダーシップの下に、各病院長をはじめ職員が懸命な経

営努力をした結果であると高く評価する。 
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今後とも、患者の目線に立った良質な医療と健全な経営とのバランスがとれた一層の取

組を期待したい。 

また、平成１９年１２月に策定された「独立行政法人整理合理化計画」を踏まえ、内部

統制強化等に適切に取り組む中で、国立病院機構の契約に関しても、「随意契約見直し計

画」に沿った取組を実施し、件数、金額とも着実に改善しており、独立行政法人としてよ

り透明性と競争性の高い契約締結に向けて前進が見られた。 

中期目標に沿った具体的な評価結果の概要については、２のとおりである。個別項目に

関する評価資料については、別紙として添付した。 

 

２. 具体的な評価内容 

（１）診療事業 

① 患者の目線に立った医療の提供 

患者満足度調査については、調査結果から課題を認識し、サービス改善に繋がる取

組が各病院で実施され、総合評価をはじめ主要な項目で、中期計画の目標である平成

１６年度平均値を上回る満足度が得られており、着実に患者満足度の向上が図られた。

また、今日における患者満足度調査の全国的な広がりについても、先駆的に取り組ん

できた国立病院機構が大きな役割を果たしたと言える。 

セカンドオピニオン制度については、窓口を開設した病院数が大幅に増加し平成２

０年度においては１２９病院（平成１５年度７病院）と充実が図られたが、情報提供

数の更なる増加についても努めてもらいたい。 

医療従事者による説明・相談体制については、積極的なクリティカルパスの活用に

伴うわかりやすい治療方針、治療経過の説明や、ＭＳＷの大幅な増員、医療相談窓口

の個室化等が進められ、患者の相談に応じ解決の支援を行う体制の充実が図られた。 

また、個別診療報酬の算定項目の分かる明細書の発行について、全病院で全患者に

発行することを方針決定するなど患者の目線に立った医療の提供について着実に実

績を上げている。 

これらの取組は、患者自身が医療の内容を理解し、治療の選択を自己決定できるこ

とに資する取組であり評価する。 

 

② 患者が安心できる医療の提供 

医療倫理の確立については、相談窓口の個室化等患者プライバシーへの配慮や適切

なカルテ開示による診療情報の提供が進むとともに、医療事故公表基準の運用により

病院運営の透明性が高まった。更に、全ての病院に倫理審査委員会、治験審査委員会

が設置され、倫理審査委員会においては、審議内容のホームページ公開を進めるなど

の取組も行われた。 

医療安全対策については、国立病院機構全体の基本的方向性を検討する「中央医療

安全管理委員会」の設置や、報告された事故事例等から作成された「医療安全白書」、

「警鐘的事例」など、各病院の医療安全対策の推進に貢献する取組が行われた。また、

人工呼吸器の機種や使用医薬品の標準化を推進し、各病院においても積極的に協力す

る姿勢が見られた。 
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これらの取組は、国立病院機構内部はもとより我が国全体の医療倫理、医療安全対

策の向上への貢献も期待されるところであり、患者が安心できる医療の提供に資する

ものとして評価する。 

なお、救急患者受入数及び小児救急患者の受入数については、目標値を達成するこ

とができなかったものの、これらは地域の救急医療体制が整備される中、救急患者数

全体が減尐し、また安易に救急車を利用することも減尐していることなどの理由が考

えられるが、国立病院機構における救急患者に占める入院患者の割合は上昇しており、

より重篤な患者を受け入れるという国立病院機構に期待されている役割は着実に果

たしていると言えよう。 

また、自治体等が運営する休日・夜間の小児急患センターへの医師派遣やドクター

ヘリ、防災ヘリによる患者搬送時の医師同乗や搬送患者の受け入れなど、地域の救急

医療体制への協力を徐々に拡大させてきたことも評価する。全国的に医師の確保等が

困難な環境にはあるが、今後とも地域における救急医療体制の充実に合わせて、国立

病院機構に期待される役割に沿った更なる充実を期待したい。 

 

③ 質の高い医療の提供 

クリティカルパスについては、作成数、実施件数ともに初年度より着実に増加し続

け、中期目標に掲げる目標数である平成１５年度実績の５０％増を、平成２０年度実

績では１５０．３％増の２４３，７２９件と大幅に達成したことに加え、平成１９年

度からは代表的疾患に関する各病院毎のクリティカルパスの内容のばらつきについ

て分析・検討を開始しており、このことはパスの標準化とともに良質かつ患者にとっ

てわかりやすい医療の標準化への取組として高く評価する。 

また、病院から在宅医療まで一貫した地域連携による医療を実践するため、地域連

携クリティカルパスについても取り組んでおり、これにより地域医療機関との連携に

ついて一層の強化・推進が図られ、紹介率・逆紹介率の向上及び高額医療機器の共同

利用数の増となっていると認められ、それぞれ中期計画に掲げる目標値を達成してい

ると言える。 

その他、地域医療支援病院の増加（平成１５年度３病院から平成２０年度３３病院）、

都道府県医療対策協議会等への参加、助産所の嘱託医療機関としての協力、政府の緊

急臨時的医師派遣システム等への協力等、地域医療に貢献するための各般に渡る努力

を高く評価する。 

ＥＢＭ推進に向けた取組は、臨床評価指標の開発、ＥＢＭ普及のための研修会の実

施、多施設共同臨床研究、電子ジャーナルの配信など、各般にわたり努力しており、

国立病院機構のネットワークを活用した取組や成果としても評価する。 

なお、これらは医療の標準化に資する取組でもあり、このような活動については、

ホームページによる公開だけでなく積極的に学会やメディアを通じて情報発信して

いくことも重要である。 

重症心身障害児（者）等の長期療養者のＱＯＬの向上については、重症心身障害児

（者）等を受け入れている病院における患者家族のための宿泊室の設置が平成２０年

度においては平成１５年度に比べ２５．９％増となったことや、独法移行後に新設し



- 4 - 
 

た療養介助職による介助サービス提供体制の強化、人工呼吸器による医療事故防止の

観点から行われた人工呼吸器の機種の標準化の推進など、その取組を高く評価する。 

さらに、国立病院機構の本来目的の一つである政策医療の提供については、新退院

基準を取り入れた結核医療や精神医療をはじめ適切に実施されているが、とりわけ、

心神喪失者等医療観察法に基づく指定入院医療機関については、都道府県の病床整備

が遅々として進まない中、全４３７床中３４９床（平成２１年４月現在）と約８割を

占めるなど、職員の確保等様々な課題を乗り越え国の政策に大きく貢献したことを高

く評価する。 

 

（２）臨床研究事業 

ＥＢＭ推進のためのエビデンスづくりについては、国立病院機構のネットワークを活用

した大規模臨床研究が着実に進展した。近い将来において、より多くの具体的な成果を情

報発信することにより我が国の医療の質の向上への貢献を期待したい。 

質の高い治験の推進については、ＣＲＣ（治験コーディネーター）の大幅な増員を含め

本部及び各病院において実施体制の整備等に特段の努力を行い、中期目標に掲げる目標値

である平成１５年度実績に比し２０％増を、平成２０年度実績では５２．４％増の４，２

５０件と大幅に上回る成果をあげ、さらには、治験に係る受託研究費も着実に増加した。

国立病院機構がそのネットワークを活かして治験に取り組む意義は大きく、今後とも、患

者の信頼確保にも十分配慮しつつ、質の高い治験の推進を期待したい。 

 

（３）教育研修事業 

国立病院機構においては、医師の臨床研修、看護師等養成などに積極的に取り組んでい

ることが認められる。 

医師のキャリアパス制度については、初期臨床研修修了後の専門領域の研修制度として

平成１８年度より開始した後期臨床研修制度（専修医制度）の先進的な取組を評価する。

また、臨床研修医の受入数は大幅に増加しているものの、レジデント（いわゆる後期臨床

研修医）の受入数が中期目標の目標値を未達成（平成１５年度比１．７％減）であること

に対しては、国立病院機構の「専修医」制度との関係や、昨今の大学医学部（医局）を取

り巻く状況変化が影響しているものと考えられるが、キャリアパスの構築を行い、より魅

力的な研修体制とする必要がある。 

看護師のキャリアパス制度については、平成１８年度より開始した全病院統一の研修ガ

イドラインの運用をはじめ、専任の教育担当看護師長の配置や研究休職制度など様々な施

策によりキャリア形成をバックアップする体制を構築したことを評価する。 

また、附属看護学校においては、第三者によるカリキュラム評価や政策医療全般の内容

を盛り込んだカリキュラム等、国立病院機構の担う使命を理解した質の高い看護師養成に

向けた取組が行われた。その他、地域社会に貢献するため全学校で地域住民等を対象とし

た公開講座の実施、さらには医療と一体となった高等看護教育の実施など看護教育の変化

が求められる中で、「東京医療保健大学 国立病院機構校」を平成２２年４月に開設する

予定としており、国立病院機構が担う医療に対する使命感を育む教育に期待したい。 
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（４）災害等における活動 

災害等における活動については、計画どおりに研修が実施されたほか、国際緊急援助を

含む災害援助に積極的に参加した実績を評価する。 

国立病院機構の性格からも、今後もこうした貢献を期待したい。 

 

（５）効率的な業務運営体制の確立 

本部・ブロック組織の役割分担の明確化、管理体制の再編成については、中期計画に沿

って平成１６年度に組織体制が整備され役割分担が明確化された後、本部、ブロック組織

のそれぞれにおいて効率的な組織運営に努めた。特に、内部監査の充実ぶりや、平成１９

年度における経営改善計画（再生プラン）策定の支援など、本部職員の貢献も評価する。 

弾力的な組織の構築については、各病院の地域事情や特性を考慮した各部門の見直しや、

特定の課題を担う副院長複数制の導入にも取り組んだが、今後とも効率性に留意しつつ、

院内組織の弾力的構築に取り組むことを期待する。 

人員配置の見直しについては、業務量の変化に応じ非常勤職員やアウトソーシングを活

用したほか、上位の施設基準取得による収支改善も視野に入れた職員の配置も適切に行わ

れ、技能職の削減についても、計画を上回る実績を上げた。また、とりわけＭＳＷの配置

は国時代に比べ大幅に増員しており、今後とも患者支援の観点から人員配置に努めてもら

いたい。 

人事評価制度については、全ての管理職に対する業績評価や医長以上の医師に対する年

俸制の導入に加え、平成２０年度から全職員に対する業績評価制度が国に先行して導入さ

れている。評価手法の確立や考課者（評価する人）の訓練など定着には一定時間が必要で

あるが、適切かつ効果的に実施し、職員のモチベーションの向上や組織の活性化に繋がる

制度運用を期待し見守りたい。 

また、効率的な運営を図るため、「まつもと医療センター」における２病院の組織一元

化、さらに、患者の減尐及び収支が極めて悪化し収支改善が見込めなかった单横浜病院に

ついては、平成２０年１２月に廃止を実施し、これに伴う結核患者は神奈川病院に患者へ

充分な説明を行いながら円滑に転院している。 

 

（６）業務運営の見直しや効率化による収支改善 

① 業務運営コストの節減等 

材料費削減については、医薬品の共同入札の拡大が成果を上げたことに加え、一部

のブロックでは医療用消耗品の共同購入にも取り組んできた。また、在庫の適正化に

努めるなど材料費率の抑制も着実に進めた。 

人件費については、基本給の調整額の見直しや年度末賞与など国時代の制度にとら

われない給与制度の見直しや改革に相当努力した。また、検査部門や給食業務におけ

るアウトソーシングの推進や、外部委託契約金額の病院間比較による分析を行うなど

人件費率・委託費率の抑制に努めた。 

さらに、建築整備においても、工事費標準卖価の作成や落札後の価格交渉などによ

りコスト削減に努めた。 

こうした各方面での努力が、（７）に記すような大きな収支改善に繋がったもので
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あり、コスト節減については全体として評価する。 

一般管理費の節減についても、中期目標に掲げる目標値である平成１５年度に比し

１５％程度節減を、平成１６年度以降毎年度大幅に達成し平成２０年度では３７．

７％削減となったことを評価する。 

なお、国立病院機構の契約に関して、随意契約については、平成１９年１２月に策

定・公表した「随意契約見直し計画」の着実な実施を望むとともに、国会等で指摘さ

れた一般競争入札における高い落札率についても、改善すべきことは改善していると

ころであるが、厳正かつ適切な取組を望みたい。 

  

② 医療資源の有効活用 

医療機器については、積極的な広報活動による他の医療機関との共同利用の促進や、

稼働実績の高い病院の取組を情報共有する等の努力により、その共同利用数、稼働総

数が増加し、それぞれ目標値を大幅に上回った。 

病床稼働については、結核患者の新退院基準の実施や医療内容の高度化等の退院促

進による平均在院日数の短縮化により非効率となった病床等を整理・集約することで、

効率化が図られた。また、これにより、人材の効率的な配置による上位基準の取得等

にも繋がり、人的物的資源の有効活用として評価する。 

医療機器整備については、必要な整備量を確保しつつ、内部資金の活用などにより

長期借入金の抑制を行った。大型医療機器の共同入札の実施も投資額の抑制に貢献し

た取組として評価する。 

 

③ 診療事業以外の事業に係る費用の削減等 

臨床研究事業においては、各病院における臨床研究部の設置など基盤整備を進め、

外部競争的資金や受託研究費の獲得に努めたことを評価する。 

教育研修事業においては、授業料等の改定と効率的な運営により収支率の改善を図

り目標を達成したことに加え、国立病院機構が担う医療に対する使命感を育むことを

目的に政策医療全般の内容を盛り込んだカリキュラム改訂を行うなど、経営面だけで

なく教育効果等にも配慮した取組も行われており評価する。 

 

④ 財務会計システムの導入等ＩＴ化の推進及び業務・システム最適化 

財務会計システムの活用と改善等を通じて、各病院等において会計処理の迅速化や

精度の向上に取り組んでいるが、これらは、各病院で毎月開催される評価会での経営

状況の把握・分析等の精度を向上させ、結果として適切な経営改善に繋がるものであ

り評価する。 

医事会計システムについては、平成２０年度中に実施した３４病院の共同入札に

より、現導入費用と比較し、約１２億円の削減効果（削減率５６％）を達成し、現

状のＩＴ投資額の削減及び機構のシステム価格の平準化を達成したことは評価で

きる。 
また、全ての病院に共通する機能を網羅した、標準仕様書を作成し、これを公開

することで、国立病院機構の共通インフラとして整備したことも高く評価する。 
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独立行政法人国立病院機構総合情報ネットワークシステム（ＨＯＳＰｎｅｔ）の

診療情報データベース及び同分析システムが平成２１年４月から新たに稼働し、デ

ータベースを構築したことは、国立病院機構のネットワークを利用した調査研究機

能強化のため平成２２年度を目途に設置を検討している総合研究センター（仮称）

の基盤整備として高く評価するとともに、今後の総合研究センター（仮称）の設置

に向けた取組を着実に推進することを期待する。 

レセプトオンライン請求については、厚生労働省令で定める期限よりも前倒しし

て対応するなど積極的な取組が認められ評価できる。 

「独立行政法人等の業務・システム最適化実現方策」（平成１７年６月２９日各府

省情報化統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議決定）に基づき、情報化統括責任者（ＣＩ

Ｏ）を中心としたＩＴ化推進体制を充実させるとともに独立行政法人国立病院機構

総合情報ネットワークシステム（ＨＯＳＰｎｅｔ）における業務・システム最適化

計画の策定及びそれに基づいた最適化の実施を着実に行い、システム構成の見直し

や調達方式の見直しを図ることで、業務の効率化・合理化、システムコスト削減な

どを実現したことを評価する。 

 

（７）経営の改善  

（６）に記したような収支改善に向けた努力により、中期目標に掲げる目標値である５

年間累計で経常収支率１００％程度を、経常利益は５期連続の黒字を達成し、５年間累積

の経常収支率は１０２．２％となった。 

こうした結果は、本部の経営指導もさることながら各病院長をはじめ全職員が懸命な努

力をした結果であると高く評価する。 

特に個別病院毎に視点を向けても、平成１９年度末に策定した経営改善計画（再生プラ

ン）に基づき、５８病院中３１病院の経常収支が平成２０年度計画を達成するなど、これ

らの取組により、平成１６年度では７６病院の赤字病院数（再編成施設を除く）が４１病

院まで減尐し、赤字額についても平成１６年度の２５８億円から１１２億円と大幅に改善

されたことは評価する。 

 

（８）固定負債割合の改善 

国立病院機構発足時に承継した国時代の膨大な負債（約７，６００億円）と老朽化した

病院を数多く抱えながらの経営の中で、建築卖価の見直しをはじめとした様々な経営努力

により、病院の機能維持に必要な整備を行いつつ、毎年着実に固定負債を減尐させ、５年

間で２１．５％の減尐を達成したことは高く評価する。 

また、約定どおり償還を確実に行ったとともに、平成１９年度と２０年度に行った繰上

償還についても、将来の債務負担軽減の観点に立った積極的な取組として高く評価する。 

 

（９）その他の業務運営等に関する事項 

人事に関する計画に関して、先に記した療養介助職の創設・増員のほか、技能職の削減

についても計画を上回って進展した。 



- 8 - 
 

医師確保対策については、年俸制による業績評価の反映や、医師派遣手当、救急呼出待

機手当等の処遇改善及び、子育てをする女性医師の職場環境整備や復職支援を目的にした

「女性医師支援モデル事業」の実施、シニアフロンティア制度（定年退職予定者が引き続

き在職できる制度）の創設など様々な取組を実施したことを評価する。また、国立病院機

構においても医師確保に困難を来す病院が多い中で、緊急医師派遣制度を創設し国立病院

機構内の医師不足病院に対して全国から医師を派遣したことや、政府の緊急臨時的医師派

遣システム等により他の設置主体の病院に対して医師を派遣した実績についても評価し

たい。 

看護師確保対策については、先に記したような、より魅力的なキャリアパス制度の構築

や附属看護学校におけるカリキュラム改訂等により人材の確保・育成に取り組んでおり、

今後とも質の高い人材確保・育成に継続的な努力を望みたい。 

なお、総人件費改革等への対応については、技能職の退職後不補充、非効率病棟の職員

配置数の適正化等による削減の取組を評価する。一方で、人件費抑制の観点も重要である

が、人員配置の必要性という点では、国立病院機構には、国民に対する安全で質の高い医

療の確実な提供と国の医療政策への貢献という課せられた使命があり、その遂行のために

は、医師、看護師をはじめとした有能な人材の確保と育成は欠くことができないものであ

る。医療現場における過酷な労働実態の緩和や急性期医療における安全・質の向上が一層

求められている中、今後とも、安定した経営基盤のもとに国民に対する適切な医療の提供

が行えるよう、業務運営体制の効率化に努めた上で、土台となる人材の確保、育成に努め

てもらいたい。 

障害者雇用については、業務の委託範囲や業務分担の見直し等により法定雇用率を達成

している努力を評価する。 
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国立病院機構 第一期中期目標に係る業務の実績に関する評価シート（最終評価シート）

事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

第２ 国民に対して提供するサービスその他業務の質 第１ 国民に対して提供するサービスその他業務の質の 第１ 国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する目標を
の向上に関する事項 向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 達成するためにとるべき措置
国立病院機構は、国民の健康に重大な影響のあ 国立病院機構は、国民の健康に重大な影響のあ

る疾病に関する医療と地域の中で信頼される医療 る疾病に関する医療とともに地域の中で信頼される
を行うことを基盤としつつ、特に高度先駆的医療、 医療を行うことにより、公衆衛生の向上及び増進に
難治性疾患等に対する医療、歴史的・社会的な経 寄与することとする。このため、医療の提供、調査
緯により担ってきた医療及び国の危機管理や積極 研究及び医療従事者の養成を着実に実施する。
的貢献が求められる医療として別に示す分野（別
記）を中心として、医療の確保とともに質の向上
を図ること。

併せて、我が国の医療の向上に貢献するため、
調査研究及び質の高い医療従事者の養成を行うこ
と。

１ 診療事業 １ 診療事業 １ 診療事業
診療事業については、国の医療政策や国民の医療 診療事業においては、利用者である国民に満足され

需要の変化を踏まえつつ、利用者である国民に対し る安心で質の高い医療を提供していくことを主たる目
て、患者の目線に立った適切な医療を確実に提供す 標とする。
るとともに、患者が安心して安全で質の高い医療が
受けられるよう取り組むこと。

（１）患者の目線に立った医療の提供 （１）患者の目線に立った医療の提供 （１） 患者の目線に立った医療の提供 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ
4.22 4.00 4.00 4.00 4.00 4.04

患者自身が医療の内容を理解し、治療の選択を ① 分かりやすい説明と相談しやすい環境づくり ① 分かりやすい説明と相談しやすい環境づくり
自己決定できるようにするため、医療従事者によ 患者が医療の内容を適切に理解し、治療の選択を
る説明・相談体制を充実するとともに、患者の視 患者自身ができるように説明を行うとともに、相談 １．患者満足度調査の概要
点でサービスを点検するために患者満足度を測定 しやすい体制をつくるよう取り組む。 患者満足度調査は、患者の目線に立ちサービスの向上を図るため、平成１６年度から平成
し、その結果について適宜、分析・検討を行うこ また、患者満足度調査における医療従事者の説明 ２０年度まで入院１２９，００７名、外来２３８，１９６名について調査を実施した。
とにより、国立病院機構が提供するサービス内容 に関する項目について、特に、平均値以下の評価の 調査の設問は、全体的にネガティブな設問とし、患者の調査に対する心理的障害を取り払
の見直しや向上を図ること。 病院については、医療従事者の研修を充実する等に い、本音を引き出しやすくすることにより、調査精度の向上と客観性を追求する方法として

また、主治医以外の専門医の意見を聞くことの より、平均値以上の評価を受けられるよう改善を図 いる。
できるセカンドオピニオン制度を導入すること。 る。 また、患者の匿名性を担保するため、記入された調査票については病院職員が内容を確認

することができないよう患者が厳封したものを各病院から本部へ直送することにより、集計
に当たっても個人が特定されることがないようにするなど患者のプライバシーに十分配慮し
実施している。

総合評価をはじめ、中期計画に掲げられている重要項目である「分かりやすい説明」、「相
談しやすい環境作り」に関して平成１６年度平均値を上回る満足度を得られた病院数が増加
し、着実に改善が図られた。

なお、全項目において、満足度が下がった項目はない。

○ 患者満足度調査に関する指定研究
平成１９年度には、患者満足度をアウトカムとして、病院特性でどのようなタイプの病

院がより満足度が高いのか、また、各病院の構造上の違いや、患者サービスに対する取組
の違いが患者満足度と関連があるかどうかを、国立病院機構共同臨床研究として検証した。

【調査結果概要】
平均ポイント 平均ポイント

・入院：総合評価 平成16年度 4.310（ 89病院） → 平成20年度 4.508（123病院）
分かりやすい説明 平成16年度 4.423（ 97病院） → 平成20年度 4.577（121病院）
相談しやすい環境づくり 平成16年度 4.352（ 78病院） → 平成20年度 4.516（115病院）

・外来：総合評価 平成16年度 3.920（101病院） → 平成20年度 4.097（135病院）
分かりやすい説明 平成16年度 3.996（102病院） → 平成20年度 4.177（139病院）
相談しやすい環境づくり 平成16年度 3.847（106病院） → 平成20年度 4.115（139病院）

※括弧書きは、平成１６年度の平均ポイントを上回る病院数
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

２．患者満足度を向上させるための各病院の取組

(1) わかりやすい説明に係る取組例
クリティカルパスを積極的に活用し治療方針、治療経過等について分かりやすい説明に

努めているとともに、既に用いているパスが患者にとって分かりやすい様式となるよう各
病院において見直しを行っている。
また、カンファレンスや看護計画の策定に患者・家族が参加出来るようにし、治療方針

の策定の経緯を明らかにすることにより高い理解が得られる取組を行っているほか、
○ 治療方針等の説明は、医学用語等専門的な言葉の使用はできるだけ避け、必要に応
じて模型、パンフレット、ビデオ等を活用して患者の理解度に合わせ平易で丁寧な説
明に心がける、

○ 説明時に看護師長が同席し、分かりにくい部分を簡単な言葉を用いて看護師長が表
現する、

○ 患者・家族を対象とした糖尿病、喘息、リウマチ等の疾患毎の勉強会を開催する、
などにより、患者にとって分かりやすい説明に努めている。

【クリティカルパスの実施件数】
平成１６年度 １２６，８２７件
平成１７年度 １７０，９５４件
平成１８年度 １９３，４５６件
平成１９年度 ２２６，８４５件
平成２０年度 ２４３，７２９件

患者に退院後の食事療養を理解してもらうため、患者及びその家族を対象として、様々
な健康状態に対しての集団栄養食事指導（集団勉強会）を開催し、悩みや不安の解消に努
めている。また、専門病院では患者の要望により、病院独自の内容で相談会を実施してい
る。

患者が医療知識を入手しやすいように、医学資料を閲覧できる図書コーナーや情報室（が
ん専門の場合は、『がん相談支援室』）を設置しており、図書コーナーにおいては、患者が
理解しやすい書籍を中心に蔵書数を増やし、利用向上に努めている。

【患者閲覧用蔵書数】
平成１６年度 －
平成１７年度 ９，２５５冊
平成１８年度 ２０，９９２冊
平成１９年度 ２５，６９６冊
平成２０年度 ２８，８６７冊

(2) 相談しやすい環境づくりに係る取組例
全ての病院において医療相談窓口を設置し、患者が相談しやすい環境を整備しており、

プライバシーの保護にも考慮し、窓口の個室化を推進することにより１２６病院が個室化
している。
※残り１９病院についても、第三者に会話が聞こえないように、パーテーションなどの

仕切等を設けている。
また、診療中の心理的、経済的諸問題などについて、相談に応じ解決への支援を行う医

療ソーシャルワーカー（ＭＳＷ）を配置しており、平成２０年度までにＭＳＷを２２９名
配置することにより、患者の立場に立ったよりきめ細かな対応を行える相談体制の更なる
充実を図った。

【ＭＳＷの配置状況】
平成１６年度 ５５病院 ７１名
平成１７年度 ７７病院 １２２名
平成１８年度 ９８病院 １６４名
平成１９年度 １０９病院 １９２名
平成２０年度 １１３病院 ２２９名

また、全病院が投書箱を設置しており苦情等に対する改善事項を掲示板に張り出すなど
患者への周知を行っているとともに、
○ 外来ホールの総合案内への看護師長等担当者の配置
○ ホームページに医療相談窓口の案内の紹介欄、問い合わせ欄の設置
○ 医療相談窓口で随時薬剤師が薬剤の質問や相談に対応できる体制を整備
等の取組を行うことにより、患者が相談しやすい環境作りに努めている。
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

② セカンドオピニオン制度の実施 ② セカンドオピニオン制度の実施
国立病院機構において、患者が主治医以外の専

門医のアドバイスを求めた場合に適切に対応でき １．セカンドオピニオン制度の実施状況
るようなセカンドオピニオン制度を導入し、中期 患者の目線に立った医療を推進するため全国に先駆けてセカンドオピニオン制度の導入に
目標の期間中に、全国で受け入れ、対応できる体 組織的に取り組んできたところ。
制を整備する。 これまで、セカンドオピニオン希望者を受け入れるための窓口設置の環境整備や、セカン

ドオピニオンを求めて来院する患者への情報提供及び自院以外でセカンドオピニオンを希望
する患者が他院を受診するための情報提供書の作成を行うなど、セカンドオピニオンの推進
を行った。

【セカンドオピニオンの窓口設置病院数】
平成１６年度 ４５病院
平成１７年度 ８９病院
平成１８年度 １１４病院
平成１９年度 １２３病院
平成２０年度 １２９病院

【セカンドオピニオン提供者数】
平成１６年度 １，２８８名
平成１７年度 １，６３６名
平成１８年度 ２，７３１名
平成１９年度 ２，５４６名
平成２０年度 ２，９２８名

【セカンドオピニオンのための情報提供書作成数】
平成１６年度 －
平成１７年度 －
平成１８年度 １，２３４件
平成１９年度 １，０７１件
平成２０年度 １，０６４件

２．セカンドオピニオン研修会の実施について
平成１７・１８年度においては、セカンドオピニオンを担当する医師を養成するため、診

療分野ごとのセカンドオピニオン提供の状況や患者の立場からみたセカンドオピニオン等に
ついて研修を行った。

【セカンドオピニオン研修会参加者数】
平成１６年度 －
平成１７年度 ４２名
平成１８年度 ４１名
平成１９年度 －
平成２０年度 －
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

③ 患者の価値観の尊重 ③ 患者の価値観の尊重
患者満足度調査を毎年実施し、その結果を踏まえ

て患者の利便性に考慮した多様な診療時間の設定や １．インフォームド・コンセント推進への取組
待ち時間対策などサービスの改善を図る。特に、患 ○ 「インフォームド・コンセントの更なる向上のために」の策定
者満足度調査の結果、調査項目全体の評価結果につ インフォームド・コンセントについては、ほとんどの病院において既に検討し実施して
いて平均値以下の評価の病院については、サービス いる実情にあるが、平成１９年度から開催している「中央医療安全管理委員会」において、
内容を具体的に見直し、平均値以上の評価を受けら 患者に対し適切な説明を行い、理解を得ることが望ましいと考えられる内容についての議
れるよう改善を図る。 論を重ねてきた。

このような中、インフォームド・コンセントを行うにあたっての基本的な考え方や留意
すべき点など必要最低限の事項を整理し、インフォームド・コンセントの更なる向上のた
めに各病院に発信すべきとの考えのもと、平成２１年３月に「インフォームド・コンセン
トの更なる向上のために」を策定したものである。これにより、各病院は必要な事項を取
り入れるなど自病院の実施状況を見直すことによって体制強化を図ることに繋がる。

平成２１年度より運用を開始し、国立病院機構におけるインフォームド・コンセントの
実施体制をなお一層推進していくこととしている。

【具体的内容】
①意義、②一般的対象事項、③説明範囲、④危険性の説明、⑤頻度、⑥説明者、⑦
説明の対象者、⑧家族等への説明、⑨説明時間及び場所、⑩説明の進め方、⑪セカ
ンドオピニオンの説明、⑫診療録への記録、⑬同意能力なき者への説明、⑭説明の
省略

２．「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」等の発行
(1) 全病院で希望者への発行

平成１８年度の診療報酬改定に伴い、明細書の発行については国立病院機構全病院で、
求めがあった場合には明細書を発行することができる体制とした。

【明細書の発行状況】
平成１９年度 平成２０年度

入院：59病院 発行枚数：5.6枚／病院 → 70病院 発行枚数：10.1枚／病院
外来：52病院 発行枚数：8.8枚／病院 → 66病院 発行枚数：18.3枚／病院

(2) 全患者への発行
医療側と患者側とがお互いに情報を共有することは非常に重要であると考え、平成２１

年３月に国立病院機構全病院において全患者に対して発行する方針とした。
全患者に対して発行するに当たり、スムーズに展開できるよう課題を把握するため、試

行的に２病院（西多賀病院、九州がんセンター）において実施し、「発行手順」、「患者への
対応」、などを整理し、発行準備の整った病院から発行することとしている。

【全患者に対し発行を行っている病院数】
平成１９年度 １病院 → 平成２０年度 ８病院

(3) 医療費の内容の分かる領収証の発行に伴うシステムの改修
「医療費の内容の分かる領収証の交付について」（平成１８年３月６日付厚生労働省保険

局長通知）により領収証の様式が示されており、国立病院機構においても全ての病院で対
応する領収証を発行できるよう、平成１８年度以降に必要に応じてシステム改修を行った。

３．全病院での医療相談窓口の設置（再掲）
患者の価値観や診療への要望等をきめ細かく聴取し病院運営に反映していくことができる

よう、平成１９年度までに全ての病院において医療相談窓口を設置した。特に、患者や家族
の抱える心理的・社会的な問題の解決・調整を援助するための体制を強化するため、ＭＳＷ
の大幅な増員（７１名→２２９名）を行った。

また、プライバシーの保護にも考慮し、１２６病院が相談窓口を個室化している。

【ＭＳＷの配置状況の推移】
平成１６年度 ５５病院 ７１名
平成１７年度 ７７病院 １２２名
平成１８年度 ９８病院 １６４名
平成１９年度 １０９病院 １９２名
平成２０年度 １１３病院 ２２９名
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

４．院内助産所・助産師外来の開設
妊産婦、家族のニーズに合わせた満足度の高い、安心なお産及び育児支援が提供できる体

制をより一層充実させていくため、各病院が、自院の状況に応じて院内助産所や助産師外来
の開設を推進した。

また、より多くの病院が開設に向けた具体的な検討を行えるようにするため、院内助産所
等を既に設置している病院の緊急時におけるバックアップ体制や開設後の状況についての情
報提供等を内容とする研修を開催し、院内助産所・助産師外来の開設推進を図った。

【院内助産所・助産師外来の開設病院数（分娩実績を有する４９病院中）】
平成１６年度末 院内助産所 － 、 －
平成１７年度末 院内助産所 ０病院、助産師外来 ６病院
平成１８年度末 院内助産所 １病院、助産師外来 １０病院
平成１９年度末 院内助産所 ２病院、助産師外来 １９病院
平成２０年度末 院内助産所 ４病院、助産師外来 １９病院

※現在開設に向けて準備・検討中の病院
院内助産所 １病院、助産師外来 １０病院

５．患者満足度を向上させるための各病院の取組

(1) 多様な診療時間の設定に関する具体的取組例
各病院では、患者の利便性を考慮した多様な診察時間を設定し、受診しやすい体制とな

るよう地域の医療ニーズや自病院の診療機能や診療体制等を踏まえて下記のような様々な
取組を行っている。
○予約制や専門外来（スポーツ整形や小児外来）の場合、午後も診療を実施している。
○地域医療連携の一環として、ＭＲＩ検査を１９時までの予約枠を設定し検査を受け入
れている。

○社会人や就学児童の受診に配慮し夕方に診察時間を設定している。

また、大型連休期間中（平成２０年度：１０病院が平日並みの診療を１日以上実施）に
おいても、より利便性の高い患者サービスを提供していく観点から、救急医療患者の積極
的受入れや、平常時に準じた手術の実施体制を整えるなど必要な医療サービスを提供でき
るようにした。

【土日外来の実施】
平成１６年度 １０病院
平成１７年度 １６病院
平成１８年度 １９病院
平成１９年度 ３０病院
平成２０年度 ３５病院

(2) 待ち時間対策に関する具体的取組例
診療科の特徴により外来患者数が少なく待ち時間が短い病院を除く全ての病院で、外来

診療の予約制を導入している。
また、一部の病院では患者の利便性を考慮してインターネットでも予約を受け付けてい

る。また、定期的に待ち時間調査を行うことなどにより、時間当りの予約人数の調整を行
うなど、予約患者を待たせないようにするための工夫を行っている。
更に、待ち時間が発生してしまう場合でも、出来るだけ長く感じさせないようにするた

め下記のような取組を行っている。
○看護師等による患者への声かけや状況説明を積極的に行う。
○テレビ・雑誌等の閲覧コーナーを設置する。
○待ち時間の目安となるよう現在診察中の患者の受付番号を掲示する。
○ポケベルやＰＨＳの貸し出しにより待ち時間中の行動範囲の制限を緩和する。

環境面においても、待ち時間中にくつろげるように、以下の環境を設けている。
○病院内又は敷地内にコーヒーショップ ・・・・・・ ２７病院
○外来待合室付近に飲食できるコーナー ・・・・・・ ８５病院
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

（２）患者が安心できる医療の提供 （２）患者が安心できる医療の提供 （２）患者が安心できる医療の提供 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ
4.22 4.11 4.44 4.33 4.00 4.22

患者が安心して医療を受けることができるよう、 ① 医療倫理の確立 ① 医療倫理の確立
国立病院機構における医療倫理の確立を図るとと 患者が安心できる医療を提供するため、各病院は
もに、医療安全対策の充実に努めること。 カルテの開示を行うなど情報公開に積極的に取り組 １．プライバシーへの配慮に関する各病院の取組

また、地域医療に貢献するために、救急医療・ むとともに、患者のプライバシーの保護に努めるこ 各病院で個人情報保護法に関する研修や外部講師を招いた講習会の実施、個人情報の利用
小児救急等に積極的に取り組み、平成１５年度に とが、患者との信頼関係の醸成において重要である。 目的等についての院内掲示、個人情報保護に係る各種規定の作成等により院内における個人
比し、中期目標の期間中に、救急患者及び小児救 また、臨床研究を実施するすべての病院に倫理委 情報保護のための体制を整備している。
急患者の受入数について１０％の増加を図ること。 員会を、治験を実施するすべての病院に治験審査委 また、引き続き、患者のプライバシーへ配慮するため患者からの相談窓口の個室化を進め

員会を設置し、すべての臨床研究、治験について厚 ているほか、一部の病院では、
生労働省が定める倫理指針（平成１５年厚生労働省 ○ 外来採血室に衝立を設置し、採血の様子を他の患者に見られないようにする
告示第２５５号）を遵守して実施する。なお、小規 ○ カルテの持ち出しの際、患者氏名が見えないカバーに入れている
模病院については、その負担の軽減のため、合同開 ○ 点滴ボトル等に記載している氏名をシール形式とし、他の患者等の目にふれることに
催等により倫理委員会を行うこととする。 なる使用する段階でそれを剥がすことにより点滴ボトルから患者の氏名がわからないよ

各病院の倫理委員会の組織・運営状況を把握し、 うにする
その改善に努めるとともに、倫理委員会の指摘事項 ○ 病室入口名札の表示には患者の意向を反映させている
をその医療に適切に反映させることに努める。 などの取組を行った結果、平成２０年度の「プライバシーへの配慮」に係る入院患者の

患者満足度調査の結果は平成１６年度を大きく上回る満足度を得ている。

【相談窓口の個室化】
平成１６年度 １０５病院
平成１７年度 １２２病院
平成１８年度 １２３病院
平成１９年度 １２７病院
平成２０年度 １２６病院 △１病院は、廃止した南横浜病院
※残り１９病院についても、第三者に会話が聞こえないように、パーテーションな
どの仕切等を設けている。

【患者満足度調査結果】 平均ﾎﾟｲﾝﾄ 平均ﾎﾟｲﾝﾄ
・プライバシーの配慮（入院）平成16年度 4.158 → 平成20年度 4.609
・プライバシーの配慮（外来）平成16年度 4.033 → 平成20年度 4.155

２．医療事故発生時の公表基準の策定及び公表事例
病院運営の透明性を高め、社会的信頼をより一層獲得していくとともに、我が国全体の医

療安全対策にも貢献していく観点から、明らかな過誤により患者が死亡した場合や、重大な
永続的障害が発生した場合は各病院による個別の公表を行い、それ以外のケースは、国立病
院機構全体の包括的な事故の公表を行うことを内容とする「医療事故公表基準」を平成１９
年度より運用している。（公表事例：１件）

平成２０年度に、島根県の医療機関で発生した「微量の血液を採取するための器具のうち
複数人に使用してはならないタイプの器具を複数の患者に使用した例」について、全国に先
駆け国立病院機構内での実態調査を実施し、厚生労働省の公表とは別に国立病院機構の調査
結果をホームページ上に公表し、広く国民に対し周知するとともに患者の不安の解消を図っ
た。

また、フィブリノゲン製剤納入機関のうち厚生労働省の文書調査に対して診療録等の記録
が保管されていないと回答した４６病院について、平成２０年１０月から１２月において厚
生労働省が記録の保管等について訪問調査を実施した。その際、２病院で３名の患者につい
てフィブリノゲン製剤投与の事実が判明し、２名の患者については投与の事実をお知らせし、
１名の患者については居所が判明していない。

【公表内容】
「微量採血のための穿刺器具（針の周辺部分がディスポーザブルタイプ（使い捨てタイ

プ）でないもの）の取扱いについて」平成２０年８月８日
・実態調査の結果、６６病院において使用していた。
・しかしながら、針は１回毎に交換しキャップ部分を消毒しており、同一の針を複数の患
者に使用してはいない。

・当該器具を使用したことのあるもしくは使用したと思われる患者で心配な患者について
は、感染に関する検査を無料で実施する。

３．適切なカルテ開示
各病院は、厚生労働省医政局長通知「診療情報の提供等に関する指針の策定について」（平

成１５年９月）に基づき、カルテの開示請求があった場合には適切に開示を行っている。
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

４．臨床研究、治験に係る倫理の遵守

(1) 臨床研究
「臨床研究に関する倫理指針」、「疫学研究に関する倫理指針」、「厚生労働省の所管する実

施期間における動物実験等の実施に関する基本指針」等のガイドラインを遵守し、臨床研究
等の推進を図っている。

① 倫理審査委員会
倫理的配慮の趣旨に添って臨床研究等の推進が果たせるよう、倫理審査委員会が未設

置である病院に対しては、臨床研究倫理規程等を作成の上、倫理審査委員会を整備でき
るよう支援を行った。その結果、平成１９年度までに１４６すべての病院に倫理審査委
員会を設置することができた。

また、国立病院機構において行った倫理審査委員会の審議内容等については、厚生労
働省の定める疫学研究に関する倫理指針等に準じて、病院のホームページ上で掲示する
など外部に公開をした。

【倫理審査委員会開催状況】
設置病院数 委員会開催回数 倫理審査件数

平成１６年度 ９１病院 ２８２回 １，１９６件
平成１７年度 １３１病院 ３６４回 １，５３２件
平成１８年度 １３４病院 ５３１回 ２，１８５件
平成１９年度 １４６病院（全病院）５８２回 ２，４３３件
平成２０年度 １４６病院（全病院）６２８回 ２，３６４件

② 中央倫理審査委員会
本部が主導して行う臨床研究等の研究課題を中心に平成１６年度以降中央倫理審査委

員会において審議を行い、平成２０年度までにＥＢＭ推進のための大規模臨床研究２０
件、国立病院機構で実施する共同研究である指定研究１１件を含む２４３件の審査を
行った。

【審査件数】
平成１６年度 １４件
平成１７年度 ５６件
平成１８年度 ６５件
平成１９年度 ４７件
平成２０年度 ６１件

③ 動物実験委員会
動物愛護の観点に配慮しつつ、科学的観点に基づく適正な動物実験等が実施されるよ

う、動物実験を実施する病院においては、平成２０年度までに１９病院に動物実験委員
会を設置した。

(2) 治験

① 治験審査委員会
中期計画に掲げたとおり、質の高い治験を推進するため、平成１９年度までに１４６

すべての病院において、治験審査委員会を設置した。

【治験審査委員会の状況】
設置病院数 委員会開催数 審査件数

平成１６年度 １２９病院 － －
平成１７年度 １４０病院 ７５０回 ９，２４１件
平成１８年度 １４１病院 ９５６回 ９，９８８件
平成１９年度 １４６病院(全病院）１，１０４回 １２，４９４件
平成２０年度 １４６病院(全病院）１，１２８回 １４，０１９件

② 中央治験審査委員会（Ｐ．３６ 第１の２の（２）の１参照）
国立病院機構傘下の医療機関における治験の一括審査が可能となったことから、治験

審査の効率化、迅速化を図る中央治験審査委員会を本部に設置し、平成２０年１１月よ
り毎月１回定期的に開催し、新規１０課題及び継続審議を実施した。
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

② 医療安全対策の充実 ② 医療安全対策の充実
医療安全対策を重視し、リスクマネジャーを中心

に、ヒヤリハット事例の適正な分析等のリスク管理 １．独立行政法人国立病院機構中央医療安全管理委員会の開催等
を推進する。 平成１９年度に国立病院機構における医療安全対策についての基本的方向性等について審

院内感染対策のため、院内サーベイランスの充実 議する常設委員会として「中央医療安全管理委員会」を設置し、平成１９年度から平成２０
等に積極的に取り組む。 年度までの間、様々な検討のうえ下記事項を策定し、より一層充実した医療安全対策に向け

我が国の医療安全対策の充実に貢献する観点か た取組を行っている。
ら、新たな医療事故報告制度の実施に協力するとと
もに、すべての病院において、医薬品等安全性情報 ・「長期療養患者が使用する人工呼吸器の標準化について」（策定：平成１９年４月）
の報告を徹底する。 ・「転倒・転落事故防止プロジェクト」（策定：平成２０年３月）

・「長期療養患者が使用する人工呼吸器の取扱い手順書」（策定：平成２１年３月）
・「人工呼吸器不具合情報共有システムの運用」（策定：平成２１年３月）
・「インフォームド・コンセントの更なる向上のために」（策定：平成２１年３月）

２．医療事故報告制度への一層の協力
国立病院機構として、日本医療機能評価機構が行う医療事故情報収集等事業へより一層協

力していく観点から、医療事故の報告範囲等について徹底するとともに、院長会議の場にお
いても積極的に協力していくことが必要である旨の指導を行った。

また、平成１９年３月には、「独立行政法人国立病院機構における医療安全管理のための指
針」の見直しを行い、改めて当該事業への参加を明確にし、我が国全体の医療安全対策につ
いて貢献している。

【日本医療機能評価機構への報告件数】
平成１６年１０月から１２月 １２２件
平成１７年 １月から１２月 ３３５件
平成１８年 １月から１２月 ４５８件
平成１９年 １月から１２月 ５９２件
平成２０年 １月から１２月 ７２８件
※当該事業開始：平成１６年１０月

３．医療安全対策における情報発信

(1) 「国立病院機構における医療安全対策への取組（医療安全白書）」の公表
平成１９年度より、
①事故内容別、病院機能別、患者年齢別、事故発生時間別に整理するとともに、
②「国立病院機構における医療安全管理のための指針」の見直しや「長期療養患者が使
用する人工呼吸器の標準化」など機構内における医療安全対策上の課題への取組につ
いての紹介、

③医療事故報告の中から、再発防止対策上ケーススタディとして有効であると考えられ
る事例について、事故概要、事故の背景、講じた再発防止策の紹介、

等を内容とする「国立病院機構における医療安全対策への取組について」(医療安全白書)
を作成し、国立病院機構のホームページ上に公表した。

平成１８年度版・・・平成１９年 ８月公表
平成１９年度版・・・平成２０年１０月公表
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

(2) 医療事故報告に係る「警鐘的事例」の作成と国立病院機構内ネットワークの共有
「国立病院機構における医療安全管理のための指針」の見直しにより、国立病院機構本部

への医療事故報告件数についても大幅な増加が図られたところであるが、報告された事故事
例等を素材として、毎月、機構本部において「警鐘的事例」を作成し国立病院機構内ネット
ワーク内の掲示板に掲示することで、各病院における医療安全対策の推進に資するための取
組を、平成１９年度から新たに実施した。

具体的には、毎月、医療安全対策上特に留意するべきテーマを決定した上で、テーマに関
連する個別事故事例の紹介とそれらに共通する発生原因や再発防止策等について分析・整理
を行ったものであり、各病院の医療安全管理者等がケーススタディのためのテキストとして
も活用できるよう作成したものである。

【医療事故報告書の概要の警鐘的事例】
○平成１９年 ７月 人工呼吸管理について
○平成１９年 ８月 転倒・転落の発生パターンの類型化とその対策について
○平成１９年 ９月 薬剤に関する医療事故・事故発生の類型化とその対応策について
○平成１９年１０月 インフォームド・コンセントについて
○平成１９年１１月 合併症について
○平成１９年１２月 転倒・転落リスクを増大させる可能性のある薬剤について
○平成２０年 １月 患者の自殺、自殺企画について
○平成２０年 ２月 人工呼吸器に関わる事故について
○平成２０年 ３月 危険薬について
○平成２０年 ４月 ＭＲＩ検査における危険性について
○平成２０年 ５月 嚥下における危険性について
○平成２０年 ６月 輸血検査における危険性について
○平成２０年 ７月 原因不明の骨折について
○平成２０年 ８月 輸液による血液外漏出皮膚障害について
○平成２０年１０月 胃ろうチューブ誤挿入による死亡事例等について
○平成２０年１２月 リハビリテーション中の事故（転倒）について

４．転倒・転落事故防止プロジェクトの策定
国立病院機構における医療事故報告の約３０％を占める転倒・転落事故の２年間で半減

（△５０%）を目標に掲げ、転倒・転落事故防止対策を強力に推進していくため、転倒・転
落事故防止のための業務標準化の検討を行い、

①各病院共通の転倒・転落アセスメントシート
②アセスメントに基づく転倒・転落事故防止計画表
③患者・家族への標準的な説明内容
④リスクの高い薬剤リスト
⑤転倒・転落事例集、

等から構成される「転倒・転落事故防止マニュアル」を作成した。本マニュアルにより、平
成２０年度から「転倒・転落事故防止プロジェクト」を強力に推進している。
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事業年度評価結 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

５．長期療養者が使用する人工呼吸器の取組について

(1) 人工呼吸器の機種の標準化について
平成１８年度に取りまとめられた報告書「長期療養患者が使用する人工呼吸器の標準化

について」を踏まえ、平成１９年４月に、今後、長期療養患者が使用する人工呼吸器の更
新等整備を行う際には、原則として標準６機種の中から整備を行うことととした。
また、平成１９年２月の調査時点と比較して、長期療養患者が使用する人工呼吸器で標

準６機種の占める割合が年々上昇しており、標準化に向けた各病院の積極的な取組が見ら
れた。

【人工呼吸器６機種の使用状況】
平成１９年 ２月 ３５．４％
平成１９年１２月 ４６．０％
平成２１年 ３月 ５４．２％

(2) 長期療養患者が使用する人工呼吸器の取扱い手順書について
進行性筋ジストロフィー児（者）・重症心身障害児（者）・ＡＬＳ患者等の長期療養患者

にとって人工呼吸器は生命維持装置であり、その装着に当たっては患者に分かりやすい説
明を行うとともに、細心の注意をもって取り扱うことが必要であることから、人工呼吸器
の目的や基本構造、操作時の安全管理、使用時の看護の留意点、装着に係る説明書等を内
容とする「長期療養患者が使用する人工呼吸器の取扱い手順書」を平成２１年３月に作成
し運用を開始した。

【手順書内容】
Ⅰ 長期療養患者に対する人工呼吸器の目的、使用時の留意点等

１．目的 ２．分類 ３．基本構造 ４．操作 ５．安全管理
６．使用時の看護の留意点 ７．停電時の対応 ８．装着にかかる説明書及び同意書

Ⅱ 非侵襲的陽圧換気療法（NPPV）
１．適応基準 ２．長所・短所 ３．代表的な換気様式 ４．安全管理
５．使用時の看護の留意点 ６．移行 ７．装着にかかる説明書及び同意書

６．人工呼吸器不具合情報共有システムの運用
国立病院機構内病院で稼働している人工呼吸器の不具合情報を迅速に共有することで、患

者の人工呼吸器管理に係るリスクを軽減させ、患者の療養上の安全をより一層確保すること
を目的に、「人工呼吸器不具合情報共有システム」の運用を平成２１年３月から開始した。

また、不具合が生じた場合には、患者への影響を考慮し必要に応じて製造業者に対し情報
提供を行い、不具合原因の究明や、改善を求めることとしている。

【システム概要】
①報告内容：人工呼吸器の機械的な不具合の情報を報告内容
②報告事項：メーカー名、機種名、購入年月日、不具合の内容、不具合が発生した場合

の使用状況
③情報共有：各病院より報告後、速やかに国立病院機構内ネットワーク内の掲示版に掲

示
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

７．国立病院機構使用医薬品の標準化
医療安全への寄与、医薬品管理の効率化、ひいては医療安全に資するため、本部に「標準

的医薬品検討委員会」を設置し、使用医薬品の標準化に取り組んできた。

○ 平成１７年度は、循環器用剤、抗生物質等の１０，４０１品目について検討を行い、
７，５８２品目を掲載品目として整理し標準的医薬品一覧を作成した。

○ 平成１８年度は、この一覧を各病院へ周知し医薬品の共同購入を行い、病院における標
準化を進めた。更に、平成１８年度末に精神神経用剤、消化器官用剤、呼吸器官用剤の見
直しを行うことを念頭に検討を行った。

○ 平成１９年度は、平成１８年度の医薬品購入実績情報をベースに「循環器用剤」、「外皮
アレルギー用剤」、「解熱鎮痛消炎・滋養強壮・ビタミン剤」の薬効群等について検討を行
い、６，３５８品目を掲載品目として整理し標準的医薬品一覧を作成し、本一覧を各病院
へ周知し、病院における標準化を進めた。また、本一覧は平成２０年度の医薬品の共同入
札リストに活用された。

○ 平成２０年度は、各病院における使用医薬品の標準化の取組状況について、平成１７年
度に作成した標準的医薬品一覧と平成１９年度の医薬品購入実績、平成１９年度に作成し
た標準的医薬品一覧と平成２０年度（４月～１２月）の医薬品購入実績を比較したところ、
標準的医薬品一覧の掲載品目のみを採用している病院は平成１９年度は２２病院であった
が、平成２０年度は６４病院に増加した。

８．拡大医療安全管理委員会の設置
平成１９年３月には、「独立行政法人国立病院機構における医療安全管理のための指針」の

見直しを行い、発生した医療事故の過失の有無、原因等について十分な結論付けができない
場合には、第三者的立場から過失の有無等にについて厳正に審議を行うため、国立病院機構
内における自病院以外の病院の専門医、看護師等を加えた「拡大医療安全管理委員会」を開
催できる体制をブロック事務所に事務局として整備し、必要に応じ開催することとしている。

【拡大医療安全管理委員会開催件数】
平成１９年度 １２件（１ブロック） → 平成２０年度 １３件（３ブロック）

９．院内感染防止体制の強化
院内感染対策として、平成１６年度以降すべての病院において院内感染防止対策委員会等

を開催し、ＭＲＳＡ、ノロウイルス、緑膿菌等の院内サーベイランスを実施するとともに、
医師・看護師・薬剤師・事務職等で構成される院内感染対策チーム（ＩＣＴ）を１３７病院
に設置している。（院内感染対策チーム（ＩＣＴ）を設置していない残り８病院については、
院内感染対策委員会を設置してＩＣＴ機構の役割を果たしている。）
また、７１病院では感染管理を専門分野とする認定看護師を８７人配置するなど院内感染

防止体制の強化を図った。
さらに、院内感染発生時の対応など、より実践的な知識、技能を習得するとともに、医師、

看護師、薬剤師等の多職種との連携の重要性を認識することを目的に全ブロック事務所にお
いて、院内感染対策に係る研修を実施した。

【ＩＣＴ設置病院数】
平成１６年度 ９７病院
平成１７年度 １１７病院
平成１８年度 １２９病院
平成１９年度 １３７病院
平成２０年度 １３７病院※残り８病院については、院内感染防止対策委員会を設置

してＩＣＴ機能の役割を果たしている

【感染管理認定看護師配置状況】
平成１６年度 ３３名
平成１７年度 ５６名
平成１８年度 ６８名
平成１９年度 ８４名
平成２０年度 ８７名

※全国登録者：７６９名（国立病院機構の占める割合 １１．３％）
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

10．共同臨床指定研究の活用
インフルエンザの診断で、新規に抗インフルエンザ薬を処方された若年患者における異常

行動及びそれに伴う健康への有害事象の出現頻度を明らかにすることを目的に、抗インフル
エンザ薬（タミフル、リレンザ）の種類、使用期間や来院時の体温などの各要因によって異
なるかどうかを検討し、副作用出現の危険因子を推定するという「抗インフルエンザ薬服用
後の症状変化に関する観察研究」を平成１９年度に行った。対象患者は抗インフルエンザを
処方された６歳以上３０歳以下の若年患者に研究参加を依頼し、口頭で同意を得た患者に対
して調査票を配布した。今後はタミフル内服群、リレンザ吸入群の２群にわけて、異常行動
出現頻度の差についての有意差検定等を行い、解析を行っていく。

また、麻疹の流行などがみられる社会状況に対応し、流行性ウイルス性疾患に対応するた
めに、平成２０年度の指定研究として「国立病院機構職員の麻疹、風疹、流行性耳下腺炎、
水痘ウイルス抗体価測定と抗体価の低い職員に対するワクチン接種の有効性の検討（ＭＭＲ
Ｖ研究）」を実施し、７６病院、１８，９１０名の職員を対象として麻疹、風疹、流行性耳下
腺炎、水痘ウイルスの抗体価を測定した。その結果、職員の麻疹１２．９％、風疹１１．１
％、流行性耳下腺炎１８．３％、水痘１．８％が十分な抗体がないことが判明し、延べ
５，０００名の職員がワクチンを接種した。その結果、抗体の不十分な成人にワクチンを接
種した場合の有効率は、麻疹７８．５％、風疹９５．３％、流行性耳下腺炎８８．１％、水
痘９０．１％であることが判明した。ワクチン接種により職員が無用な感染被曝を受けるこ
とを防止するだけでなく、職員から患者への感染を防止することが期待される。

11．医療安全対策に係る研修体制等の充実

(1) 新人看護師を対象とした全病院統一の研修ガイドラインの運用開始
新人看護師（採用から概ね５年目まで）を対象とした全病院統一の研修ガイドラインの

活用を平成１８年度から開始した。本ガイドラインでは、病院における医療安全管理体制
についての基本的理解や医療現場における倫理の重要性、院内感染防止やＭＥ機器の取扱
いなど医療安全に関わる知識・技術について経験年数毎の達成目標との比較を行いながら
修得できるよう示している。本ガイドラインに基づく各病院の研修を通じて、就職後早い
段階での医療安全に係る研修体制の充実を図ることとしている。

【研修ガイドライン運用後の受講者数】
平成１８年度 ３，４２８名
平成１９年度 ３，８０５名
平成２０年度 ３，９２６名 延受講者数 １１，１５９名

(2) 各ブロック事務所での研修の実施及びその効果(P45 3(1)③の2.｢キャリアパスに基づく
研修の実施｣参照)
全ブロック事務所において、具体的な事例分析等の演習を通して、実践的な知識、技術

を習得し適正な医療事故対策能力を養成するとともに、医師・看護師・事務職等職種毎の
職責と連携の重要性を認識することを目的とした医療安全管理対策に係る研修を実施した。
ブロック事務所主催研修の受講者は、研修の成果を自院で活用し医療事故防止に繋げて

いくため、研修内容を踏まえ、例えば「リスク感性と思考力を磨くための危険予知トレー
ニング(ＫＹＴ)」や「インシデントの原因の根本分析方法」のための院内研修の実施、医
療安全管理マニュアルの見直し等を行い医療事故防止策の充実を図った。

【医療安全対策研修会の開催件数】
平成１６年度 －
平成１７年度 ６開催
平成１８年度 ６開催
平成１９年度 １７開催
平成２０年度 ２２開催
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

③ 救急医療・小児救急等の充実 ③ 救急医療・小児救急等の充実
地域住民と地域医療に貢献するために、救急医療

・小児救急等に積極的に取り組むこととし、平成 １．救急・小児救急患者の受入数
１５年度に比し、中期目標の期間中に、救急患者及 救急患者の受入数については、平成１８年度まで増加傾向にあったが、平成１９年度より
び小児救急患者の受入数について１０％以上（※） 減少に転じ、平成２０年度においては平成１５年度に比して１．９％増となっている。小児
の増加を目指す。 救急患者の受入数についても同様の傾向にあるが、その理由としては、

①救急車による搬送患者数の全国的な伸びの鈍化
②これまで二次救急医療機関で受け入れていた比較的軽症の患者を本来の受入先である一

※ 平成１５年度実績 次救急医療機関で受け入れるなど、地域の救急医療体制が整備されてきたこと
年間延べ救急患者数 などの要因が複合的に影響していることが挙げられる。

５５４，５０４件 しかしながら、このような中でも救急患者数に占める入院患者数の割合は上昇しているな
うち年間延べ小児救急患者数 ど、より重篤な患者の受け入れにシフトしているところであり、国立病院機構に期待されて

１６３，３５５件 いる役割を着実に果たしているところである。引き続き、自治体や一次救急医療機関との緊
密な連携のもと、地域の救急医療体制の中での国立病院機構としての役割を適切に果たして
いくこととしている。

【救急患者受入数（うち小児救急患者数）】
平成１６年度 ５８４，１０３件（１６５，１４３件）
平成１７年度 ６１８，７５９件（１６９，０２２件）
平成１８年度 ６３４，４７０件（１７４，６３５件）
平成１９年度 ６２７，６６８件（１６０，３２４件）
平成２０年度 ５６４，８３１件（１３９，７６６件）

（参考）
〔救急患者数に占める入院患者の割合〕
・全救急患者数に占める割合 平成19年度 24.1％→平成20年度 26.3％（＋2.2％）
・救急車搬送患者数に占める割合 平成19年度 53.7％→平成20年度 56.4％（＋2.7％）

〔うち救急患者が500人以上減少した病院における救急患者数に占める入院患者の割合〕
・全救急患者数に占める割合 平成19年度 21.5％→平成20年度 24.8％（＋3.3％）
・救急車搬送患者数に占める割合 平成19年度 52.2％→平成20年度 57.1％（＋4.9％）

２．地域のニーズに応じた救急医療体制の強化

(1) 救急医療体制の強化
地域のニーズ等を踏まえて、三次救急への取組も充実させており、平成２０年度までに

１７病院（平成１６年度は１４病院）において救命救急センターを設置したところ。
また、これまで二次救急医療機関で受け入れていた比較的軽症の患者を本来の受入先で

ある一次救急医療機関で受け入れるなど地域の救急医療体制が整備されてきたことなどか
ら、二次救急を担う医療機関として機能の充実を図り、地域の救急医療体制強化に大きく
貢献をしている。
さらに、２４時間の小児救急医療体制を敷いている病院は１７病院、地域の小児救急輪

番に参加している病院は３８病院となっており、引き続き体制強化を行っているところで
ある。

【救命救急センター設置病院数】
平成１６年度 １４病院
平成１７年度 １６病院
平成１８年度 １７病院
平成１９年度 １７病院
平成２０年度 １７病院

【２４時間の小児救急医療体制を敷いている病院数】
平成１６年度 １１病院
平成１７年度 １６病院
平成１８年度 １６病院
平成１９年度 １６病院
平成２０年度 １７病院
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

【小児救急輪番制度参加病院数】
平成１６年度 ３５病院
平成１７年度 ４０病院
平成１８年度 ３８病院
平成１９年度 ３８病院
平成２０年度 ３８病院

(2) 地域の救急医療体制への協力
自治体等が主導して地域全体で救急医療・小児救急医療体制を構築している地域におい

て、国立病院機構の病院から、市町村や地域医師会が運営する休日・夜間の小児急患セン
ターに対して医師を派遣するなど、地域の医療ニーズに応えた重要な役割を果たしている。

(3) ドクターヘリ、防災ヘリによる診療状況
従来より自治体の防災ヘリによる患者搬送の受け入れを行って来たが、平成１８年度か

らドクターヘリの活用が制度化される中、個別病院においてその充実に努めている。

① 長崎医療センターでは、従来より自治体の防災ヘリによる患者搬送の受入れを行って
来たが、平成１８年１２月からは病院に駐在する県のドクターヘリによる医療を行い、
離島や救急車による搬送が困難な地域への医療提供を担っている。

○ドクターヘリによる診療活動
・稼働回数

平成１８年度（１２月～３月） １３１回
平成１９年度 ３９４回
平成２０年度 ４６２回

・病院側の診療体制
医師４名、看護師８名のフライトチームを組み診療を実施している。

※これ以外にも海上自衛隊のヘリコプターによる診療活動あり（平成２０年度
は１３０回）

② 水戸医療センター、災害医療センター、南和歌山医療センター、岡山医療センター、
関門医療センター、九州医療センター、熊本医療センター、別府医療センター及び嬉野
医療センターにおいても、自治体の所有する防災ヘリ等のヘリコプターによる患者搬送
時の医師等の同乗や搬送された患者の受入れを行っている。
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事業年度評価結 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

（３）質の高い医療の提供 （３）質の高い医療の提供 （３）質の高い医療の提供 Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ
4.56 4.56 4.89 5.00 4.85 4.77

国立病院機構の医療の標準化を図るため、クリ ① クリティカルパスの活用 ① クリティカルパスの活用
ティカルパスの活用やエビデンスに基づく医療(Ev チーム医療の推進、患者に分かりやすい医療の提
idence Based Medicine)に関する情報の共有化を 供や医療の標準化のため､クリティカルパスの活用 １．クリティカルパスの活用推進に関する取組及び総作成数、実施件数
図ること。 を推進することとし、平成１５年度に比し、中期目 クリティカルパスによる、より短期間で効果的な医療、チーム医療の実践を行うため、各

これまで担ってきた重症心身障害児(者)、進行 標の期間中に、クリティカルパス実施件数について 病院ではクリティカルパス委員会において妥当性を検討し、クリティカルパスの作成を行い、
性筋ジストロフィー児（者）等の長期療養者のＱ ５０％以上の増加（※）を目指す。 これを用いた医療の実践を行っている。クリティカルパスの実施件数は、平成１５年度に比
ＯＬ（生活の質）の向上を図り、併せて、在宅支 して１５０．３％の増となっており、中期計画の目標値を達成している。また、クリティカ
援を行うこと。 ※ 平成１５年度実績 ルパス研究会を開催して、普及・改善に取り組んでいる。

国立病院機構が有する人的・物的資源を有効に 延べ実施件数９７，３８９件
活用し、地域医療に貢献するため、病診・病病連 【クリティカルパス総作成数】
携を推進すること。これらの医療の質の向上を基 平成１６年度 ５，１９３種類
盤に政策医療ネットワークを活用し政策医療を適 平成１７年度 ６，４８７種類
切に実施するとともに、その際、政策医療の評価 平成１８年度 ７，０７３種類
を行うための指標を開発すること。 平成１９年度 ７，５３０種類

また、平成１５年度に比し、中期目標の期間中 平成２０年度 １１，５６５種類（平成１５年度比１９３．９％増）
に、クリティカルパスの実施件数については５０
％、高額医療機器の共同利用数については４０％ 【クリティカルパス実施件数】
の増加を図ること。 平成１６年度 １２６，８２７件

平成１７年度 １７０，９５４件
平成１８年度 １９３，４５６件
平成１９年度 ２２６，８４５件
平成２０年度 ２４３，７２９件（平成１５年度比１５０．３％増）

２．クリティカルパス普及のための研修会実施
クリティカルパスの作成と実施を推進するために、クリティカルパス研修会を平成１６年

度以降１２回開催し、各病院のクリティカルパス推進のリーダーとなる人材の育成を行った。
【クリティカルパス研修実施状況】

平成１６年度 ５回
平成１７年度 ４回 ３０８名参加
平成１８年度 ３回 ２２０名参加

３．地域連携クリティカルパス（地域連携パス）への取組
病院から在宅医療まで一貫した地域連携による医療を実践するため、地域の医療機関と一

体となり地域連携クリティカルパス実施の取組を行った。
地域連携パスによる医療を実践している病院は平成２０年度においては５３病院あり、大

腿骨頚部骨折、脳血管障害等を対象としたパスを実践した。
【地域連携クリティカルパス実施病院数】

平成１６年度 －
平成１７年度 １２病院
平成１８年度 ２５病院
平成１９年度 ３８病院
平成２０年度 ５３病院

４．医療の標準化に向けた取組
平成１８年度に、国立病院機構が提供する医療の質向上及び効率的な医療提供に向けた取

組の一つとして、ＤＰＣ参加２２病院のＤＰＣデータを一元的に集計・統合し、多施設間で
の比較解析を行った。その結果、ＤＰＣ分類毎に（包括ー出来高）額の施設間格差や症例数、
平均在院日数との関連など、ＤＰＣ分類毎の医療の改善に向けた各施設における示唆的な情
報を得ることができた。

平成１９年度指定研究課題「医療者用／患者用クリティカル・パスの内容のばらつきと、
バリアンス発生頻度及び在院日数との関連に関する調査研究」において、現在国立病院機構
の異なる施設で運用されている代表的疾患に関するクリティカル・パス（胃切除術・逆行性
前立腺切除術・股関節手術・糖尿病教育入院）を横断的に収集し、パス自体に組み込まれて
いる医療プロセスのばらつきについて分析・検討を行った。その結果を受け、平成２０年度
においては対象疾患を拡大するとともに、クリティカルパス間のばらつきと患者アウトカム
の関連について検討を行った。
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事業年度評価結 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

② ＥＢＭの推進 ② ＥＢＭの推進
国立病院機構のネットワークを十分に活用し､エ

ビデンスに基づく医療(Evidence Based Medicine｡ １．臨床評価指標の開発及び公表
以下「ＥＢＭ」という。）を実践するため、中期目 １４６病院のネットワーク機能を活用して病院の提供する医療の質を計り改善するための
標の期間中に、臨床評価指標の開発やＥＢＭに関 臨床評価指標を開発すべく、平成１６年度より各病院で臨床評価指標について測定を行って
する情報データベースの作成を目指す。 きた。平成１８年度にこれまでの結果を踏まえ、内容の妥当性や改善可能性についての検討

会を設置し、指標の検討や研究班による新指標の実施可能性の調査を行った。
平成１９年度からは、①現行の政策医療分野において普遍的に見られる疾患について、②

入院患者を対象とし、計測可能性、改善可能性を重視した項目を２６項目を、新たな臨床評
価指標として設定した。

平成１９年度は新たな指標により平成１８年度実績を計測し、その結果を平成１９年１０
月に公表、平成２０年度は平成１９年度実績を計測し、その結果を平成２１年３月に公表し
た。

複数の病院において、医療プロセスを含めた臨床評価指標を計測し、公表する試みは日本
ではあまり例が無く、この取組により病院における一般的な医療の質向上へ繋がる一方法を
提示することができると考えている。

２．ＥＢＭ普及のための研修会の開催
エビデンスに基づいた医療を提供するため、各政策医療分野や治験・臨床研究推進のため

の研修会、ＥＢＭ実践法に関する研修会を実施し、平成２０年度までに合計１１，８０４名
が参加し、ＥＢＭの更なる普及に尽力した。

【ＥＢＭ普及のための研修会参加者数】
平成１６年度 １，８２３名
平成１７年度 ２，３２７名
平成１８年度 ３，１０７名
平成１９年度 ２，５０４名
平成２０年度 ２，０４３名

３．ＥＢＭ推進のための大規模臨床研究事業
一般医療を多く担っている日本最大のグループである国立病院機構において、豊富な症例

と一定の質を確保することが可能という特徴を活かして、質の高い標準的な医療を広く提供
するための医学的根拠を確立するため、平成１６年度からＥＢＭ推進のための大規模臨床研
究を開始した。

平成１６年度に採択した５課題の研究については、平成１９年度において患者登録が終了
し、平成１９年度、平成２０年度に一部課題について学会等で成果の発表を行った。また、
平成１７年度には、４課題の研究を開始して、平成１９年度に症例の登録を完了し、一部課
題については学会等で成果の発表を行った。平成１８年度には本部において研究計画書の作
成に積極的に関わることにより、厳選された質の高い６課題を採択し、平成２０年度に一部
課題において症例の登録を完了した。平成１９年度も平成１８年度と同様に本部において研
究計画書の作成に積極的に関わることにより質の高い３課題を採択し、順調に症例の登録を
行っている。平成２０年度には、２課題の臨床研究課題（高度医療適用の試験、がん第Ⅲ相
比較試験）を採択し、症例登録の準備を進めているところである。

これらの情報を分担研究施設にフィードバックすることにより、診療の質の標準化を図っ
ている。

４．電子ジャーナルの配信
最新の医学知見をもとに、根拠に基づいた医療サービスを患者に提供することを目的とし

て、平成１８年７月から１４６すべての病院で国立病院機構職員がインターネット経由で配
信される医学文献を閲覧、全文ダウンロードすることができるよう、機構本部において電子
ジャーナル配信サービスの一括契約を行った。平成１８年度においては、ＨＯＳＰｎｅｔ端
末でのみの利用に限られていたが、平成１９年６月より「臨床研究支援・教育センター（Ｃ
ＳＥＣＲ）」で整備したインターネットサーバーを経由して、ＨＯＳＰｎｅｔ外からの利用も
可能とした。その結果、平成２０年度においては１５，６６２文献のダウンロードがあった。

【月間ダウンロード数（平均）】
平成１８年度 １，０００文献
平成１９年度 １，１２４文献 （対前年度比＋１１２．４％）
平成２０年度 １，３０５文献 （対前年度比＋１１６．１％）
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

③ 長期療養者のＱＯＬの向上等 ③ 長期療養者のＱＯＬの向上等
長期療養者に関しては、そのＱＯＬ（生活の質）

の向上を目指し、すべての病院において面談室を設 １．面談室の設置及びボランティアの受入れ状況
置するとともに、ボランティアの積極的な受入や協
働等に努める。 (1) 面談室の設置

また、重症心身障害児（者）、進行性筋ジストロ 全病院において面談室が設置済となっており、中期計画の目標値を達成している。
フィー児（者）を受け入れている８１病院について
は、患者家族の宿泊室を設置している病院数を、地 (2) ボランティアの積極的な受入れ
方公共団体、関係団体等の協力も得て、平成１５年 ボランティアを受け入れている病院は１３６病院に上り、重症心身障害児（者）患者等
度に比し、中期目標の期間中に、１０％以上の増加 の日常生活援助、遊び相手、おむつたたみや行事の支援等を行っていただいており、長期
（※）を目指す。 療養者のＱＯＬ向上の一助を担っていただいている。

併せて、重症心身障害児（者）等の在宅療養を支
援するため、通園事業等の推進や在宅支援ネットワ 【ボランティアの受け入れ病院数】
ークへの協力を行う。 平成１６年度 １２９病院

平成１７年度 １３３病院
※ 平成１５年度実績 平成１８年度 １３３病院

５４病院に設置 平成１９年度 １３３病院
平成２０年度 １３６病院

２．患者家族の宿泊室の設置
重症心身障害児（者）、進行性筋ジストロフィー児（者）を受け入れている８１病院のうち、

患者家族の宿泊室を設置している病院は６８病院となり、平成１５年度に比して２６％増と
大幅に増加しており、中期計画の目標値を達成している。

【宿泊施設設置病院数】
平成１６年度 ６１病院
平成１７年度 ６８病院
平成１８年度 ６６病院
平成１９年度 ６７病院
平成２０年度 ６８病院

3．重症心身障害児（者）の在宅療養支援

(1) 通園事業の推進
重症心身障害児（者）等の在宅療養を支援するため、通園事業等を推進しており、Ｂ型

通園事業については２５病院で実施しているほか、Ａ型通園事業についても３病院で実施
している。

【通園事業実施病院数】
平成１６年度 Ａ型：０病院 Ｂ型：２１病院
平成１７年度 Ａ型：２病院 Ｂ型：２３病院
平成１８年度 Ａ型：２病院 Ｂ型：２５病院
平成１９年度 Ａ型：３病院 Ｂ型：２４病院
平成２０年度 Ａ型：３病院 Ｂ型：２５病院

(2) 在宅支援の取組
重症難病患者が適時に入院できる体制及び在宅療養提供体制を整備するために都道府県

が実施している重症難病患者入院施設確保事業について、２４病院が拠点病院、５０病院
が協力病院の役割を担うなど、地域の在宅支援ネットワークへの協力を行っている。

４．障害者自立支援法施行に伴う患者個別の療養介護計画作成
平成１８年１０月の自立支援法施行により、２７病院が療養介護事業者となっており、対

象病棟の対象患者に対する個別の療養介護計画書の作成、療養介助職の増員などによりサー
ビスを充実させている。
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

５．療養介助職の増員による介護サービス提供体制の強化
患者の多様な要望に応じてケアの充実を図るため、看護師の指示の下、入浴、食事、排泄

等のボディータッチを主とした「療養介助職」を平成１７年度に創設し、重症心身障害・筋
ジストロフィー病棟のみならず、神経難病病棟を含め平成２０年度までに５６３名を配置し、
長期療養患者のＱＯＬの基本である日常生活のケアに関する介助サービスの提供体制を強化
した。

【療養介助員配置数】
平成１７年度 ２４病院 １４３名
平成１８年度 ３９病院 ３１４名
平成１９年度 ４３病院 ４０９名
平成２０年度 ４９病院 ５６３名

６．長期療養患者のＱＯＬ向上のための具体的取組

(1) 各病院の具体的な取組
長期療養患者に対し、ＱＯＬ向上のため、生活に変化をもたらしたり、地域とふれあい

をもてる機会を設けている。
また、単調になりがちな長期療養生活の良いアクセントとなるよう、各病院において、

七夕祭り、クリスマス会などの季節的行事の開催に取り組んでいる。
○ 八雲病院における取組

八雲病院において、筋ジストロフィー入院患者の多くが得意とするパソコンを活用し、
町史のデジタル化作業の依頼を受け、患者自らが管理工程を決め、２年の歳月をかけ完
成させた。この功績により町長より感謝状をいただき、達成感と満足感を得るとともに、
地域社会におけるつながりや信頼関係が構築された。
このことにより、新たに、町村合併により旧熊石町の町史デジタル化の依頼も受け患

者の活動の場が広がった。

(2) 医療ソーシャルワーカー（ＭＳＷ）の配置（再掲）
長期療養に伴い患者・家族に生じる心理的、経済的、社会的問題等の解決に早期に対応

し安心して医療が受けられるようにするとともに、退院後の在宅ケア、社会復帰が円滑に
行えるよう関係機関との連携し必要な援助を行っていくためＭＳＷの配置を進めた。

【ＭＳＷの配置】
○ 国立病院機構１４６病院中
平成１６年度 ５５病院 ７１名
平成１７年度 ７９病院 １２８名
平成１８年度 ９８病院 １６４名
平成１９年度 １０９病院 １９２名
平成２０年度 １１３病院 ２２９名

○ 重症心身障害・筋ジストロフィー患者を受け入れている８１病院中
平成１６年度 ２６病院 ３４名
平成１７年度 ３８病院 ５９名
平成１８年度 ４９病院 ７９名
平成１９年度 ５２病院 ８９名
平成２０年度 ５６病院 １０６名

(3) 食事の提供にかかるサービス向上への取組
入院生活における「食事」は、治療の一環であるとともに、患者にとっての楽しみの一

つでもある。最近は、選択メニューなどにより、可能な限り患者の意向を重視した形を取
り入れている病院が多いが、長期療養者（特に重症心身障害児（者）患者）については、
食事の介助が大変なことから、ベットサイド又は食堂において配膳トレーでの食事を提供
しているところである。こうした中、年に数回、定期的に「食事バイキング」や「ワゴン
サービス」を企画することで、患者にも満足してもらうよう、病院が一体となって取り組
んでいる。

【食事バイキング企画実施している病院】
重症心身障害児（者）病床を有している ７２病院中 １７病院

【ワゴンサービスを企画実施している病院】
重症心身障害・進行性筋ジストロフィー病床を有している病院 ８１病院中 ２６病院
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

7．長期療養者のＱＯＬを維持・向上させるための人工呼吸器の標準化（再掲）

(1) 人工呼吸器の機種の標準化について
平成１８年度に取りまとめられた報告書「長期療養患者が使用する人工呼吸器の標準化に

ついて」を踏まえ、平成１９年４月に、今後、長期療養患者が使用する人工呼吸器の更新等
整備を行う際には、原則として標準６機種の中から整備を行うことととした。
また、平成１９年２月の調査時点と比較して、長期療養患者が使用する人工呼吸器で標準

６機種の占める割合が年々、着実に上昇しており、標準化に向けた各病院の積極的な取組が
見られた。

【人工呼吸器６機種の使用状況】
平成１９年 ２月 ３５．４％
平成１９年１２月 ４６．０％
平成２１年 ３月 ５４．２％

(2) 長期療養患者が使用する人工呼吸器の取扱い手順書について
進行性筋ジストロフィー児（者）・重症心身障害児（者）・ＡＬＳ患者等の長期療養患者

にとって人工呼吸器は生命維持装置であり、その装着に当たっては患者に分かりやすい説
明を行うとともに、細心の注意をもって取り扱うことが必要であることから、人工呼吸器
の目的や基本構造、操作時の安全管理、使用時の看護の留意点、装着に係る説明書等を内
容とする「長期療養患者が使用する人工呼吸器の取扱い手順書」を平成２１年３月に策定
し運用を開始した。

【手順書内容】
Ⅰ 長期療養患者に対する人工呼吸器の目的、使用時の留意点等

１．目的 ２．分類 ３．基本構造 ４．操作 ５．安全管理
６．使用時の看護の留意点 ７．停電時の対応 ８．装着にかかる説明書及び同意書

Ⅱ 非侵襲的陽圧換気療法（NPPV）
１．適応基準 ２．長所・短所 ３．代表的な換気様式 ４．安全管理
５．使用時の看護の留意点 ６．移行 ７．装着にかかる説明書及び同意書
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

④ 病診連携等の推進 ④ 病診連携等の推進
地域の医療機関との連携を図り､地域において的

確な役割を担うため、すべての病院において地域医 １．地域医療連携室の取組(P５８ 第2の1(1)②ｲ｢地域医療連携室の設置｣参照)
療連携室を設置するとともに、平成１５年度に比し、 地域医療連携室については、すべての病院において設置されている。具体的な取組として、
中期目標の期間中に、ＭＲＩ等の高額医療機器（※ 広報誌の発行、紹介患者の受付、公開講座の実施、連携病院への訪問、近隣医療機関のリー
１）の共同利用数について４０％以上の増加（※２） フレット作成、地域医療カンファレンスの実施、地域連携パス作りへの参画、高額医療機器
を目指す。 の検査予約受付などを行うことによって、病診連携等を推進しているところである。

また、同様に、紹介率と逆紹介率について各々５ また、地域の医療機関との連携を強化し、紹介率の向上を図ることにより、平均在院日数
％以上引き上げる（※３）ことに努める。 の短縮化にも貢献している。

２．紹介率と逆紹介率の上昇
※１ ＣＴ（コンピュータ断層撮 各病院平均の紹介率は５３．９％、平成１５年度に比して１７．１ポイント増となってい

影装置）､ＭＲＩ(磁気共鳴診 る。また、各病院平均の逆紹介率は４２．７％、平成１５年度に比して１８．３ポイント増
断装置）､シンチグラフィー､ となっており、それぞれ中期計画の数値目標を達成している。
ＳＰＥＣＴ(シングルフォトン
エミッションＣＴ装置） 【紹介率・逆紹介率】

※２ 平成１５年度実績 紹介率 逆紹介率
総件数 ２８，２８２件 平成１６年度 ４０．５％ ２８．７％

※３ 平成１５年度実績 平成１７年度 ４２．７％ ３３．２％
紹介率 ３６．８％ 平成１８年度 ４７．４％ ３２．２％
逆紹介率 ２４．４％ 平成１９年度 ５１．１％ ３６．９％

平成２０年度 ５３．９％ ４２．７％

３．高額医療機器の共同利用状況（Ｐ．８１第２の２(３)①「医療機器の効率的な利用の推進」
参照）

高額医療機器（ＭＲＩ、ＣＴ、ＳＰＥＣＴ、シンチグラフィー）の稼働状況及び共同利用
数は平成２０年度は５９，００４件で、平成１５年度に比して約１０８．６％増と大幅に増
加しており、中期計画の数値目標を大幅に上回った。

４．地域医療への取組
平成１８年の医療法改正により、都道府県が作成する新医療計画において４疾病５事業等

が位置付けられることとなったところであるが、国立病院機構関係者が都道府県の医療協議
会等へ参加し、医療計画の策定に貢献することなどにより、地域医療への取組を推進してい
る。

○各都道府県における医療連携体制について検討・討議するために設置される委員会等へ
の参加状況

平成２０年４月現在 平成２１年４月
・都道府県医療対策協議会等 ２５病院 → ３０病院
・地域別・疾患別の委員会等 ４２病院（延数） → ４５病院（実数）

５．助産所の嘱託医療機関としての協力
平成１８年の医療法改正により、分娩を取り扱う助産所の開設者は分娩時等の異常に対応

するため、嘱託医師については産科又は産婦人科を担当する医師を嘱託医とすること、及び
嘱託医師による対応が困難な場合のため、診療科名の中に産科又は産婦人科及び小児科を有
し、かつ、新生児への診療を行うことができる病院又は診療所を確保することとされた。平
成２０年度の施行に備えて平成１９年度中より準備を進め、平成２１年４月１日現在、嘱託
医療機関（嘱託医師を含む）として１１病院が協力している。
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

６．地域医療支援病院の増加
平成２０年度までに３３病院（平成１５年度は４病院）が地域医療支援病院の指定を受け、

地域医療への取組を一層強化している。

【地域医療支援病院】
仙台医療センター、水戸医療センター、霞ヶ浦医療センター、茨城東病院、高崎病院、
埼玉病院、千葉医療センター、災害医療センター、横浜医療センター、長野病院、
金沢医療センター、名古屋医療センター、京都医療センター、舞鶴医療センター、
大阪医療センター、大阪南医療センター、南和歌山医療センター、和歌山病院、
浜田医療センター、岡山医療センター、呉医療センター、福山医療センター、
岩国医療センター、小倉医療センター、九州医療センター、福岡東医療センター、
嬉野医療センター、長崎医療センター、長崎川棚医療センター、熊本医療センター、
別府医療センター、鹿児島医療センター、指宿病院

７．がん対策医療への取組
平成１８年に成立した「がん対策基本法」及び同年に出された「がん診療連携拠点病院の

整備に関する指針」等による国のがん医療の均てん化推進方策に協力するため、がん医療を
担う診療従事者の配置や患者への情報提供体制等を整備した結果、２病院が都道府県がん診
療連携拠点病院として、３１病院が地域がん診療連携拠点病院として指定され、地域におけ
る質の高いがん医療の拠点整備に貢献している。

１６’ １７’ １８’ １９’ ２０’
都道府県がん診療連携拠点病院 ０ ０ １ ２ ２
地域がん診療連携拠点病院 １１ １１ ２４ ３１ ３１

※ 平成２１年４月１日に北海道がんセンターが都道府県がん診療連携拠点病院に、神戸
医療センターが地域がん診療連携拠点病院に指定

８．地域連携クリティカルパス（地域連携パス）への取組（再掲）
病院から在宅医療まで一貫した地域連携による医療を実践するため、また病診連携等を推

進するために地域の医療機関と共同して地域連携クリティカルパスを作成し、そのパスに基
づいた連携医療の実践を進めた。

地域連携パスによる医療を実践した病院は５３病院あり、大腿骨頚部骨折、脳血管障害等
を対象としたパスを実践した。

９．政府の緊急臨時的医師派遣システム等への協力

(1) 北海道からの要請により、市立根室病院へ医師を派遣した。
派遣期間 平成１９年５月２１日～平成１９年８月３１日
派遣医師 北海道がんセンター（４名）、札幌南病院（３名）、

西札幌病院（３名）、仙台医療センター（１１名）
計 ２１名

(2) 政府の緊急臨時的医師派遣システムにより、岩手県立大船渡病院へ医師を派遣した。
派遣期間 平成１９年８月６日～平成１９年１０月２６日
派遣医師 函館病院（１名）、高崎病院（１名）、東京医療センター（１名）、名古屋医

療センター（２名）、京都医療センター（１名）、大阪医療センター（１名）、
岡山医療センター（１名）、岩国医療センター（１名）、九州医療センター
（１名）、長崎医療センター（１名）
計 １１名
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

⑤ 政策医療の適切な実施 ⑤ 政策医療の適切な実施
これまで担ってきた結核やエイズをはじめとする

感染症、進行性筋ジストロフィーや重症心身障害等 １．質の高い結核医療の実施
の政策医療について、政策医療ネットワークを活用
し、適切に実施する。 (1) 我が国の結核医療における国立病院機構の役割

また、今後開発する臨床評価指標を活用してその 結核医療は、国立病院機構で担う政策医療の重要な一分野であり、結核病床を有する
実施状況を把握し、評価を行い、個々の病院が取り ５４病院３，７１７床において全国の結核入院患者の約４５％以上を受入れ治療を提供し
組む政策医療の質の向上を図る。 た。

(2) 結核新退院基準の実施
結核医療の適切な実施のために、平成１７年３月より、結核病床を運営する全病院にお

いて、国立病院機構における結核患者の退院基準の適用を開始するとともに３ヶ月、６ヶ
月の運用状況調査を行った。
その効果として、根拠に基づいた医療を推進することとなり、医療の質の向上に資する

とともに、従来漫然と長期化していた入院期間が短縮され、患者の満足度は高くなってい
る。
また、国立病院機構全体の結核病床に係る平均在院日数（平成２０年度）は、平成１６

年度に比して約４日減少（７７．６日→７３．２日）しており、新退院基準の実施以降は
入院期間短縮が図られた。

(3) 結核医療に関する国立病院機構の取組

○ 入院ＤＯＴＳ（直視監視下短期化学療法）の実施
医療従事者の対面による服薬をすすめ、確実な治療に導くため国立病院機構では全病

院において入院中のＤＯＴＳを進めている。また、退院後も適切な服薬が行われるよう
保健所と十分に連携を行っており、通院可能な患者については定期的に外来でのＤＯＴ
Ｓを実施している。

○ クオンティフェロン検査の実施
ＢＣＧ接種及び非結核抗酸菌感染の影響を受けない新しい検査法であるクオンティ

フェロン検査の確立に呼吸器ネットワーク連携機能をもって貢献した結果、平成１８年
１月の保険収載に至り、適切な診断法の普及促進に一躍を担った。

(4) 結核病床
結核病床については、結核の入院患者数及び病床利用率が低下傾向にあることから、効

率的な病棟運営のため、複数の結核病棟を保有している病院においては、病棟の休棟また
は廃止、また、単一の結核病棟を保有している病院においては、結核病床を一部削減の上、
一般病床とのユニット化を行うなどの取組を進めている。
また、平成２０年度においては診療報酬改定が行われ、結核病棟入院基本料について、

１０対１の評価の引き上げ、１３対１の平均在院日数要件の撤廃が行われたことにともな
い、平成２０年度中に１５対１から１０対１への上位基準の取得を２病院において、１５
対１から１３対１への上位基準の取得を２３病院において実施した。

(5) 新型インフルエンザ対応指針（素案）の作成
新型インフルエンザの発生が強く懸念され、政府においても新型インフルエンザ行動計

画の見直しが行われる中、平成２０年１２月、新型インフルエンザが発生した際において
も各病院が適切に対応できるよう、「旧療養所型病院の活性化方策に関する検討会」結核部
会において、国立病院機構における「新型インフルエンザ対応指針（素案）」の検討を行っ
た。当該素案では、地域における各病院の役割の確認、発熱外来の設置と役割、診療体制
等政府の行動計画が定める発生段階に応じた各病院の具体的行動について整理を行ってい
る。また、併せて新型インフルエンザ疑い患者の定義を満たす患者が来院したという状況
設定の中で、個々の職員が具体的にどう行動し、どのような役割を果たすべきかなどを事
前に確認するための「シミュレーションマニュアル」を作成した。

なお、本年４月の新型インフルエンザ発生の際にも、本素案を全病院に送付し、インフ
ルエンザが拡大した場合の各病院の体制についてあらかじめ検討しておくことで、万全の
対応が行えるよう指示を行い、発熱外来の開設に当たっても組織的かつ迅速な対応を行う
ことができた。
今後は、本年４月の新型インフルエンザ対応で明らかとなった課題等をも踏まえながら、

必要な見直し等を行っていくことで、新型インフルエンザが発生した場合においても、各
病院が適切に対応することのできる体制を整備していくこととしている。
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

２．心神喪失者等医療観察法施行に係る主導的な取組と精神医療の質の向上

(1) 医療観察法病床の主導的整備
平成１７年７月の心神喪失者等医療観察法の施行により、国、都道府県及び特定独立行

政法人は指定入院医療機関を整備することとなった。対象患者の増加により病床が不足し、
都道府県の病床整備が遅々として進まない中で、国立病院機構は医療観察法病棟の整備を
進めるなど、国の政策としての同法施行に大きく貢献している。

【平成２０年度末時点の医療法観察法病棟開棟病院・・・１２病院】
（花巻病院、東尾張病院＊、肥前精神医療センター＊、北陸病院、久里浜アルコール
症センター＊、さいがた病院＊、小諸高原病院＊、下総精神医療センター＊、琉球病
院、菊地病院、榊原病院、賀茂精神医療センター）

これにより、平成２１年４月現在の全国の指定入院医療機関１６か所（４３７床）のう
ち、国立病院機構の病院が実に１２か所（３４９床）と全病床の７９．９％を占めるとい
う状況となっている。更にこのうち６病院(＊)では、病床不足による国の強い依頼に応え、
専用病棟の竣工以前に暫定病棟を設置・開棟し病床確保に協力した。
なお、当該指定入院医療機関に係る看護職員配置基準は、１病棟３０床に対して４３人

という多数の職員を配置することとなっているため、やむなく当該病院の既存病棟を集約
することによって職員を確保するなど、国の政策に最大限の協力を行っているところであ
る。

(2) 医療観察法における精神医療の質向上
医療観察法医療の実施に当たり、リスクアセスメントと社会復帰方略を構造化した共通

評価項目を開発し入院処遇等で臨床応用している。また、暴力への医学的介入として包括
的暴力防止プログラムを開発し、医療観察法に従事する全職員が習得するとともに、一般
精神医療に展開するための研修を行うなど、医療観察法医療の質向上と一般精神医療への
還元に取り組んでいる。
なお、一般精神医療については、平成１６年８月の「旧療養所型病院の活性化方策に関

する検討会」精神部会中間まとめにおいて、国の精神医療の方向に沿って機能分化を促進
し、患者の病状等に応じた適切な医療を実施すべきといった問題点の指摘がなされたとこ
ろである。
そこで、各病院の位置付け等を踏まえ、精神科医療の今後の具体的方向性について検討

すべく平成１８年１１月に精神部会を再開し、精神科医療実態調査の報告、今後の精神科
病院の運営のあり方の検討を行った。
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

３．障害者自立支援法施行に伴う療養介護事業への円滑な移行
重症心身障害者・筋ジストロフィー医療は、国立病院機構が担う政策医療の重要な一分野

であり、今後とも適切に実施する必要があるが、障害者自立支援法の施行（平成１８年度）
や利用契約制度への移行及び一部負担金の徴収等により、我が国の重症心身障害・筋ジスト
ロフィー医療の重要部分を担っている国立病院機構は、医療提供面及び経営面の両面におい
て大きな影響を受けることとなった。

そこで、旧療養所型病院の活性化方策に関する検討会に設置した重症心身障害・筋ジスト
ロフィー部会を中心として、同法施行による影響、対応策等を検討し、同法施行後の新体系
へ円滑に移行するための取組を行った。

① 利用者に対しモデル契約約款を提示し複数回に渡り懇切丁寧な説明を実施

② ２０歳以上の重症心身障害児（者）患者で判断能力の不十分な者に対する成年後見制度
の活用に対する支援

③ 一部負担金の支払いについては支払いの簡便性や確実な支払いを確保できるなどの観点
から自動引き落としなどの方法を導入した。

同時に、筋ジストロフィー患者については療養介護制度への全面移行に伴いサービス管理
責任者の選任と個別支援計画の策定を行い、また、障害程度区分に基づく生活支援員の配置
を行った。

また、重症心身障害児（者）の入所施設については、国における体制整備が必要であるこ
とから療養介護の移行まで５年程度の経過措置期間が設けられているところであるが、国立
病院機構の病院においては平成１８年１０月から全ての病院にてサービス管理責任者の選任
と個別支援プログラムを作成するとともに、一部の病院については療養介護に移行し、職種
間の業務分担や研修計画の策定などパイロット的に事業を開始した。

４．障害者医療を担う病院の今後の基本的方向性のとりまとめ
国立病院機構の重要な役割である重症心身障害・筋ジストロフィー等障害者医療の今後の

方向性について、「旧療養所型病院の活性化方策に関する検討会」重症心身障害・筋ジストロ
フィー部会において検討を行い、平成２０年１１月に報告書のとりまとめを行った。

報告書では、障害者病棟における患者重症度、医師や療養介助職の現状、病棟整備の状況、
重症心身障害児（者）が療養介護に移行した場合の影響等について実態調査等に基づく整理
を行うとともに、これらの実態を踏まえた将来的な方向性として、

①超重症児等重症度の高い患者の受入と、地域の周産期医療体制の中でのポストＮＩＣＵ
としての機能を強化する取組の促進

②研修プログラムに障害者医療を担う病院でのプログラムを組み入れることなどによる次
世代の障害者医療を担う医師の育成・確保

③療養介助職の配置数が大幅に増加するとともに、その半数が介護福祉士であること等を
踏まえたグループリーダーの設置等業務運営体制の見直し

④重症心身障害の療養介護事業移行に向けた厚生労働省との必要な調整等計画的取組や、
いわゆる「動く重症心身障害児（者）」の処遇困難性を踏まえた診療報酬等への反映の働
きかけ

⑤老朽化した病棟の計画的整備の推進
等を示したところである。本報告書を踏まえ、第２期中期計画期間中に、国立病院機構の障
害者医療に係るセーフティネット機能の一層の強化を進めていくこととしている。

なお、上記のうち療養介助職に関連した事項に関して、業務遂行の効率化及び職域におけ
る業務能力の向上を目指す観点から、療養介助職を相当数配置している病院においては、職
群におけるリーダー的役割を担う療養介助長及び副療養介助長を配置するとともに、療養介
助職の給与の改善を行うこととし、平成２１年４月から実施している。
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

５．精神科病院の今後の基本的方向性のとりまとめ
国立病院機構の精神科病院が今後担っていくべき医療等の基本的方向性について、「旧療養

所型病院の活性化方策に関する検討会」精神部会において検討を行い、平成２０年１１月に
報告書をとりまとめた。報告書では、

①国立病院機構で担う精神科医療は、身体合併症精神病、薬物・アルコール依存症等他の
設置主体では対応困難な患者に対する医療や精神科急性期医療への取組に加え、
ａ 自閉症、アスペルガー症候群等発達障害に係る専門医療の展開
ｂ クロザピン使用や修正型電気けいれん療法の活用等新たな治療方法への取組
ｃ 認知症の「行動心理学的症候」に係る治療方法標準化への取組
等についても積極的に進めて行くことが必要

②我が国の医療観察法病棟の約８割を国立病院機構が占めているスケールメリットを活か
し、病棟運営状況についての施設間相互のレビューシステムを確立すること等により、
司法精神科医療に係る標準化や人材の育成を進める

③国立病院機構の精神科病院ネットワーク及び精神科医療における教育指導の特色を踏ま
え、複数の精神科病院が参加し相互に利用することのできる「多施設共同研修プログラ
ム」の策定とテレビ会議システムを活用した運用

④再生プランの着実な実行による経営改善の推進
等を提示したところである。本報告書を踏まえ、第２期中期計画期間中に、国立病院機構が
担う精神科医療の一層の機能強化を進めていくこととしている。

なお、テレビ会議システムを活用した「多施設共同研修プログラム」については、平成
２１年２月から５病院（花巻病院、久里浜アルコール症センター、東尾張病院、肥前精神医
療センター及び琉球病院）が参加し運用を開始している。

６．政策医療ネットワークの活動

(1) 肝疾患政策医療ネットワーク
肝疾患政策医療ネットワークにおいては、臨床評価指標を活用して質の高い医療を実施

するためのシステム構築を行った。具体的には、ネットワーク参加１６病院及び協力病院
１０病院を加えた計２６病院において、臨床評価指標となっているラミブジン治療を行っ
たＢ型慢性肝炎症例及びインターフェロン治療を行ったＣ型慢性肝炎症例について、患者
の同意取得後、各病院の端末から患者の臨床データ及び治療評価を入力した。その結果は
毎月１日に、前月の登録症例数と治療成績が自動的に解析され、各病院のシステム上で閲
覧可能となるなど、各病院において共有され、各々の肝疾患診療の質の向上につながった。

(2) 内分泌・代謝疾患政策医療ネットワーク
内分泌・代謝疾患政策医療ネットワークにおいては、血糖のみならず血圧や血中脂質管

理の一元的把握、眼底検査の定期実施などの達成目標を個別に設定し、ネットワーク構成
施設の共通認識及び相互比較を可能としたり、ネットワーク構成施設から参加者を募って
専門医研修会を開催し、専門的な診断技術や治療法の普及に努めるなど､その医療の質の向
上を図った。

(3) 免疫異常政策医療ネットワーク
免疫異常政策医療ネットワークにおいては、相模原病院を中心とする参加２８施設によ

り、リウマチ性疾患のデータベースシステムを活用して、関節リウマチの重症度・合併症
・治療法・死因等に関する集計を行うとともに、これらの経年的変化をネットワーク施設
へ情報発信し、リウマチ性疾患治療法の向上に寄与している。また、気管支喘息治療・管
理の向上のための重要な増悪予防法としての環境整備を、環境中アレルゲンモニタリング
を行いつつ、日常診療において実施し、特に小児喘息においては喘息患者の重症度改善へ
とつなげる成果を上げた。
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

(4) 呼吸器疾患政策医療ネットワーク
呼吸器疾患ネットワークにおいては、近畿中央胸部疾患センターを中心とし、呼吸器疾

患診療の標準化と水準の向上を目的として、結核の他にも、肺がん、びまん性肺疾患、慢
性呼吸不全に関して、我が国の医療の質向上に資する活動を展開した。

＜びまん性肺疾患、呼吸不全診療に関する呼吸器疾患政策医療ネットワークの取組＞

○ 生検技術の向上を目的として、政策医療ネットワークを中心に、特発性間質性肺炎外
科的肺生検のワークショップを行った。特発性間質性肺炎はステロイドや免疫抑制剤に
よる予後改善効果がないことが明らかになった。さらに、長期酸素療法と長期ＮＰＰＶ
（非侵襲人工換気）療法の地域差や、ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）患者の予後因子に
関する解析を行った。

○ 在宅酸素療法患者及び在宅人工呼吸患者における睡眠呼吸障害と対策についての提言
を行った。

(5) 血液・造血器疾患政策医療ネットワーク
血液・造血器疾患政策医療ネットワークにおいては、患者登録データベースを構築して

質の高い臨床研究並びに診療の標準化、高度化を図っている。その中で過去５年間の非ホ
ジキンリンパ腫及び過去１０年間の慢性骨髄性白血病の治療成績の変遷を解析し、分子標
的薬の実地診療における意義を明らかにした。移植予後因子調査データーベースの解析か
らは移植前化学療法回数が重要な予後因子であることを見い出した。また、先天性血小板
減少症に対して系統的な診断ガイドラインを作成した。さらに、濾胞性リンパ腫、中枢神
経系原発悪性リンパ腫、再発高齢者悪性リンパ腫の治療法開発のための臨床試験を計画し
実施中である。

(6) 骨・運動器疾患政策医療ネットワーク
村山医療センターを中心とした骨・運動器疾患ネットワーク３３施設で集積した

１，３３３例の大腿骨頸部骨折患者調査から患者の１５％（２０４例）しか骨粗鬆症の治
療歴がなく、うち８４例はビタミンＤで骨量増加効果が期待されるビスフォスフォーネー
トは３％（４２例）に過ぎなかった。自立歩行可能であった症例で骨折後も自立歩行可能
であったのはわずか１３％で、杖歩行や介助生活になっていることが明らかになった。骨
折予防としての有効な骨粗鬆症治療の普及啓発の重要性が示唆された。

７．がん対策医療への取組（再掲）
平成１８年に成立した「がん対策基本法」及び同年に出された「がん診療連携拠点病院の

整備に関する指針」等による国のがん医療の均てん化推進方策に協力するため、がん医療を
担う診療従事者の配置や患者への情報提供体制等を整備した結果、２病院が都道府県がん診
療連携拠点病院として、３１病院が地域がん診療連携拠点病院として指定され、地域におけ
る質の高いがん医療の拠点整備に貢献している。

１６’ １７’ １８’ １９’ ２０’
都道府県がん診療連携拠点病院 ０ ０ １ ２ ２
地域がん診療連携拠点病院 １１ １１ ２４ ３１ ３１

※ 平成２１年４月１日に北海道がんセンターが都道府県がん診療連携拠点病院に、神戸
医療センターが地域がん診療連携拠点病院に指定

８．周産期医療における新たな取組（院内助産所、助産師外来の開設）（再掲）
成育医療分野の妊娠・出産領域における産科医師が不足する中、助産師が有する専門能力

を積極的に活用することにより院内助産所・助産師外来の設置を推進した。産科医師、助産
師、地域医療機関とが連携できる体制を整備することにより院内助産所が４病院、助産師外
来が１９病院で開設している。また、今後も各病院の状況に応じて開設に向けた準備を取り
組んでいるところであり、引き続き安心なお産と育児支援のための体制の充実に努めていく
こととしている。
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

２ 臨床研究事業 ２ 臨床研究事業 ２ 臨床研究事業 Ａ Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ
臨床研究事業については、豊富かつ多様な症例を 臨床研究事業においては、国立病院機構のネット 4.00 4.56 5.00 4.89 5.00 4.69

有する国立病院機構のネットワークを活用して、診 ワークを活用して臨床研究を進め、診療の科学的根
療の科学的根拠となるデータを集積し、エビデンス 拠となるデータを集積するとともに、情報を発信し、
（Evidence）の形成に努めること。また、我が国の これらにより、我が国の医療の質の向上に貢献する。
医療の向上のため個々の病院の特性を活かし、高度
先端医療技術の開発やその臨床導入を推進するこ
と。

また、治験についても、上記の国立病院機構の特
徴を活かし、質の高い治験を推進するため、平成１
５年度に比し、中期目標の期間中に、治験実施症例
数の２０％の増加を図ること。

（１）ネットワークを活用したＥＢＭのためのエビデ （１）ネットワークを活用したＥＢＭのためのエビデンスづくりの推進とそ
ンスづくりの推進とそれに基づいた診療ガイド れに基づいた診療ガイドラインの作成
ラインの作成

① 一般臨床に役立つ独自の臨床研究の推進 ① 一般臨床に役立つ独自の臨床研究の推進
一般臨床に役立つエビデンスづくりを実施する

ため、平成１６年度中に国立病院機構のネットワ １．「ＥＢＭ推進のための大規模臨床研究（ＥＢＭ推進研究）」事業（再掲）
ークを活用した観察研究等を主体とする臨床研究 日本最大の病院グループである国立病院機構のスケールメリットを生かし、豊富な症例と
計画を作成し、これに基づいて独自の臨床研究を 一定の質を確保することが可能という特徴を活かして、質の高い標準的な医療を広く提供す
推進する。 るための医学的根拠を確立すべく、国立病院機構本部が主導となって「ＥＢＭ推進のための

また、これにより、主要な疾患の標準的な診療 大規模臨床研究」事業を推進した。平成１６年度及び平成１７年度に開始した９課題の患者
指針の作成・改善に寄与する。 登録が終了し一部課題については成果の発表を行った。平成１８年度課題の６課題において

は、一部課題において患者登録が終了し、平成１９年度課題の３課題においては順調に患者
登録が進捗している。また、平成２０年度課題として２課題の研究を選定した。

(1) 平成１６年度ＥＢＭ推進研究５課題の進捗状況
各課題について平成１８年度中に登録を完了し、平成１９年度には４課題において追跡

調査も終了した。また、一部の課題において、成果発表を行った。今後は研究の終了した
ものから随時論文発表等により情報発信を進めていくこととしている。
○ 人工栄養（中心静脈栄養もしくは経腸栄養）を行う際の医療行為の安全性、患者予後
に関する観察研究
（ＪＡＰＯＡＮ研究）：８６施設 ５４６例追跡調査終了

○ わが国の高血圧症における原発性アルドステロン症の実態調査研究（ＰＨＡＳ－Ｊ研
究）
： ４７施設 １,２８９例追跡調査終了

○ 急性心筋梗塞全国共同悉皆調査による臨床評価指標とその評価（ＳＴＡＭＩＮＨＯ研
究）
： ４４施設 ３,３７６例追跡調査終了

○ 心房細動による心原性脳塞栓予防における抗血栓療法の実態調査（ＪＮＨＯＡＦ研究）
： ５８施設 １，５７７例追跡調査終了

○ 消化器外科手術の施設間技術評価法の確立（Ｅ－ＰＡＳＳ研究）
： ６３施設 ５，３３１例追跡調査中
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事業年度評価結 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

(2) 平成１７年度ＥＢＭ推進研究４課題の進捗状況
各課題について、平成２０年度には患者登録を完了し、一部課題については成果発表を

行った。今後は研究の終了したものから随時論文発表等により情報発信を進めていくこと
としている。
○ 慢性呼吸器疾患における、機械的人工換気療法の適用基準、安全性、患者予後、ＱＯ
Ｌ、医療経済効果に関する観察研究（ＪＮＥＰＰＶ研究）： ６４施設 １８８例追跡調
査終了

○ 「ＥＢＭに基づく胃潰瘍診療ガイドライン」の妥当性に関する臨床的検討 ―アウト
カム研究を中心として―（ＥＧＧＵ研究） ： ６９施設 ９４２例調査終了

○ ステロイド療法の安全性の確立に関する研究（ＮＨＯＳＡＣ研究）
： ５７施設 ６０４例追跡調査終了

○ 急性腸間膜虚血症の疫学調査（ＥＲＡＭＩ－Ｊ研究）
： ５０施設 １１５例調査終了

(3) 平成１８年度ＥＢＭ推進研究６課題の進捗状況
各課題について、平成２０年度には一部課題において患者登録を完了し、現在追跡調査

を続けている。
○ 糖尿病性腎症発症阻止のための家庭血圧管理指針の確立（ＨＢＰ－ＤＮ研究）：

４８施設 ２３９例登録中
○ 重症褥瘡（Ⅲ度以上）に対する局所治療・ケアの適切性に関する研究－ポケット切開
・洗浄消毒処置を中心に－
（ＡＳＵＰ研究）： ６６施設 ３８４例登録中

○ 気管支鏡検査時の感染症合併と抗菌薬投与に関する多施設調査研究（Ｊ－ＢＲＯＮＣ
Ｏ研究）： ６１施設 ５，１４９例追跡調査終了

○ 胃静脈瘤に対する治療方針の確立に関する研究（ＲＩＦＴ―ＧＶ研究）
： ４０施設 ２３４例登録中

○ 冠動脈疾患治療におけるインターベンション療法の妥当性についての検討（ＡＶＩＴ
－Ｊ研究）： ４２施設 ２，３４７例追跡調査中

○ 人工呼吸器装着患者の体位変換手技と気管チューブ逸脱事故に関する研究（ＶＥＮＴ
ＩＬ研究）： ９７施設 １，９９９例調査終了

(4) 平成１９年度ＥＢＭ推進研究３課題の進捗状況
平成２０年６月の倫理審査委員会を経て、患者登録を開始し、順調に患者登録が進捗し

ている。
○ 心房細動による心原性脳塞栓予防における抗血栓療法－標準的医療の確立に向けてー
（ＮＨＯＡＦ研究）： ４１施設 １，３９４例登録中

○ 人工関節置換術後の静脈血栓塞栓症の実態と予防に関する臨床研究（ＪーＰＳＶＴ研
究）： ３９施設 ５４５例登録中

○ 無症候性微脳出血ｍｉｃｒｏｂｌｅｅｄｓに関する大規模前向き調査－発生率や発生
因子の把握および症候性脳出血に対するリスク評価－（ＭＡＲＳ研究）

： ４３施設 ２８２例登録中

(5) 平成２０年度ＥＢＭ推進研究２課題の公募採択と研究計画・研究組織の確定
外部の臨床研究学識者からなる臨床研究推進委員会によって、多数応募のあった中から

４課題を一次候補として選定し、各課題の研究責任者について、研究組織の作成及び研究
計画書の作成支援を本部が直接行って、詳細な研究計画書を完成させたうえ、二次審査と
して臨床研究推進委員会にプレゼンテーションを行い、最終的に２課題が採択された。
○ 糖尿病腎症進展阻止のための抗血小板薬の効果の検討
○ 既治療進行非小細胞肺癌に対するエルロチニブとドセタキセルの無作為比較第Ⅲ相試
験
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

２．実施主体の異なる臨床研究への参画
国際的臨床研究として、
① 平成１６年度から、（財）日本ワックスマン財団による、「アテローム血栓性イベン
トリスクを持つ患者を対象とする国際共同前向き観察研究（ＲＥＡＣＨ Ｒｅｇｉｓ
ｔｒｙ）」を行い、平成２０年度までに１，１２５例を追跡調査した。

② （財）がん集学的治療研究財団による「ＪＦＭＣ３５－Ｃ１術後補助化学療法にお
けるフッ化ピリミジン系薬剤の有用性に関する比較臨床試験（ＡＣＴＳ－ＲＣ）」に平
成１８年度から参加し、平成２０年度までに、７２例を登録するなど国内外の臨床研
究に積極的に参画している。

３．我が国の政策決定に寄与する大規模臨床研究の実施について
「新たな治験活性化５ヵ年計画」で推進されている医師主導治験として、社会的に強い要

請を受けて実施した新型インフルエンザワクチン治験に国立病院機構の１３病院（全体１８
病院）が平成１８年９月より参画し、治験開始から１ヶ月以内の短期間に、予定していた
３７０例（全体６００例）の症例登録を実施し、平成１９年１０月には沈降新型インフルエ
ンザワクチンとして承認されるなど、政府の新型インフルエンザ対策に大きく貢献した。平
成２０年度には新型インフルエンザワクチン（Ｈ５Ｎ１）の小児適応医師主導治験２試験を
神谷齊及び中野貴司（三重病院）を調整医師として国立病院機構東京医療センターを中心と
した１２病院２５４名で実施した。

また、新型インフルエンザワクチンについて、１千万人規模の事前接種を実施することを
決定するには有効性・安全性についての一層の根拠が必要であるため、平成２０年度におい
て、庵原俊昭（三重病院長）を主任研究者として新型インフルエンザプレパンデミックワク
チンの事前接種の有効性ならびに安全性を検討する目的で、感染症指定医療機関、国立病院
機構病院などを中心として、「新型インフルエンザウイルスに対するプレパンデミックワクチ
ンの安全性の研究」（対象被験者５,５６１名）、「ブースター効果に関する臨床試験」（対象被
験者４００名）、「持続性及び交差免疫性に関する臨床試験」（対象被験者４００名）を実施し、
有効性・安全性の検討を行い、新型インフルエンザプレパンデミックワクチンの事前接種の
可能性についての科学的エビデンスを構築し行政的判断根拠を与えた。

４．国立病院総合医学会の開催
国立病院機構の職員等に対し、学術研究の成果を発表する機会を与え、職員の自発的な研

究の取組を奨励し、職員が行う研究レベルの向上を図り、また、研究者のみならず参加する
国立病院機構職員の活性化を目的として、平成１７年度から国立病院総合医学会を開催した。

(1) 平成１７年度
平成１７年１０月１４日・１５日に、呉医療センターを学会長施設、東広島病院を副学

会長施設として、広島国際会議場において「あらたなる旅立ち～チームで取り組む医療の
質の向上～」をテーマに掲げ開催した。
○シンポジウム・・・・・・・・・・１０題
○ポスターセッション・・・・１，１１２題
○特別講演・・・・・・・・・・・・２講演
・矢崎 義雄（国立病院機構理事長）
『これからの医療、これからの国立病院機構』
・松平 定知（ＮＨＫ放送総局エグゼクティブ・アナウンサー）
『私の取材ノートから～その時歴史が動いた～』

(2) 平成１８年度
平成１８年９月２２日・２３日に、宇多野病院を学会長施設、京都医療センターを副学

会長施設として、国立京都国際会館において、「自律と自立の３年目を迎えて－歩みつづけ
る国立病院の医療－」をテーマに掲げ開催した。
平成１８年度は、本部職員も様々な場面で積極的に参加し、国立病院総合医学会の質の

向上を図った結果、参加者６,７０４名を集める盛大な学会となった。
○シンポジウム・・・・・・・・・・２４題
○ポスターセッション・・・・１，４１４題
○特別講演・・・・・・・・・・・・２講演
・李 啓充（前ハーバード大学医学部助教授・コラムニスト）
『医療改革の時代を超えて』
・養老 孟司（東京大学医学部名誉教授、解剖学者）
『脳と時間』
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

(3) 平成１９年度
平成１９年１１月１６日・１７日に、名古屋医療センターを学会長施設、三重中央医療

センターを副学会長施設として、名古屋国際会議場において、「自立と連携の新たなステー
ジへ－国立医療の飛翔－」をテーマに掲げ開催した。
平成１９年度は、本部職員も様々な場面で積極的に参加し、ＱＣ活動症例表彰として、

病院運営のあらゆる課題について様々な創意工夫を凝らし、業務改善等に積極的に取り組
んだ職員の表彰を行う等、国立病院総合医学会の質の向上を図った結果、参加者６，１０６
名を集める盛大な学会となった。
○シンポジウム・・・・・・・・・・２７題
○ポスターセッション・・・・１，６０２題
○特別講演・・・・・・・・・・・・２講演
・垣添忠生（国立がんセンター名誉総長、財団法人日本対がん協会会長）
『がん対策基本法を踏まえた我が国の対がん戦略』

・東 ちづる（女優）
『泣いて笑ってボランティア珍道中～心豊かに自分らしく生きる』

(4) 平成２０年度
平成２０年１１月２１日・２２日に、東京医療センターを学会長施設、東京病院を副学

会長施設として、東京国際フォーラムにおいて、「医療の心を求めて」をテーマに掲げ開催
した。

平成２０年度は、本部職員も様々な場面で積極的に参加し、ＱＣ活動奨励表彰として、
病院運営のあらゆる課題について様々な創意工夫を凝らし、業務改善等に積極的に取り組
んだ職員の表彰を行う等、国立病院総合医学会の質の向上を図った結果、参加者６，００２
名を集める盛大な学会となった。
○シンポジウム・パネルディスカッション・・・・・３０題
○ポスターセッション・・・・・・・・・・・１，５７３題
○特別講演・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２講演

・加我 君孝（東京医療センター臨床研究センター長）
『医学教育の「温故知新」－オランダ・英国・ドイツ・米国から医学を学んだあと
の未来』

・山田 邦子（タレント）
『ワハハでいこう！』

５．臨床研究支援・教育センターの活動
国立病院機構における多施設共同研究事業を支援・推進するため、平成１８年度に本部内

に設置した「臨床研究支援・教育センター（ＣＳＥＣＲ）」において、臨床研究の支援・教育
活動を行った。

臨床研究の支援活動として、「ＥＢＭ推進のための大規模臨床研究」事業の平成１８年度及
び平成１９年度に採択された９課題については、症例登録の支援を行うことにより順調に登
録が進捗している。また、平成２０年度「ＥＢＭ推進のための大規模臨床研究」事業の候補
課題４課題に対し、研究計画書の作成支援を行い、研究計画書作成の初期段階において、候
補課題研究責任者及び研究計画作成グループと十分な情報交換を行うことで、質が高く、実
行可能性が高い研究計画書を作成することができた。

教育活動としては、全国の機構病院で臨床研究に携わる医師、看護師等医療職種を対象に
臨床研究デザインに関するワークショップ(平成２０年度までに１８８名参加)や、データマ
ネジメントに関する研修会(平成２０年度までに１４４名参加)を行うなど、活発な臨床研究
の推進のための啓発活動を行った。
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６．電子ジャーナルの配信（再掲）
最新の医学知見をもとに、根拠に基づいた医療サービスを患者に提供することを目的とし

て、平成１８年７月から１４６すべての病院で国立病院機構職員がインターネット経由で配
信される医学文献を閲覧、全文ダウンロードすることができるよう、機構本部において電子
ジャーナル配信サービスの一括契約を行った。平成１８年度においては、ＨＯＳＰｎｅｔ端
末でのみの利用に限られていたが、平成１９年６月より「臨床研究支援・教育センター（Ｃ
ＳＥＣＲ）」で整備したインターネットサーバーを経由して、ＨＯＳＰｎｅｔ外からの利用も
可能とした。その結果、平成２０年度においては１５，６６２文献のダウンロードがあった。

【月間ダウンロード数（平均）】
平成１８年度 １，０００文献
平成１９年度 １，１２４文献 （対前年度比＋１１２．４％）
平成２０年度 １，３０５文献 （対前年度比＋１１６．１％）
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

② 政策医療ネットワークを活かした臨床研究の推進 ② 政策医療ネットワークを活かした臨床研究の推進
各政策医療分野毎のＥＢＭの推進のために臨床研

究計画を国立高度専門医療センターの協力の下、平 １．臨床研究センターを中心とした臨床研究事業の進捗
成１６年度中に作成し、これに基づいて臨床研究を
推進する。 (1) 平成１６年度

また、この成果を基に、政策医療分野の疾患につ 政策医療８分野をそれぞれ統括する臨床研究センター８施設を中心に、臨床の問題解決
いて、標準的な診断・治療に関するエビデンスの集 に焦点を当てた臨床研究課題を新たに募集し、課題の選定を行った。さらに、採択した課
積を行い、指針の作成を目指す。 題について、臨床研究センターが主導となり、政策医療ネットワークを利用した５カ年計

画（臨床研究５ヶ年計画）を基準とする研究計画を作成するとともに研究活動を開始した。

(2) 平成１７年度
政策医療８分野をそれぞれ統括する臨床研究センターを中心とした共同臨床研究の活性

化のため、各センターの臨床研究センター長と本部研究課との間で情報交換会を４度行っ
た。また、臨床研究センターを有する政策医療８分野に関する共同臨床研究課題の状況に
ついて、国立病院機構本部に設置した外部の臨床研究学識者からなる臨床研究推進委員会
に報告するとともに意見聴取を行った。

(3) 平成１８年度
臨床研究５ヶ年計画に基づいて、順調に臨床研究を実施した。また、平成１９年３月に

開催した臨床研究推進委員会において、各臨床研究センターの活動成果発表を行い、その
内容をホームページに公開し、広く情報発信を行った。

(4) 平成１９年度
平成１９年度も引き続き、臨床研究５ヶ年計画に基づいて、順調に臨床研究を実施した。

また、３月に開催した臨床研究センター長会議にて、次期中期計画に向けた検討がなされ、
５カ年計画の実績評価を行うべく準備を開始した。

(5) 平成２０年度
平成２０年度も引き続き、臨床研究５ヶ年計画に基づいて、順調に臨床研究を実施した。

また、臨床研究センターを中心とした５ヶ年計画の暫定評価を行い、第２期中期計画の策
定に向けた検討を行った。
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の
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２．国立病院機構の政策決定に寄与する指定研究事業の推進
平成１８年度から新たに開始した指定研究事業については、国立病院機構が緊急に取り組

むべき重要なテーマに焦点を当てた多施設(１課題あたり数十施設)で調査研究を行う研究事
業を実施している。平成１８年度に行った３つの指定研究課題の結果については、それぞれ
臨床評価指標の全病院を対象とした測定と公開や、転倒・転落事故防止プロジェクト等、平
成１９年度における当機構の政策立案に大きく寄与した。平成２０年度においても政策決定
への根拠となる情報を収集することを目的とした指定研究事業４課題を遂行した。

例えば、麻疹の流行などがみられる社会状況に対応し、流行性ウイルス性疾患に対応する
ために、平成２０年度の指定研究として実施した、「国立病院機構職員の麻疹、風疹、流行性
耳下腺炎、水痘ウイルス抗体価測定と抗体価の低い職員に対するワクチン接種の有効性の検
討（ＭＭＲＶ研究）」においては、７６病院、１８，９１０名の職員を対象として麻疹、風疹、
流行性耳下腺炎、水痘ウイルスの抗体価を測定した。その結果、職員の麻疹１２．９％、風
疹１１．１％、流行性耳下腺炎１８．３％、水痘１．８％が十分な抗体がないことが判明し、
延べ約５，０００名の職員がワクチンを接種した。その結果、抗体の不十分な成人にワクチ
ンを接種した場合の有効率は、麻疹７８．５％、風疹９５．３％、流行性耳下腺炎８８．１
％、水痘９０．１％であることが判明した。このことにより職員が無用な感染被曝を受ける
ことを防止するだけでなく、職員から患者への感染を防止することが期待される。

(1) 平成１８年度指定研究課題
○ ＤＰＣ導入後の医療サービスプロセス及び患者アウトカムの測定による医療サービス
評価(研究責任者：佐治文隆 分担施設２２病院)

○ 国立病院機構における入院中の転倒・転落事象及びそれらに伴う有害事象に関連する
要因の分析研究(研究責任者： 富永理子 分担施設１４５病院)

○ 臨床評価指標（ＱＩ）改善のための実施可能性調査研究(研究責任者：土屋俊晶 分担
施設１５病院)

(2) 平成１９年度指定研究課題
○ 結核医療のＤＲＧ／ＰＰＳ化に関する調査研究（研究責任者：坂谷光則 分担施設
７６病院）

○ 患者満足度に影響を与える要因分析に関する研究（研究責任者：石橋薫 分担施設
１４６病院）

○ 医療者用／患者用クリティカル・パスの内容のばらつきと、バリアンス発生頻度及び
在院日数との関連に関する調査研究（研究責任者：菊池秀 分担施設４１施設）

○ 抗インフルエンザ薬服用後の症状変化に関する観察研究（研究責任者：榛葉哲夫 分
担施設７４病院）

(3) 平成２０年度指定研究課題
○ ＩＴを用いた多施設共同医師臨床研修システムの開発（研究責任者：平野誠 分担施
設４病院）

○ 疾患別医療者用／患者用クリティカル・パスの工程内容と、患者アウトカムとの関連
に関する比較研究（研究責任者：菊地秀 分担施設７１病院）

○ 国立病院機構職員の麻疹、風疹、流行性耳下腺炎、水痘ウイルス抗体価測定と抗体価
の低い職員に対するワクチン接種の有効性の検討（研究責任者：岩田敏 分担施設７６
病院）

○ 離職した看護師の職場復帰を可能にする要因分析（研究責任者：三浦麗子 分担施設
１４５病院）

(4) 研究結果を政策決定に活かした例
○ 臨床評価指標の全病院を対象とした測定と公開
○ 転倒・転落防止プロジェクト

３．総合研究センター（仮称）への取組
政策医療ネットワークを活かした調査研究・情報発信機能の強化を目指し、平成２１年度

からの第２期中期計画に盛り込んだ「総合研究センター（仮称）」の設立に向けた検討・準備
を、平成２０年度において着手した。同センターにおいては、臨床研究、治験、診療情報の
分析を総合的に推進するものとし、これにより医療の質の向上、診療報酬政策など国の政策
形成に向けた基盤づくりに寄与することが期待される。
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

③ 臨床研究センター及び臨床研究部の評価制度 ③ 臨床研究センター及び臨床研究部の評価制度
平成１６年度中に、エビデンスづくりへの貢献（登

録症例数等）を主とした評価基準を作成し、政策医 １．臨床研究センター及び臨床研究部における臨床研究活動評価の実施
療ネットワークを活用した臨床研究成果とともに、 平成１７年度以降、実施症例数やプロトコール作成業務、競争的外部資金の獲得額などの
臨床研究センター及び臨床研究部の評価を実施す 評価項目からなる臨床研究部の活動評価を実施した。この評価により各臨床研究部の活動実
る。 績を点数化して、活動の実績に応じた研究費の配分を行い、各臨床研究部の活動の推進を

図った。また、平成１８年度に行った臨床研究活動評価監査の結果をフィードバックして、
活動実績報告マニュアルを改訂し、加えて新たにチェックリストを作成することにより、実
績評価の精度を担保した。

２．臨床研究センターにおけるネットワーク機能評価の実施
平成１７年度から平成１９年度まで、特定政策医療分野におけるネットワーク全体の臨床

研究活動を評価項目とする、ネットワーク機能評価を実施した。この評価によって各ネット
ワークの前年度活動実績を点数化して、その活動の実績に応じた研究費の配分を行い、各特
定政策医療分野毎のネットワークの研究活動の推進を図った。

３．臨床研究組織の再構築
臨床研究センター及び臨床研究部の活動評価を実施した成果として、年々国立病院機構全

体の臨床研究の活動度が高まった。平成１９年度に平成１７年度、平成１８年度の２か年の
臨床研究センター及び臨床研究部における臨床研究活動実績評価をもとに、臨床研究の活動
度の高い病院に臨床研究部を設置し、活動度の低い臨床研究部を廃止するなど臨床研究組織
の再構築を決定し、平成２０年度より新体制での活動を開始した。

今後も、原則として２年おきに同様の評価方法により臨床研究組織の再構築を行うことと
している。

(1) 活動実績評価結果
平成１７年度臨床研究部活動実績 ５２,６７３ポイント
平成１８年度臨床研究部活動実績 ５９,１４４ポイント

(対平成１７年度１２％増加)
平成１９年度臨床研究部活動実績 ６４，０７６ポイント

(対平成１８年度 ８％増加)
平成２０年度臨床研究部活動実績 ８２，７２１ポイント（暫定）

（対平成１９年度 ２９％増加）
＊ポイントは、活動実績を点数化したもので各評価項目ごとに設定している（ＥＢＭ推進
研究１例０．２５ポイントなど）。

(2) 再構築結果
① 臨床研究センターの新設(２病院)

大阪医療センター、九州医療センター
② 臨床研究部の新設(１７病院)

弘前病院、水戸医療センター、西群馬病院、東埼玉病院、
千葉医療センター、新潟病院、刀根山病院、米子医療センター、
福山医療センター、東広島医療センター、関門医療センター、
岩国医療センター、香川小児病院、小倉医療センター、大牟田病院、
嬉野医療センター、別府医療センター

③ 臨床研究部の廃止(６病院：うち２病院は臨床研究センターに振替)
盛岡病院、花巻病院、栃木病院、下総精神医療センター、
大阪医療センター、九州医療センター
(大阪医療センター、九州医療センターは臨床研究センターに振替)

④ 組織数
臨床研究センター：平成１９年度 ８病院 → 平成２０年度１０病院
臨床研究部 ：平成１９年度４９病院 → 平成２０年度６０病院
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

４．我が国の医療に貢献する国立病院機構における研究ネットワークの構築
臨床研究部の活動実績を評価し点数化することにより、これまで、活動の実績に応じた研

究費の配分や臨床研究組織の再構築の指標として活用してきたが、平成２０年度はさらに点
数を分野毎に調査、分析することにより、国立病院機構において研究活動度の高い分野を選
定し、平成２１年度以降に実施していく政策医療を中心とした研究分野について検討した。

また、各病院の臨床研究組織においても研究実績を分野ごとに点数化することで、各研究
分野においてもっとも活動実績の高い病院をグループリーダーとし、一定の高い実績を有す
る病院をメンバーとする研究グループを平成２１年度に構築するための調査、検討を行った。
これにより、平成２１年度から実施される各共同研究課題において、今まで以上に実施可能
性の高い研究組織を形成し、我が国の医療の質の向上に貢献するエビデンスの創出を目指す。
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

（２）治験の推進 （２）治験の推進
国立病院機構のネットワークを活用して迅速で質

の高い治験を推進する。 １．国立病院機構内における治験実施体制の確立
本部に治験窓口を設置する等により、多病院間の 文部科学省及び厚生労働省が平成１９年４月に策定した「新たな治験活性化５ヵ年計画」

共同治験を推進し、質の高い治験を実施する。また、 において、複数の国立病院機構病院の実績が評価され、本部が中核病院の１０施設(内９施設
治験の優先順位を示す指針の作成のため、本部に治 は大学と国立高度専門医療センター)のうちの１施設として選定されたほか、拠点医療機関と
験の調整に関するチームを編成する。 して３５病院のうち大学病院が６割以上を占める中で、国立病院機構の５病院(東京医療セン

すべての臨床研究センター及び臨床研究部に治験 ター、名古屋医療センター、大阪医療センター、四国がんセンター、九州医療センター)が選
管理部門を設置し、治験を実施することとし、平成 定されており、大学と並ぶ治験実施活動度の高い施設として認定を受けた。
１５年度に比し、中期目標の期間中に、治験実施症
例数について２０％以上の増加(※)を目指す。 (1) 本部

① 平成１６年度
※ 平成１５年度実績 本部の治験窓口として、中央治験支援室を各病院における治験窓口として治験管理責

治験総実施症例数 任者、治験管理実務責任者を定め､治験等に関する連絡･調整を行う治験ネットワークを
２，７８９件 平成１６年４月から確立した。

治験等依頼者に対する治験実施相談窓口を中央治験支援室に設け、治験実施相談業務
を行った。

② 平成１７年度
治験取扱件数の増及び治験支援業務の充実を図るため本部の体制を見直し（治験推進

室の設置）、実際に病院において治験コーディネーター（ＣＲＣ）を行っていた経験豊富
な専門性の高い薬剤師及び看護師を配置した（治験専門職の設置）。これにより、依頼者
との具体的な調整、病院に直接出向くことによる実務指導を行うとともに治験業務に関
する研修会等への対応に向けた体制を確立した。

③ 平成１８年度
治験実施施設の実態を把握するべく治験管理台帳を適正に作成するよう事務連絡を発

出して指導するとともに治験の申請から治験審査委員会の開催、契約、症例の組入れ、
研究費の請求・受領、研究費の回送、費用にかかる伝票の仕訳業務等の治験を含めた受
託研究の一連の業務について、実施状況の管理を効率的に行うシステムを開発した。

④ 平成１９年度
新たな治験活性化５ヵ年計画に基づいた統一書式の導入に伴い、治験等に係る標準業

務手順書雛形を各病院に通知するとともに外部ホームページに雛形を掲示した。また、
統一書式の導入を機に治験等受託研究に係る契約及び経理に関する通知を整理した。
また、平成２０年２月２９日付ＧＣＰ省令の改正通知により、国立病院機構傘下の医

療機関における治験の一括審査を可能とし、治験審査の効率化、迅速化を図る中央治験
審査委員会(中央ＩＲＢ)を本部に設置することが可能となったことから、これに基づい
て、平成２０年度中の中央ＩＲＢ設置にむけた準備を開始した。

⑤ 平成２０年度
平成２０年２月２９日付ＧＣＰ省令の改正通知により、国立病院機構傘下の医療機関

における治験の一括審査が可能となったことから、治験審査の効率化、迅速化を図る中
央治験審査委員会(ＮＨＯ－ＣＲＢ)を本部に設置した。ＮＨＯ－ＣＲＢについては、平
成２０年１１月より毎月１回定期的に開催し、３月までに新規１０課題の審議のほか、
継続審議を実施した。

ＮＨＯ－ＣＲＢの設置により多施設間の共同治験を実施するに当たっての一括審査が
可能になり、プロトコール上、倫理審査上の施設間のバラつきが排除され、参加施設全
体で統一的・整合的な治験を実施することが可能になるとともに、各施設と治験依頼者
の事務手続き業務の負担が軽減され、また、治験期間の短縮が期待できる体制が整えら
れた。
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

(2) 病院
今後治験を積極的に実施していかなければならない病院に対して常勤の治験コーディ

ネーター（ＣＲＣ）を１５３名配置し、組織的な治験受け入れ体制を整備した。

○ 常勤ＣＲＣ配置病院数
平成１６年度 ２７病院
平成１７年度 ５０病院
平成１８年度 ５７病院
平成１９年度 ６２病院
平成２０年度 ６４病院

○ 常勤ＣＲＣ数
平成１６年度 ５４名
平成１７年度 １２８名
平成１８年度 １４３名
平成１９年度 １４５名
平成２０年度 １５３名

また、平成１９年度には、治験のさらなる推進を図るため、治験管理実務責任者に加え、
臨床研究部長等を治験管理責任者に位置付け、それぞれの立場に応じた進捗管理を行った。

２．病院に対する本部指導・支援

(1) 本部治験専門職を常勤ＣＲＣ配置病院を中心に平成２０年度までに延べ２３２病院（延
べ３６３回）に派遣し、幹部職員に対する治験実施体制構築についての説明、また、進捗
の悪い病院又は実施率が低い病院の治験担当者に対し、業務の実務指導・支援を行った。

平成１６年度 １６病院（延べ １９回）
平成１７年度 ３４病院（延べ ５３回）
平成１８年度 ５３病院（延べ１２２回）
平成１９年度 ７２病院（延べ１０７回）
平成２０年度 ５７病院（延べ ６２回）

(2) 平成１９年度から治験事務局・事務職員対象研修会を開催し、治験等に係る契約及び経
理について指導を行った(１８７名参加)。

(3) 平成１９年度に常に継続して質の高い治験を実施していくために、各種業務（ＣＲＣ・
治験担当医師・事務局）マニュアル、及びＩＲＢ委員向けテキストを本部掲示板に掲載し
た。

(4) 経験の浅いＣＲＣについては、ＣＲＣ業務マニュアル（平成１７年度作成）を使用して
治験専門職が実務指導を行い、適正な治験ができるよう指導した。

(5) 平成１６年度には治験推進室パンフレット（国立病院機構におけるネットワークを活用
した治験のとりくみ）、及び国立病院機構における治験等に係る体制整備実態（その後、平
成２０年度までに第４版を作成）を作成し、各病院から依頼者に配布した。また、一般向
けに治験の普及・啓発を目的として治験に関するパンフレットを作成し各病院に配布（平
成２０年１１月）した。

３．質の高い治験を推進するための研修会等の実施
質の高い治験を推進するため、ＣＲＣ（初級）、治験を担当する医師及び薬剤師、看護師等

でＣＲＣが３年以上の治験関係者、治験事務局・事務職員等の総計２，１０３名を対象に延
べ５５回の研修を実施し、中核となる人材を養成するとともに、ＧＣＰ省令の改正、臨床研
究の倫理指針の改正に伴い、治験審査委員・臨床研究倫理審査委員を対象とし、参加者総数
１２７名の研修会を実施した。
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

４．企業に対する個別訪問

(1) ホームページによる情報提供
企業や一般国民に向けた治験推進室のホームページを平成１７年度に開設し、その後、

毎年内容を改定して、各病院の治験実施体制等の情報提供を進めた。

(2) 企業に対する個別訪問
平成２０年度までに延べ１３４社の企業を訪問し、パンフレット等を配布するなどして

国立病院機構の取組について理解を求めた。

(3) 中央治験審査委員会（ＮＨＯ－ＣＲＢ）設置の説明会（平成２０年９月２６日）の開催
ＮＨＯ－ＣＲＢの設置に先立ち、依頼者と国立病院機構の病院を対象にＮＨＯ－ＣＲＢ

説明会を開催し、依頼者は７６社（２１０名）、病院は８８病院（１４４名）の参加が得ら
れた。その説明会と併せて国立病院機構５７病院が自院の取り組みを紹介するポスター展
示を行った。

５．治験実績

(1) 治験実施症例数及び受託研究実績
治験総実施症例数については、平成２０年度までに２１，４１０件となり、単年度では

以下のとおり例年、中期計画の数値目標を大幅に上回っている。また、全体として受託研
究金額も増加した。

治験実施症例数 受託研究実績
症例数(件) 対H15'比(%) 実績(万円) 対H15'比(%)

15年度 2,789 292,400
16年度 3,560 127.6 358,900 122.7
17年度 4,173 149.6 440,200 150.5
18年度 4,624 165.8 478,900 163.8
19年度 4,803 172.2 563,500 192.7
20年度 4,250 152.4 483,300 165.3

(2) 新型インフルエンザウイルスに対するプレパンデミックワクチンの臨床研究（再掲）
国の新型インフルエンザ対策の一環として、平成２０年度には新型インフルエンザワク

チン（Ｈ５Ｎ１）の小児適応医師主導治験２試験を神谷齊及び中野貴司（三重病院）を調
整医師として国立病院機構東京医療センターを中心とした１２病院２５４名で実施した。

６．本部が取りまとめた受託研究
平成１７年度以降、治験等に関する連絡・調整を行う治験ネットワークを活用し、本部に

依頼された治験を各病院毎に取りまとめ又は紹介をして推進した。

(1) 依頼者より本部に依頼があり、実施可能の病院を紹介した受託研究
平成１７年度 ３５プロトコール（約１，０００例）
平成１８年度 ４７プロトコール（約１，３００例）
平成１９年度 ５４プロトコール（約２，８００例）
平成２０年度 ５５プロトコール（約１，２５０例）

(2) 本部において一括契約し、各病院において実施した治験以外の受託研究
平成１７年度 ７プロトコール（約１，８００例）
平成１８年度 ４プロトコール（約１，１００例)
平成１９年度 ２プロトコール（約 ６７０例）
平成２０年度 ３プロトコール（約 ２５０例）
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

（３）高度先端医療技術の開発や臨床導入の推進 （３）高度先端医療技術の開発や臨床導入の推進
各病院においては、臨床研究センター及び臨床研

究部を中心に、その個性を活かした高度先端医療技 １．先進医療の実施
術の開発を進めるとともに、その特性等を活かし、 先進医療について以下に示す項目について実施している。
臨床導入を推進する。

○高周波切除器を用いた子宮腺筋症核出術(霞ヶ浦医療センター)
○胎児心超音波検査（産科スクリーニング胎児超音波検査において心疾患が強く疑われる
症例に係るものに限る。）(長良医療センター)

○骨髄細胞移植による血管新生療法（閉塞性動脈硬化症又はバージャー病（従来の治療法
に抵抗性のもので、フォンタン分類Ⅲ度又は同分類Ⅳ度のものに限る。）に係るものに限
る。）(熊本医療センター)

○末梢血幹細胞による血管再生治療（慢性閉塞性動脈硬化症又はバージャー病（重篤な虚
血性心疾患又は脳血管障害を有するものを除く。）に係るものに限る。）(千葉東病院)

○腫瘍性骨病変及び骨粗鬆症に伴う骨脆弱性病変に対する経皮的骨形成術（転移性脊椎骨
腫瘍、骨粗鬆症による脊椎骨折又は難治性疼痛を伴う椎体圧迫骨折若しくは臼蓋骨折に
係るものに限る。）（四国がんセンター）

○乳がんにおけるセンチネルリンパ節の同定と転移の検索(九州がんセンター、九州医療セ
ンター、名古屋医療センター、函館病院、福山医療センター)

○胎児胸腔・羊水腔シャントチューブ留置術（特発性又は既知の胎児先天性感染による胸
水を主たる徴候とする非免疫性胎児水腫症（ＮＩＨＦ）例であって、胸腔穿刺後一週間
以降に胸水の再貯留が認められるもの（妊娠二十週から三十四週未満に限る。）に係るも
のに限る。）（長良医療センター）

２．職務発明の権利化の推進
高度先端医療技術の開発等を推進するために、国立病院機構で実施された職務発明につい

て、高度医療先端技術も含めて権利化を進め、特許等出願を行った。
なお、これらの職務発明の実績については、臨床研究センター及び臨床研究部の評価の一

貫として、評価対象とすることにより、高度先端医療技術の開発等の推進を図っているとこ
ろである。

① 平成１７年度
○ ドーパミンアゴニスト治療に付随するジスキネジーを処理するためのＡＭＰＡレセプ

ターアンタゴニスト投与方法(宇多野病院)
○ ＤＮＡワクチン組成物（近畿中央胸部疾患センター）
○ アトピー性皮膚炎外用剤及びその製造方法（三重病院）
○ 頭部保護具（静岡てんかん・神経医療センター）
○ ヒト免疫不全ウイルス－１遺伝子の検出、定量方法及び治療方法（名古屋医療セン
ター）

○ ガイドワイヤー型超音波血栓溶解装置（熊本医療センター）
○ 眼科検査プログラム、眼科検査装置システム及び眼科検査システム（東京医療セン

ター）
○ 脂質メディエーターを標的とした破骨細胞による骨吸収の抑制法（大阪南医療セン
ター）

○ 昇降・回転式電動イーゼル（徳島病院）

② 平成１８年度
○ 肥満の予防及び/又は治療薬(京都医療センター)
○ 老化モデル動物(九州がんセンター)
○ イディオタイプ抗原用担体およびそれを用いたイディオタイプワクチン(あわら病院)
○ ＧＮＥ遺伝子に変異を有するトランスジェニック非ヒト哺乳動物(七尾病院)
○ チールネルセン染色、蛍光染色用の陽性コントロール標本の作製方法(大阪南医療セン
ター)

○ 病理組織標本及びその製造方法(大阪南医療センター)
○ キラーＴ細胞の誘導抑制剤(近畿中央胸部疾患センター)
○ 抗てんかん作用増強剤(静岡てんかん・神経医療センター)
○ ヒト軟骨細胞形質維持因子(相模原病院)
○ 核酸のブロッティング方法およびブロッティング用キット(大牟田病院)
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

③ 平成１９年度
○ 浮遊耳石誘導補助具（大阪医療センター）
○ ヒトＴリンパ球向性ウイルス（ＨＴＬＶ）疾患の発症リスク予測方法（熊本医療セン
ター）

○ 医用画像作成装置及び方法（呉医療センター）
○ 頭痛の予防および/または治療剤（さいがた病院）
○ 脳炎の診断方法及び脳炎の診断システム
（静岡てんかん医療センター）

○ 薬物渇望予防キット（下総精神医療センター）
○ 薬物渇望抑制器具および薬物渇望抑制キット
（下総精神医療センター）

○ Ｘ線ＴＶ撮影装置用支持具および支持具セット（弘前病院）
○ ｎｅｓｔｉｎ陽性脂肪組織由来細胞含有細胞（村山医療センター）
○ 施術用血管視認装置および施術用血管視認システム（東京医療センター）
○ 声帯補強具ならびに声帯萎縮防止用電極およびこれを備えた声帯萎縮防止装置（東京
医療センター）

○ 組織マイクロアレイ作製方法（名古屋医療センター）
○ 抗原賦活化方法（還元剤で標本を処理する方法）（名古屋医療センター）
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

④ 平成２０年度
○ 成人Ｔ細胞白血病発症リスク判定方法（熊本医療センター）
○ 抗原賦活化方法（陰イオン性界面活性剤で標本を処理する方法）（名古屋医療センター）
○ 抗原賦活化方法（加熱処理後緩慢冷却処理及び緩衝液による洗浄処理を行わない方法）
（名古屋医療センター）

○ チトクロームＰ４５０ ２Ｃ９及び２Ｃ１９の一塩基変異多型の塩基を検出するプラ
イマ、プローブ、当該プライマ及びプローブを備えるキット、当該キットを備える検出
装置、並びに、検出方法（静岡てんかん・神経医療センター）

○ 内視鏡装置及び内視鏡用フード（栃木病院）
○ 幼児用エプロン（実用新案）（香川小児病院）
○ 幼児用エプロン（意匠・意願２００８－１４７９７）（香川小児病院）
○ 幼児用エプロン（意匠・意願２００８－１４７９８）（香川小児病院）
○ 潤滑剤供給装置（九州医療センター）
○ 老化、および血管障害を伴う疾患の検定のための組成物、キットおよび方法（東京医
療センター）

○ 神経障害の検定のための組成物、キットおよび方法（東京医療センター）
○ 代謝障害を伴う疾患の検定のための組成物、キットおよび方法（東京医療センター）
○ コラーゲン線維の萎縮による組織障害の検査のための方法、組成物およびキット（東
京医療センター）

○ 糖尿病性末梢血管障害の検査のための方法、組成物およびキット（東京医療センター）
○ 細胞増殖を伴う糖尿病合併症の検査のための方法、組成物およびキット（東京医療セ
ンター）

○ 緑内障のリスクの予測方法（東京医療センター）
○ 滲出型加齢黄斑変性のリスクの予測方法（東京医療センター）
○ トランスジェニック動物（東京医療センター）
○ 依存性医薬品渇望抑制器具及びその使用方法（下総精神医療センター）
○ 卵膜由来細胞の細胞外マトリクスを用いた多能性幹細胞の培養方法（大阪医療セン
ター）

○ アルドステロン用計算尺、及び、その使用方法（特許）（京都医療センター）
○ 早見表（意匠）（京都医療センター）
○ 依存性薬物渇望抑制器具およびその使用方法（下総精神医療センター）
○ ビオチン誘導体又はその生理学的に許容される塩、その製造方法及びそれを用いたア
フィニティクロマトグラフィ用材並びにタンパク質の分離方法（呉医療センター）

○ 感染防止クリーンブース（仙台医療センター）
○ 感染防止クリーンブース装置（仙台医療センター）
○ 冷あん法用具（七尾病院）
○ 医用画像作成装置（３次元画像処理における周波数変調バー）（呉医療センター）
○ 難聴及び難聴に伴う副症状の、予防又は治療のための医薬（東京医療センター）
○ 加齢黄斑変性モデル動物、及び、その作成方法（東京医療センター）
○ 上肢固定具（栃木病院）
○ 医用画像作成装置及びプログラム（放射線画像における動き検出プログラムの構築）（呉
医療センター）

○ 病院経営評価支援装置、病院経営評価支援システム、病院経営評価支援方法並びに病
院経営評価支援プログラム及びこれを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体（香
川小児病院）

＊ 発明の名称は出願名称、括弧内は発明者の所属病院、企業等との共同出願を含む
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

３ 教育研修事業 ３ 教育研修事業 ３ 教育研修事業 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ
教育研修事業については、国立病院機構のネット 教育研修事業においては、独自の臨床研修プログラ 3.78 4.00 3.89 4.00 4.00 3.93

ワークやその有する人的・物的資源を活かし、独自 ムに基づく質の高い臨床研修医の養成やキャリアパス
の育成プログラムを開発するなど、質の高い医療従 制度の構築により質の高い医療従事者の養成を行う。
事者の養成に努めること。

臨床研修医やレジデント（専門分野の研修医をい
う。）については、平成１５年度に比し、中期目標
の期間中に、それぞれ受け入れ数の２０％の増加を
図ること。

また、政策医療に関する研修会については、平成
１５年度に比し、中期目標の期間中に、参加人数の
２５％の増加を見込むとともに、地域の医療従事者
に対する研修事業の充実を図ること。

（１）質の高い医療従事者の養成 （１）質の高い医療従事者の養成

① 質の高い臨床研修医やレジデントの養成 ① 質の高い臨床研修医やレジデントの養成
独自の臨床研修プログラムに基づき、質の高い

研修を実施して良質な研修医の養成を行うことと １．国立病院機構の病院を中心とする独自の臨床研修及びレジデントの育成
し、平成１５年度に比し、中期目標の期間中に、 国立病院機構の使命として「医療従事者の研修」が掲げられているが、その中でも医療の
国立病院機構とし受け入れる臨床研修医数につい 中核を担う医師の教育は安全で質の高い医療の提供のために重要であり重点的に取り組んだ。
て２０％以上の増加(※１)を目指す。 臨床研修については、平成１６年度から国として新臨床研修制度が施行されたが、国立病
併せて、良質な医師を養成するため、レジデン 院機構としても、平成２０年度までに管理型若しくは単独型研修指定病院として５６病院、

ト（専門分野の研修医をいう。）の養成システム 協力型研修病院として１１５病院が指定され、臨床研修医の育成に取り組んでいる。
を見直し、平成１５年度 に比し、中期目標の期
間中に、国立病院機構として受け入れるレジデン
ト数について２０％以上の増加（※２）を目指す。 【臨床研修医・レジデントの受入数】

臨床研修医 レジデント
平成１６年度 ５５９名 ７９９名
平成１７年度 ６３４名 ７４４名

※１ 平成１５年度 平成１８年度 ６９４名 ７４４名（うち専修医１６７名）
臨床研修医現員数 ４５５名 平成１９年度 ７６３名 ７７０名（うち専修医３３７名）

※２ 平成１５年度 平成２０年度 ７１３名 ８１６名（うち専修医４６４名）
レジデント現員数 ８３０名

２．研修医指導体制の整備
「医師の臨床研修に係る指導医講習会の開催指針」に基づき、研修医に対する指導を行う

ために必要な経験及び能力を有している臨床研修指導医を養成するため、国立病院機構独自
に「臨床研修指導医養成研修会」を開催し、研修医の指導に当たる人材育成を行い、良質な
研修医を養成するための質の高い研修を実施する指導体制を整備した。

【臨床研修指導医養成研修会の実施状況】
回数 参加者数

平成１７年度 ６回 １７７名
平成１８年度 ５回 １６１名
平成１９年度 ５回 ８８名
平成２０年度 ５回 １９０名

３．ＩＴを活用した精神科領域における多施設共同研修の実施
精神科医療施設の教育の中では、細かい手技の指導を要することはあまりなく、映像や画

像と音声があれば、ほとんどの診療情報を指導医と教育を受ける研修医の間で共有すること
が可能である。精神科医療におけるこのような教育指導の特色を踏まえ、平成２１年２月か
ら、肥前精神医療センターを中心とした、花巻病院、久里浜アルコール症センター、東尾張
病院及び琉球病院の５病院をテレビ会議システムでつなぎ、自院の精神科領域の特徴を踏ま
えたテーマを各病院が出し合うことなどを通じ、共通の講義、講演、症例検討会、及び個別
の教育指導等を行うことで、症例は豊富にあるものの医師確保が困難で指導医の体制が必ず
しも十分とは言えない病院においても、効果的な教育研修を行うことができるよう、多施設
共同研修システムの運用を開始した。

なお、平成２１年度以降も、当該システムのより効果的・効率的な運用を図っていくこと
としている。



- 43 -

事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

② 医師のキャリアパス制度の構築 ② 医師のキャリアパス制度の構築
国立病院機構の組織や機能の特色を活かして、医

師のキャリアパス制度を構築し、本部採用の導入と １．いわゆる後期臨床研修の充実
併せて、良質な医師の養成と確保に努める。 臨床研修修了後の専門領域の研修システム（いわゆる後期臨床研修）構築に我が国でいち

早く着手し、一定水準の臨床能力を持ち患者の目線に立った安全で良質な医療を提供できる
ことのできる専門医を育成するためのシステム作りに取り組むとともに臨床研修修了後の研
修システム確立の必要性を発信してきた。

平成１６、１７年度には、制度確立に向けた検討を行い、「国立病院機構専修医制度」とし
て位置付けるとともに研修実施のため研修プログラム作成やその審査など具体的体制整備を
行った。平成１８年４月より患者の視点に立った安全で良質な医療を提供することのできる
専門医の育成を開始した。平成１８年度には１６７名（３７病院）、平成１９年度には１９３
名（４１病院）、平成２０年度には１９８名（３３病院）が研修を開始している。また、平成
２０年度はこの専修医制度の修了者に対し、修了認定を行い、修了認定された医師が機構内
病院へ診療医として勤務する場合には処遇上の優遇を設けた。

専修医制度の一環としてアメリカ退役軍人病院等海外の医療現場へ派遣する専修医海外留
学制度においては、平成１８年度から平成２０年度において計２０名の医師を派遣し、医療
安全や医療マネジメントといった手法を学ぶコースに参加し研修を行った。

２．専修医修了者等を対象としたアンケート調査の実施
平成２１年３月、専修医制度を開始して初めての修了者７９名を対象に、後期研修施設選

択の際の着眼点、修了後の進路、就職先についての情報の有無等を内容とする調査を行った。
本調査により、
①研修病院の選択の際は、当面、技術・知識を効率よく修得していくことが最大の関心事
であり、「キャリアアップ」や「専門医取得」等医師としての将来設計についての関心は、
この段階では必ずしも高くない

②一方で、専修医修了後は、医師としてのキャリアを考えはじめ、技術・知識とともに「専
門医の取得」や「キャリアアップ」を重要視するようになる

③「給与」や「雇用の安定」についての重要度は、相対的に高くない
等の「専修医像」が得られた。また、院長等を対象に行った調査結果と併せて考えると、国
立病院機構専修医制度をより良いものとしていくためには、「専修医から専修医修了後への淀
みのないキャリア形成支援」や「大学との連携を通じた研修システムの充実」が必要である
ことが確認できた。

今回の調査結果を踏まえ、平成２１年度において、全ての初期研修医及び専修医、全院長
・指導医を対象としたより大規模な調査を行うことで、国立病院機構専修医制度の改善、医
師キャリアパス制度の確立に向けた取組を進めていくことを予定している。

３．人材育成キャリア支援室の設置
良質な医師の育成を行うことは国立病院機構の重要な使命であり、第２期中期計画におい

て、専修医制度の研修コースや研修プログラムの充実、国立病院機構に就職した医師の知識
・技術の向上に向けた研修体制の整備、医師としてのキャリア形成を支援する体制の確立等
を行っていくこととしている。そのため、平成２１年４月、機構本部に「人材育成キャリア
支援室」を設置した。
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

③ 看護師のキャリアパス制度の構築 ③ 看護師のキャリアパス制度の構築
専門看護師の育成を含む看護師のキャリアパス制

度を構築し、良質な看護師の養成と確保に努める。 １．キャリアパス制度の充実
教育プログラムの全国統一化を図るため、平成１７年度「国立病院機構看護職員能力開発

作成委員会」を設置し、臨床実践能力の段階毎の共通的な達成目標を要素に加えることなど
を整理し、平成１８年３月「国立病院機構看護職員能力開発プログラム（ＡＣＴｙナース）」
を策定し、平成１８年度より運用を開始し、段階的に看護実践能力を習得できるよう教育体
制の充実を図っている。

また、国立病院機構の看護部門をより一層魅力的なものとするため「国立病院機構におけ
る看護師確保に関する検討委員会（報告：平成１８年２月）」において検討した次の施策を引
き続き実施し、キャリアパス制度の充実を図った。

(1) 専任教育担当師長の配置
院内の教育研修に係る企画や、プリセプターによる教育指導方法の相談等にきめ細かく

対応できるようにするための教育担当看護師長を各病院の状況に応じて配置できるように
し、新人看護師の教育支援のみならず、特定の看護単位を超えた連携や活動が可能となり、
より教育研修体制の充実を図った。
また、国立病院機構病院が、新人を含む全看護職員への効果的な教育支援ができるよう、

平成２０年６月に看護業務指針を改正して「教育担当看護師長の業務」を追加し、各業務
を明確化している。

【専任教育担当師長の配置病院】
平成１６年度 －
平成１７年度 －
平成１８年度 ２０病院
平成１９年度 ２５病院
平成２０年度 ４５病院

(2) 専門看護師、認定看護師の配置
昨今の医療・看護の高度化、多様化に伴い、より専門的で水準の高い知識や技能を持っ

た看護のスペシャリストが必要とされており、国立病院機構としても積極的に職員を研修
に派遣し、各病院の特性に合わせた認定看護師及び専門看護師を配置し、その分野の看護
職員に対し適切な指導、相談を行い、さらに充実した高い水準の看護を実践している。

【専門看護師・認定看護師の配置数】
平成１６年度 ３９病院 ７４名
平成１７年度 ４７病院 １１４名
平成１８年度 ６９病院 １５５名
平成１９年度 ８１病院 １９０名
平成２０年度 ８１病院 ２８５名 ※（平成１５年度 ２９病院 ３６名）

(3) 実習指導者の養成
国立病院機構独自の取組として、全ブロック事務所が実習指導者講習会を実施すること

で、受講しやすくなり、より多くの実習指導者の養成を行うことができた。これにより、
看護学生の実習指導体制、新人看護師教育担当者（プリセプター）への相談やアドバイス
等の支援体制の充実が図られた。

【国立病院機構が実施する実習指導者講習会の受講者数】
平成１７年度 １カ所 ５２名
平成１８年度 ５カ所 １９６名
平成１９年度 ６カ所 ２７５名
平成２０年度 ６カ所 ２６１名 延受講者数 ７８４名

(4) 研究休職制度
高度専門的な医療の提供ができる人材を確保するため、意欲のある職員が退職すること

なく国立看護大学校研究課程又は看護系の研究科を置く大学院に進学できるよう「研究休
職制度」を創設している。

平成１８年度には１名が、平成１９年度には３名が研究休職し、国立病院機構の医療の
向上のために、医療現場において活躍している。
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

２．キャリアパスに基づく研修の実施
平成１８年度に作成した全病院統一の研修ガイドラインの中で、院外での研修における実

践能力向上を評価項目としたことにより、所属病院が担っている政策医療以外の政策医療分
野など自院でのＯＪＴでは習得が困難な分野の看護技術、知識について体験しながら実践能
力を習得したり、他病院の実際の現場から自院の体制の見直しや個人の技術向上等に繋がる
よう国立病院機構のネットワークを活用した病院間交流研修を実施した。また、各病院、ブ
ロック事務所及び本部においてキャリアパスに基づく研修を実施するとともに、専門的な知
識・技術を習得するため看護師を専門研修機関へ研修派遣した。

【専門研修機関派遣者数】

派遣者数
平成１６年度 ６０名
平成１７年度 ７３名
平成１８年度 ９１名
平成１９年度 １１３名
平成２０年度 １２３名

さらに、各ブロック単位で、看護師他関係医療従事者を対象に、医療安全に関する制度の
十分な理解や各病院の取組状況などの知識と技能の習得とともに医療事故発生時の対応能力
の向上を図ることを目的に、平成１７年度から「医療安全管理研修」を実施し病院全体での
医療安全管理体制の充実を図った。

３．平成２０年度：指定研究「離職した看護師の職場復帰を可能にする要因分析」
採用した看護師の定着を推進することは病院運営にとって重要な課題となっている。日本

における潜在看護職員数は５５万人とも推計され、その潜在看護師確保にあたり、看護師が
専門職として継続して仕事ができる環境整備等を推進していくうえで、離職した看護師の職
場復帰を可能にする要因を明らかにすることは重要であると考え、平成２０年度において、「離
職した看護師の職場復帰を可能にする要因分析」として指定研究を行った。

今後は、当該指定研究において抽出された課題を基に看護師の職場定着に向けた環境整備
及び人材育成に努めて行く。

○ 指定研究（概要）
潜在看護師や離職して職場復帰した看護師が、職場復帰するにあたり必要とされる支

援や条件について明らかにし看護師確保対策に活用することを目的に、全国国立病院機
構の看護師を対象に調査した。調査内容は１）職場復帰するに至った理由や条件、２）
職場復帰前の不安項目と復帰後の不安項目、３）職場復帰前に必要な支援について、４）
職業を継続していく上で期待する支援や体制の整備について、５）看護職を継続してい
く上での支えややりがい感についての５点に集約して調査を行った。
今後の課題として次の４点について示唆された。
１．潜在看護師の再就業支援のための研修システムの構築
２．復職した看護師に対する教育プログラムの整備やスキルアップラボなどの設備
と、キャリアアップ支援ができる教育専任の看護師長あるいは副看護師長レベル
の人材の配置の必要性

３．働き続けられる職場環境の整備として、個人の多様な価値観をお互いに認め合
う人間関係が築ける職場づくりが看護管理者のリーダーシップに求められる

４．保育所の整備や勤務体制に対して柔軟な勤務線表の工夫なども再検討が必要
特に、延長保育や夜間保育、病児保育の体制の整備と共に、保育可能な園児数の枠を

拡げることも子育て支援として組織が取り組む急務の課題として示唆された。
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

④ 質の高い看護師等養成 ④ 質の高い看護師等養成
看護師等養成所については、第三者によるカリキ

ュラム評価をすべての養成所において実施して教育 １．国立病院機構における看護師養成のあり方に関する検討委員会の開催
の質を高めるとともに、再編成等により専任教官の 附属看護学校は、国立病院機構全体の共有財産として、母体病院のみならず、母体病院以
充実を図る。 外の機構病院に対しても広く人材を供給する役割を担っているとともに、医療内容の高度化

また、すべての養成所は、地域医療への貢献のた ・複雑化やチームによる医療に対し看護師自らがより主体的に参画していくことの能力や高
め、地域に開かれた公開講座を実施する。 度な看護実践能力の育成など、現在の医療現場の要請に的確に対応していくことのできる看

護師を養成していくことが今後の国立病院機構における看護教育には求められている。一方
で、看護系大学の増加により、存続校においても質の高い学生の確保が困難な状況であるた
め、教育カリキュラムの調整を行ったうえで、既存学校法人と連携し看護大学を誘致するよ
う計画しているところである。

以上の状況を踏まえ、平成１９年度より「国立病院機構における看護師養成の在り方に関
する検討委員会」を設置し、看護教育の在り方や附属看護学校の位置づけの一層の明確化な
ど具体的な在り方の議論を行い、平成２０年１２月に国立病院機構の看護の質の更なる向上
のための今後の方向性を打ち出した。

平成２１年度以降下記事項について、具体的に取り組んで行くこととしている。

【報告書（抜粋）】
(1) 看護基礎教育の充実

看護基礎教育における技術項目と卒業時の到達度を設定し、看護実践能力の到達度を
測定して検証していくことに着手する。

(2) 教員の質の向上
教員に必要な教育実践能力、看護実践能力、研究能力及びマネジメント能力を向上さ

せるための取組を実施する。
(3) 看護師長（教育担当）の配置増

新採用者の卒後の教育に携わることのできる看護師長（教育担当）を必要に応じて配
置を行う。

(4) 早期施設間異動の実施
採用後、自分の適性と合っていないなど、就職した病院での勤務が困難になった場合

に国立病院機構内病院へ異動を行い、継続して勤務できるよう配慮する。
(5) スキルアップラボ施設の充実

２４時間いつでも看護技術が学習できるようシミュレーターなどを整備し、技術教育
の充実を図る。

(6) 卒後研修制度のモデル的導入
急性期医療から慢性期医療まで看護を幅広く学ぶことと、卒後のリアリティショック

を最小限にし新採用者の離職防止及び職場定着を目的に院内・院外ローテーションので
きる研修制度をモデル的に実施する。

(7) 授業料等の見直し
地域性を考慮し、各学校の実情に応じて学校長が授業料等を決定していく。

(8) 奨学金制度の見直し
国立病院機構全病院において、各病院で奨学金額を決定し、看護学生等に対し貸与す

る。また、看護大学生にも貸与可能とするよう貸与期間を３年から４年に改正する。

２．新構想看護学部・大学院開設に向けた取組
「独立行政法人整理合理化計画」（平成１９年１２月２４日閣議決定）に基づき、「『独

立行政法人国立病院機構の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性』における
指摘を踏まえた見直し案」（平成１９年１２月２１日厚生労働省）が行革本部で決定され、
「看護教育の変化の中で、医療と一体となった高等看護教育の実施を検討する」ことと
された。

具体的には、高度な看護実践能力を持ち、スキルミックスによりチーム医療を提供してい
くことのできる看護師を養成するため、

①臨床実習を充実させた看護基礎教育課程である看護学部（４年間）、
②高度な看護実践技術の獲得を目的とした高等看護実践課程である大学院（２年間）、

の一貫した教育を、国立病院機構の豊富な医療現場と一体となって行うこととし、学校法人
青葉学園（東京医療保健大学）との連携により、平成２２年４月の開設に向け、文部科学省
及び東京都など関係省庁等と調整を行っているところである。

(1) 名称（仮称）
・東京医療保健大学 東が丘看護学部
・東京医療保健大学 看護学研究科看護学専攻高度実践看護コース
※通称「東京医療保健大学 国立病院機構校」
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(2) 定員（予定）
・看護学部：１００名 ・大 学 院： ２０名

(3) 看護学部のカリキュラムの特徴（予定）
・基礎分野（人間理解と自然科学）
・専門基礎分野（健康問題の解決）
・専門分野（あらゆる状況の対象への看護とキャリア開発）

の３分野からなる１２９単位以上を履修することとしている。

(4) 大学院のカリキュラムの特徴（予定）
必修４１単位、選択４単位（計４５単位）の科目においてスキルミックスに対応した看

護実践能力の分野を履修することとしている。

３．長崎医療センターにおける大学の誘致
長崎医療センターについては、当該附属看護学校への応募状況の減少傾向、入学辞退

者の増加、昨今の当該地域における学生の大学志向等の地域事情を踏まえ活水女子大学
の強い意向に応えて同大学の看護学部として看護師の養成を行うこととし、平成２１年
４月に開設した。

４．国立病院機構の特徴を盛り込んだ附属看護学校カリキュラムの運用
平成１９年度に改正した附属看護学校のカリキュラムにより、国立病院機構が担う医療の

特徴などを盛り込んだ授業を引き続き実施している。
【追加したカリキュラム内容】

・医療政策と国立病院・療養所が果たしてきた役割、国立病院機構の役割と機能、
他

・災害時の看護、重症心身障害児（者）への看護、神経・筋難病患者への看護、他
・災害看護訓練、結核感染患者への看護「見学」

５．実習指導者講習会の充実（再掲）
独自の取組として、全ブロック事務所が実習指導者講習会を実施することにより、国立

病院機構の提供する医療の特徴である重症心身障害児（者）・進行性筋ジストロフィー児
（者）・災害医療等についての理解を促すことが出来る指導が行えるようカリキュラムに
独自性を盛り込み運用し、看護学生の実習指導体制、新人看護師への支援体制の充実が図ら
れた。

６．奨学金制度の運用
国立病院機構で看護に従事する意思をもった附属看護学校学生等に対し、奨学金を貸

与する制度を平成１８年度より創設し、平成１９年４月より延べ７７名が卒業し機構病
院で勤務しており、看護師確保対策一方策として制度の活用を図っている。

また、平成２０年度においては、当該制度を積極的に活用できるよう検討を行い、平成
２１年３月に規程の改正を行い、平成２１年度以降、

①貸与額を地域実情に合わせた貸与額とすること
②大学生に貸与可能となるよう貸与期間を３年から４年とすること

とした。

【奨学金の貸与状況】
平成１８年度 ２０名（平成１９年３月卒業者１４名が、機構病院に勤務）
平成１９年度 ３８名（平成２０年３月卒業者１０名が、機構病院に勤務）
平成２０年度 １３１名（平成２１年３月卒業者５３名が、機構病院に勤務）
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７．第三者によるカリキュラム評価の実施
国立病院機構以外の教員などの第三者によるカリキュラム評価を平成２０年度までに全校

で実施し、各項目の評価結果を参考に看護教育の質の向上に努めている。

【カリキュラム評価の結果】
①他校との違いや機構の特徴を打ち出すことができるよう、学校の地域性、機構の政
策医療のカリキュラムを教育理念・教育目的の中に具体的に明文化した。

②卒業後の継続教育の考え方が教育目標から読み取れないため、日々の教育活動の中
で実践していることを具体化し、教育目標に明記した。

など

８．公開講座の実施
附属看護学校の教育活動の一環として地域社会に貢献するため、全校で地域住民や地域の

高校生などを対象とした公開講座を実施した。

【公開講座の開催校数】
平成１６年度：１８回
平成１７年度：５３回
平成１８年度：６０回
平成１９年度：９８回
平成２０年度：９０回 △：養成所の再編成により１７校減に伴うもの

９．附属看護学校の高い看護師国家試験合格率
附属看護学校の国家試験合格率が、毎年、全国平均を大きく上回るだけでなく、平成１９

年３月以降においては、大学及びその他の３年課程の養成所別と比しても、全国トップの合
格率である。

【看護師国家試験合格率】
平成17年3月 平成18年3月 平成19年3月 平成20年3月 平成21年3月

国立病院機構附属看護学校 98.6％ 96.8％ 98.4％ 98.2％ 97.8％
全 国 平 均 91.4％ 88.3％ 94.8％ 94.6％ 94.4％

（大学・３年課程の養成所）
・大学 98.4％ 97.0％ 97.3％ 97.5％ 97.5％
・短期大学 97.4％ 94.4％ 93.5％ 93.2％ 92.0％
・養成所 96.7％ 95.9％ 95.9％ 95.9％ 95.9％
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⑤ ＥＢＭの普及のための研修人材養成 ⑤ ＥＢＭの普及のための研修人材養成
政策医療ネットワークにおいて、ＥＢＭに基づい

た医療を提供するため、研修会等を開催して良質な １．ＥＢＭの普及のための研修会
医療従事者の養成を図る。また､治験･臨床研究推進
のための治験コーディネーター等のＥＢＭに精通し ○ 平成１６年度からは、治験、臨床研究推進のための研修会を活発的に開催し、またブ
た人材の養成を行う｡ ロックごとの研修を行うことで、多くの医療従事者の参加を得た。

政策医療ネットワークにおいては、これらの研修 平成１８年度は、前年度までの研修に加え治験コーディネーターアドバンスド研修会や
内容等の充実に努めるとともに、平成１５年度に比 臨床研究計画手法に関する研修会等を新たに企画するなどＥＢＭ推進のために必要な研修
し、中期目標の期間中に、当該研修会への参加人数 会を開催し人材の育成を行った。
について２５％以上の増加（※）を目指す。 平成１９年度は、研修会を新たに企画するなどＥＢＭ推進のために必要な研修会を開催

し人材の育成を行った。

※ 平成１５年度実績 ○ 平成２０年度における研修会の総参加者は、２，０４３名であり、平成１５年度の
研修会延べ参加人数 １，５２５名に比べて３４．０％増加した。

１，５２５名
(1) 質の高い治験・臨床研究を推進するための研修

① 質の高い治験を推進するための研修会（再掲）
質の高い治験を推進するため、ＣＲＣ（初級）、治験を担当する医師及び薬剤師、看護

師等でＣＲＣ経験が３年以上の治験関係者、治験事務局・事務職員等の総計２，１０３
名を対象に延べ５５回の研修を実施し、中核となる人材を養成した。また、ＧＣＰ省令
の改正、臨床研究の倫理指針の改正に伴い、治験審査委員・臨床研究倫理審査委員を対
象とし、参加者総数１２７名の研修会を実施した。

② 臨床研究のデザインと進め方に関する研修会
国立病院機構内の多職種にわたる医療従事者（職員）を対象に、臨床疫学の考えに基

づき、日常の臨床現場における疑問について、研究デザインを作成できるような知識お
よび技能を身につける目的で、平成１８年度から新たに、「臨床研究のデザインと進め方
に関する研修会」を行った。１８年度は３回、１９年度は２回、２０年度は１回行い、
合計１８８名の職員が２日間の研修会に参加した。また、「臨床研究のデザインと進め方
に関する研修会アドバンスド研修」として、研究テーマを持つ職員に研究デザインの作
成についてより高度な研修を行い２０名の職員が参加した。

③ データマネジメント研修会
臨床研究の進め方及び臨床研究におけるデータマネジメントの意義・重要性を身につ

ける事を目的として、平成１８年度から平成２０年度までに３回行い、合計１４４名の
職員を集めて研修会を行った。

(2) 臨床研究センター等を中心とした研修

○ 臨床研究センター８施設や政策医療の中心的役割を担う施設が中心となり、ＥＢＭ推
進の観点から各医療分野にて研修会を実施した。また、ブロック単位で医療安全、臨床
研修指導医の養成、小児救急等国立病院機構において重点的に取り組む課題に関して、
チーム医療推進を念頭に置き多職種参加による研修を実施した。
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２．国立病院総合医学会の開催（再掲）
国立病院機構の職員等に対し、学術研究の成果を発表する機会を与え、職員の自発的な研

究の取組を奨励し、職員が行う研究レベルの向上を図り、また、研究者のみならず参加する
国立病院機構職員の活性化を目的として、平成１７年度から国立病院総合医学会を開催した。

(1) 平成１７年度
平成１７年１０月１４日・１５日に、呉医療センターを学会長施設、東広島病院を副学

会長施設として、広島国際会議場において「あらたなる旅立ち～チームで取り組む医療の
質の向上～」をテーマに掲げ開催した。
○シンポジウム・・・・・・・・・・１０題
○ポスターセッション・・・・１，１１２題
○特別講演・・・・・・・・・・・・２講演
・矢崎 義雄（国立病院機構理事長）
『これからの医療、これからの国立病院機構』
・松平 定知（ＮＨＫ放送総局エグゼクティブ・アナウンサー）
『私の取材ノートから～その時歴史が動いた～』

(2) 平成１８年度
平成１８年９月２２日・２３日に、宇多野病院を学会長施設、京都医療センターを副学

会長施設として、国立京都国際会館において、「自律と自立の３年目を迎えて－歩みつづ
ける国立病院の医療－」をテーマに掲げ開催した。
平成１８年度は、本部職員も様々な場面で積極的に参加し、国立病院総合医学会の質の

向上を図った結果、参加者６,７０４名を集める盛大な学会となった。
○シンポジウム・・・・・・・・・・２４題
○ポスターセッション・・・・１，４１４題
○特別講演・・・・・・・・・・・・２講演
・李 啓充（前ハーバード大学医学部助教授・コラムニスト）
『医療改革の時代を超えて』
・養老 孟司（東京大学医学部名誉教授、解剖学者）
『脳と時間』

(3) 平成１９年度
平成１９年１１月１６日・１７日に、名古屋医療センターを学会長施設、三重中央医

療センターを副学会長施設として、名古屋国際会議場において、「自立と連携の新たなス
テージへ－国立医療の飛翔－」をテーマに掲げ開催した。
平成１９年度は、本部職員も様々な場面で積極的に参加し、ＱＣ活動症例表彰として、

病院運営のあらゆる課題について様々な創意工夫を凝らし、業務改善等に積極的に取り
組んだ職員の表彰を行う等、国立病院総合医学会の質の向上を図った結果、参加者
６，１０６名を集める盛大な学会となった。
○シンポジウム・・・・・・・・・・２７題
○ポスターセッション・・・・１，６０２題
○特別講演・・・・・・・・・・・・２講演
・垣添 忠生（国立がんセンター名誉総長、財団法人日本対がん協会会長）
『がん対策基本法を踏まえた我が国の対がん戦略』
・東 ちづる（女優）
『泣いて笑ってボランティア珍道中～心豊かに自分らしく生きる』
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(4) 平成２０年度
国立病院機構主催の国立病院総合医学会を、東京医療センターを学会長施設、東京病

院を副学会長施設として、東京国際フォーラムにおいて、「医療の心を求めて」をテーマ
に掲げ開催した。国立病院総合医学会を通じて国立病院機構の職員等に対し、学術研究
の成果を発表する機会を与え、職員の自発的な研究の取組みを奨励し、職員が行う研究
レベルの向上を図り、また、研究者のみならず参加する国立病院機構職員の活性化を目
的として、平成２０年１１月２１日・２２日に開催した。
平成２０年度は、本部職員も様々な場面で積極的に参加し、ＱＣ活動奨励表彰として、

病院運営のあらゆる課題について様々な創意工夫を凝らし、業務改善等に積極的に取り
組んだ職員の表彰を行う等、国立病院総合医学会の質の向上を図った結果、参加者
６，００２名を集める盛大な学会となった。
○シンポジウム・パネルディスカッション・・・・・３０題
○ポスターセッション・・・・１，５７３題
○特別講演・・・・・・・・・・・・２講演
・加我 君孝（東京医療センター臨床研究センター長）

『医学教育の「温故知新」－オランダ・英国・ドイツ・米国から医学を学んだあと
の未来』

・山田 邦子（タレント）
『ワハハでいこう！』
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（２）地域医療に貢献する研修事業の実施 （２）地域医療に貢献する研修事業の実施
政策医療ネットワークにより確立したＥＢＭの成

果等を普及させるため、各病院は、地域の医療従事 地域の医療従事者を対象とした研究会等について、研修施設の整備や診療密度が高まり
者を対象とした研究会等の開催により、地域医療へ 診療現場の負荷が大きくなる中、各病院において地域の研修ニーズの把握やアンケート調
の貢献を行う。当該研究会の内容の充実に努めると 査による研修内容の評価・検証等により内容の充実に努め、ホームページやパンフレット
ともに、中期目標の期間の最終年度において、１４ 配布等で参加を呼びかけたほか、地域の医療関係機関等とも連携して開催するなど積極的
万人以上の参加（※）を得られるよう努める。 に実施した。

この結果、平成２０年度は１０９，４７９名（平成１５年度比４５．８％増）の参加を
得ることができ、地域医療従事者へ向けた医療情報発信に貢献した。

※ 平成１５年度実績 【延べ参加者数】
研究会延べ参加人数 平成１６年度 ８６，７６８名
７５，１０２名 平成１７年度 １０２，１２４名

平成１８年度 １０９，３７３名
平成１９年度 １１３，５８４名
平成２０年度 １０９，４７９名
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

４ 災害等における活動 ４ 災害等における活動 ４ 災害等における活動 Ｓ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ
災害や公衆衛生上重大な危害が発生し又は発生し 災害や公衆衛生上重大な危害が発生し又は発生しよ 4.56 3.89 4.00 3.78 4.00 4.04

ようとしている場合には、迅速かつ適切な対応を行 うとしている場合には、医療班の派遣等の迅速かつ適 １．医療班の派遣等
うこと。 切な対応を図ることとする。そのため、災害医療研修

等を充実する。 (1) 平成１６年１０月２３日に発生した新潟県中越地震被災地（特に甚大な被害を受けた小
千谷市、川口町など）に対して、地震発生直後より医療班を派遣するなど、継続的な医療
支援を行った。約１か月間の現地活動期間中に、３５か所の病院から延べ６４の医療班を
派遣した。各病院から被災地へ派遣された職員は、医師７９名、看護師１０５名､薬剤師
３５名、その他９４名に上った。

(2) 平成１６年１２月２６日に発生したインドネシア・スマトラ島沖大地震及びインド洋津
波被害の被災地等へ派遣された政府の国際緊急援助隊医療チームに、国立病院機構の職員
（医師４名、看護師８名）が参加した。

(3) 平成１７年３月２０日に発生した福岡県西方沖を震源とする地震に対しては、九州医療
センター及び福岡東医療センターにおいて、負傷者の受入を行った。また、九州医療セン
ターにおいては、院内に対策本部を設置し、医療チーム派遣についても対応可能な体制を
整備した。

(4) 平成１７年４月２５日に発生し、多数の死傷者を出したJR福知山線脱線事故に関して、
大阪医療センターから直ちに医療班を事故現場へ派遣して、負傷者の受入を行った。
また、当該活動が評価されて、国土交通大臣から感謝状を受けた。

(5) 平成１７年３月２９日にインドネシア・ニアス島沖で発生した大地震被災地へ派遣され
た政府の国際緊急援助隊医療チームに、平成１７年４月以降も引き続き国立病院機構の職
員３名（医師２名、看護師１名）が参加し、救援活動を行った。

(6) 平成１７年１０月８日にパキスタン北部で発生した大地震被災地へ派遣された政府の国
際緊急援助隊医療チームに、国立病院機構の職員５名（医師２名、看護師３名）が参加し、
救援活動を行った。

(7) 平成１８年４月９日、鹿児島県域の海上において、高速船トッピー４が海面の物体に衝
突し、８６名が重軽傷を負う事故が発生したことに対応して、指宿病院から医療スタッフ
を指宿港へ派遣し、負傷者７名の受入を行った。

(8) 平成１８年５月２７日にインドネシア・ジャワ島で発生した大地震被災地へ派遣された
政府の国際緊急援助隊医療チームに職員２名（医師１名、看護師１名）が参加し、救援活
動を行った。

(9) 平成１９年３月２５日に発生し、多数の死傷者を出した能登半島沖地震に関して、金沢
医療センター並びに災害医療センターから直ちに医療班を現地へ派遣して負傷者の受入を
行った。また、平成１９年４月以降も、引き続き医療班を派遣するとともに、医王病院、
北陸病院も加わり児童精神科医を中心とした専門職員による「子どものこころのケアチー
ム」を派遣し、ケア活動に従事した。約１か月間の現地活動期間中に、４病院から医療班
８班（４０名）を派遣し被災地支援を行った。

(10) 平成１９年７月１６日に発生し、多数の被災者を出した新潟県中越沖地震に関して、災
害医療センター、金沢医療センター及び西新潟中央病院から直ちに医療班を現地へ派遣し
た。被災した新潟病院においては、自院の診療体制の確保に努めつつ、新潟大学等と合同
で「エコノミークラス症候群対策合同チーム」を設立し避難所を巡回した他、病院独自で
健康相談チームを避難所へ派遣した。また、さいがた病院においては、新潟県の要請に基
づき、心のケアチームへ職員を派遣した。

(11) 平成２０年５月１２日に発生した中国西部大地震被害に対する政府の国際緊急援助隊医
療チームへ、国立病院機構の職員２名（長野病院・看護師１名、災害医療センター・放射
線技師１名）が参加し、救援活動を行った。

(12) 平成２０年５月２日から３日にかけて直撃したミャンマー連邦におけるサイクロン被害
に対する政府の国際緊急援助隊医療チームへ、国立病院機構の職員３名（災害医療セン
ター・医師１名・看護師１名、まつもと医療センター中信松本病院・薬剤師１名）が参加
し、救援活動を行った。
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

(13) 平成２０年６月１４日に発生した岩手・宮城内陸地震に関して、仙台医療センター、
災害医療センター及び東京医療センターから直ちに医療班を現地へ派遣した。

2．災害医療従事者研修会の実施

(1) 国立病院機構主催の研修
本部主催の｢災害医療従事者研修会｣を災害医療センターにおいて実施し、災害拠点病院

あるいは救命救急センターを有する国立病院機構の医師、看護師等を中心とした職員が参
加した。
また、ブロック事務所においても、管内の医師、看護師、事務職員等を対象に災害医療

研修等を実施した。

災害医療従事者研修会参加者数
平成16年度 ９５名
平成17年度 ６０名
平成18年度 ９０名
平成19年度 ９８名
平成20年度 ９０名

(2) 厚生労働省主催の研修
・災害医療センターにおいては、厚生労働省医政局から委託を受けた「日本ＤＭＡＴ隊員
養成研修」を実施し、都道府県から推薦された病院が参加した。
※ 国の平成１６年度補正予算において、災害関係の補助金が国立病院機構の災害拠
点病院９病院を含む１４病院に措置され、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の体制
が整備された。

日本ＤＭＡＴ隊員養成研修会
病院数 人数

平成16年度 ７病院 ３５名
平成17年度 ９７病院 ４９８名
平成18年度 １０１病院 ５０５名
平成19年度 １００病院 ５９５名
平成20年度 １１９病院 ４７５名

・救命センター等におけるＮＢＣ災害・テロ等の被災者受入を円滑にするために厚生労働
省ＤＭＡＴ研修を修了した者を対象としてＮＢＣ災害・テロ対策研修研修会を災害医療
センターにて実施した。平成１９年２月と３月にそれぞれ３日間実施し、参加者は
１００名であった。

・大規模災害発生時に被災地域内の災害現場、患者が集中した災害拠点病院や広域医療搬
送拠点等において、参集した災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）を有機的に組織し、指揮
・命令を行うとともに、消防、自衛隊、自治体災害対策本部等関係機関との調整などを
適切かつ速やかに行うＤＭＡＴ統括者を養成することを目的として、平成１９年度より
厚生労働省医政局委託事業である「統括ＤＭＡＴ研修」を災害医療センターで実施して
いる。

平成１９年度 ４０都道府県 ７７名
平成２０年度 ４１都道府県 ９９名

(3) その他
内閣府が主催する政府の総合防災訓練（広域医療搬送実働訓練）へ災害医療センターよ

り職員を派遣したほか、自治体、消防、警察等が主催する災害関連訓練へ職員を派遣する
等の協力を実施している。
また、一般市民やボランティアを対象とした災害関連の展示、救急処置法等のイベント

の実施、地域の医師会会員等への救急蘇生・ＡＥＤ講習会等を実施している。
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

３．新型インフルエンザが発生した場合の病床確保
高病原性鳥インフルエンザが東南アジアをはじめ欧州へも流行が拡大し、ヒトからヒトへ

感染する新型インフルエンザの危険性が高まる中、国立病院機構においても、新型インフル
エンザ発生時には厚生労働省の「行動計画」にそった医療の提供等を確実に行うために、感
染症病床及び結核病床等の陰圧病室確保に努めるよう全病院を指導し、平成２１年４月現在、
１，２６４床の陰圧病床を整備した。

４．国民保護法施行に係る対応
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成１６年法律第１１２

号）に基づき、国立病院機構はその指定公共機関という位置づけとされたことから、外部か
らの武力攻撃を受けた際に、指定公共機関として被災者に対し迅速かつ適切な医療を提供す
ることが出来るよう、平成１７年度末に独立行政法人国立病院機構国民保護業務計画を策定
し、公表した。
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

第３ 業務運営の効率化に関する事項 第２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するために 第２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置
企業会計原則の下、収支相償（経常損益ベース。 とるべき措置

以下同じ。）の運営が求められる独立行政法人の 企業会計原則が適用されることに対応して、会
趣旨を十分に踏まえ、国立病院機構の業務運営全 計ルールを見直すとともに、部門別決算、月次決算
般にわたって抜本的な改善を図るとともに、国立 等を導入する。また、財務面においては、国立病院
病院機構全体として収支相償の経営を目指して業 機構全体として収支相償（経常損益ベース。以下同
務の効率化を一層図ること。 じ。）の経営を目指す。これらと併せ、以下の効率

化を推進する。

１ 効率的な業務運営体制の確立 １ 効率的な業務運営体制の確立 １ 効率的な業務運営体制の確立 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ
効率的な業務運営体制となるよう、組織の役割分 国立病院機構においては、本部・ブロック組織、院 4.00 3.78 3.78 4.00 4.00 3.91

担の明確化、管理体制の再編成、弾力的な組織の構 内組織及び職員配置等について、効率的な運営が可能
築を行い、加えて、その期待される使命を確実かつ となる組織とする。
効果的に果たせるよう人員配置等について見直し等
を行うこと。

また、看護師等養成所については、質の高い養成
を行うとともに、効率的な運営の観点から再編成を
行うこと。

（１）本部・ブロック組織の役割分担 （１）本部・ブロック組織の役割分担

① 役割分担 ① 役割分担
本部・ブロック組織の役割分担を明確化し、同一

業務を分掌しない体制とするとともに、効率的な組 １．本部の役割
織運営とする。このため、管理業務は原則本部が実 ５部１４課体制で、月次決算、年度計画、増員計画、投資計画、臨床研究等の業務を病院
施することとし、地方で実施した方が合理的で効率 と直接行うなど、労務管理等も含め管理業務の充実を図るとともに、独立行政法人化以降、
的な業務についてはブロック毎に事務所を設置して 医薬品、医療機器及び医事会計システムの購入に係る共同入札を実施した。
処理することとする。 さらに、部門別決算の実施及び各病院の月次評価会の状況把握に努め、経営管理指標、委

ブロック事務所は、病院の事務処理支援機能に重 託費等契約実績の比較、並びに改善事例の取りまとめを行うなどにより問題点を把握し経営
点を置いた組織運営とする。 改善計画の参考にした。

また、平成１９年度において病床規模や人員配置等の見直しを含む「人、物、資金」の最
適化を図る目的で、職員当たりの生産性の指標を活用し、ブロック事務所とともに約半数の
病院における個々の「経営改善計画（再生プラン）」の策定・支援を行った。

２．ブロック事務所の役割
ブロック事務所においては、１部５課体制又は１部４課（室）体制で、本部と管内病院と

の連絡調整等の支援業務を行った。
また、管内基幹病院の院長から選任したブロック担当理事の下、管内の人事交流の促進を

目的とする人事調整会議を設置し、管内の人事異動及び職員の採用を行い、併せて病院の設
計をし、労務管理、職員研修、医療消耗品等の共同入札、再生プラン策定等の支援業務や監
査指導を実施した。
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

② 効率的な管理組織体制 ② 効率的な管理組織体制
平成１５年度末の８ブロックを平成１６年４月１

日に６ブロックに改組する。 １．６ブロックによる効率的な管理業務の継続
また、機構本部・ブロックの職員配置については、 独立行政法人化に伴い、国時代の７地方支分局・１支所体制を見直し、北海道東北、関東

平成１５年度末の本省国立病院部及び地方厚生（支） 信越、東海北陸、近畿、中国四国及び九州ブロックの６ブロック体制による効率的な管理組
局病院管理部の定員３８８名から平成１６年４月１ 織体制とした。本部・ブロック合計の職員数は平成１６年度以降２９１名で、効率的な管理
日に本部・ブロック合計の職員数を２９１名へ見直 組織体制を維持した。
しを行う。 また、営繕業務について、質の向上と業務量に応じた処理体制とするため、平成１９年度

より東海北陸及び近畿ブロック事務所の施設整備課を施設整備室へ、組織体制の見直しを
行った。

２．組織的な内部監査・経営指導の実施

(1) 内部監査については、業務の適正かつ能率的な執行を図るとともに会計処理の適正を期
すことを目的とし、毎年度内部監査計画を策定し、重点事項を定めながら実施した。

平成１７年度は、重点事項を契約、支払、未収金、投資効果、現金、個人情報保護法に
関する事項として定め、平成１８年度は、重点事項に医療安全管理に関する事項を加え、
２年間を１クールとして、全病院に書面及び実地による内部監査を実施した。

平成１９年度からは、３年を１クールとし、重点項目に債権管理、給与・勤務時間管理
等に関する事項を加え、３７病院に実地及び全病院に書面による内部監査を実施した。ま
た、１病院当たりの監査期間の拡大や、より専門的で手厚い監査が行えるよう、監査担当
者に担当課の職員を加えるなど、監査実施体制の充実を図った。

平成２０年度は、重点項目に収入管理、コンプライアンスの推進に関する事項を加え、
５６病院に実地及び全病院に書面による内部監査を実施した。実地監査の実施に当たって
は、１９年度内部監査の分析結果から、ハイリスクであることが判明した事項、契約事務
の競争性、公正性、透明性の確保の状況、個別事案及び監査法人からの指摘を踏まえた窓
口収納に関する事項、コンプライアンス推進規程の施行を踏まえたコンプライアンスの推
進に関する事項などを新たに留意すべき事項として内部監査を実施した。また、実地監査
の標準化を目的として、ブロック事務所が行う実地監査に他ブロック事務所の監査担当者
を試行的に参加（６箇所）させた他、契約事務に関して一層の適正性を担保するため、監
事と連携したいわゆる抜打監査を実施した。

(2) 経営指導については、平成１６年度は、個々の病院の経営状況によりブロック事務所に
おいて経営指導を行うとともに、本部・ブロック事務所において随時指導を行ったところ
であり、平成１７年度及び平成１８年度は、「年度計画において、減価償却費、各引当を計
上しなくても資金不足となる病院」等の経営指導対象病院の選定基準を定め、ブロック事
務所を活用し、効率的に実施した。
なお、平成１９年度においては、後述の個別病院毎の改善計画(再生プラン）の策定の支

援を、平成２０年度においては、進捗状況の確認及びその支援を行った。

３．個別病院毎の経営改善計画（再生プラン）策定の支援(P68 第2の2の4.｢個別病院毎の経
営改善計画（再生プラン）の実施｣参照)

平成１９年度において、特に早急な経営改善着手が必要な５９病院が、本部及びブロック
事務所の支援を受けながら、部門毎の生産性に着目するなどして、改善項目を検討し、行動
目標を明確化した中期的な個別病院毎の経営改善計画（再生プラン）を策定した。そのうち、
南横浜病院を除き、過去債務の利払額を超える改善が見込まれる５８病院について平成２０
年３月末に本部が承認した。

平成２０年度においては、本部及びブロック事務所と連携しながら、各病院における個別
病院毎の経営改善計画（再生プラン）の進捗状況等を確認し、年度計画に対し経常収支が著
しく悪化している病院に対して個別訪問を行うなど、収支改善に努めた。

○ 経営指導実施病院
１３病院（平成１６年度）
２８病院（平成１７年度）
２３病院（平成１８年度）

○ 再生プラン策定支援のための個別訪問
２８病院（平成１９年度）

○ 再生プラン対象病院への個別訪問
２５病院（平成２０年度）
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

（２）弾力的な組織の構築 （２）弾力的な組織の構築

① 院内組織の効率的・弾力的な構築 ① 院内組織の効率的・弾力的な構築
効率的な体制の標準型に基づき、各病院に係る地

域事情や特性を考慮した、より効率的な体制とする。 病院内の組織については、各病院の地域事情や特性に考慮するとともに効率的な体制と
した。

１．診療部門
診療部門の組織体系については、部長数、医長数は部下数や、地域事情に考慮した組織と

し、医師確保に対応した効率的・弾力的な組織体制とした。

２．事務部門
収益と費用を一元管理する企画課、庶務及び労務を司る管理課の２課体制で効率的な体制

を維持した。
また、病床規模に応じた事務部門の見直し及び組織の一元化を検討し、平成１８年度から

平成２１年４月にかけて事務部長制から事務長制に１０病院、事務長制から事務部長制に１
病院の移行と組織の一元化（松本病院と中信松本病院の組織一元化に伴う事務部の統合）を
１ケース実施した。

なお、平成２０年１２月１日に南横浜病院を廃止したことにより、事務長制病院で△１と
なっている。

平成１８年度 平成２１年４月 差 引
事務部長制 １２３病院 １１３病院 △１０病院
事務長制 ２３病院 ３１病院 ８病院

３．臨床研究部門（P34 第1の2(1)③「臨床研究センター及び臨床研究部の評価制度」参照）
臨床研究部門の組織体系について、研究実績による評価を基に組織の見直しを行った。

平成１６年度 平成２１年４月 差 引
臨床研究センター ７病院 １０病院 ３病院
臨床研究部 ４８病院 ６１病院 １３病院

② 組織運営の方針 ② 組織運営の方針

ア 副院長複数制の導入 ア 副院長複数制の導入
病院の機能に応じて特命事項を担う副院長の

設置を可能とするとともに、副院長の役割と院 副院長の役割と院内での位置づけを明確化し、院長等が非常勤理事を兼ねる等、５病
内での位置づけを明確化する。 院（平成２０年度）で副院長複数制を導入した。また、それ以外の病院においても、機

能に応じて特命事項を担う副院長（医師、看護師）を５病院（平成２０年度）に設置し、
経営・企画、地域医療連携等の特命事項に取組んでいる。

イ 地域医療連携室の設置 イ 地域医療連携室の設置
すべての病院に地域医療連携室を設置して、

地域医療との連携への取組を強化する。 地域医療との連携強化を図るため、全ての病院に地域医療連携室を設置し、平成２０
年度までに５１病院で新たに専任の職員を配置したが、すでに専任化を行っていた南横
浜病院の廃止により、国立病院機構全体では１１７病院で専任化を行い紹介率等の向上
を図った。

平成１６年度 ６７病院 → 平成２０年度 １１７病院（＋５０病院）
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

ウ 医療安全管理室の設置 ウ 医療安全管理室の設置
すべての病院に医療安全管理室を設置して、

リスクマネジメントへの取組を強化する。 リスクマネジメントへの取組の強化を図るため、すべての病院に医療安全管理室を設
置するとともに、平成２０年度までに１４１病院で専任の職員を配置し、各病院におけ
る院内での報告体制や責任体制をより明確化した。

平成１６年度 １３９病院 → 平成２０年度 １４１病院（＋２病院）

エ 看護部門の改革 エ 看護部門の改革
看護部門については、病棟部門と外来部門の

連携の推進をはじめ、効率的・効果的な営体制 病棟部門には必要な職員数はすべて常勤職員で配置し、外来部門には看護師長等の管
とする。 理者などの常勤職員は配置するものの、短時間の非常勤職員の確保が可能である場合は

外来受付時間や外来診療時間帯に合わせた非常勤職員の配置を極力行うなど、サービス
水準の維持を図りつつ、病棟部門・外来部門の連携を行うなどの効率的・効果的な運営
を目指した看護師配置とした。

また、看護師のキャリアパス制度の充実のため、専任の教育担当師長、認定看護師及
び専門看護師を配置し体制整備を図った。

【専任教育担当師長の配置病院】
平成１８年度 ２０病院 → 平成２０年度 ４５病院

【専任看護師・認定看護師】
平成１６年度 ７２名
平成１７年度 １１３名
平成１８年度 １５４名
平成１９年度 １９０名
平成２０年度 ２５８名 ※（平成１５年度 ３６名）

オ 事務部門の改革 オ 事務部門の改革
事務部門については、従来の管理業務主体の

組織から経営企画重視の組織とする。 企業会計原則に基づく的確な経営状況の把握、経営状態を踏まえた適正な運営、経営
戦略の立案にあたる企画課と、庶務及び労務を司る管理部門にあたる管理課の２課体制
で効率的な組織体制とした。また、部門別決算を実施、生産性指標の活用など各部門毎
の経営状況の把握を行った。

カ 営繕機能の強化

営繕業務の状況について、各病院長及び事務（部）長を対象として実施した営繕業務
満足度調査（平成１８年度）等より聴取した意見に基づき、平成１９年度には次のよう
な業務改善を実施した。

① 整備計画、設計承認時の審査について基準等を示し情報の共有を行なった。

② ブロック事務所における病院とブロック事務所との相談業務手続きの明確化及び
相談内容の充実と質の向上を図った。

③ 業務分担の標準化のため、建築、電気、機械の３分野によるチームを複数編成し、
案件形成段階から工事監理まで一貫して担当することにより、チームによる仕事の
意識を徹底し仕事の質の向上を図った。

④ 本部・ブロック事務所の営繕組織に業務改善責任者を設置し、業務の品質管理、
各種ルールの遵守の徹底、病院からの苦情窓口等の担当者として、責任の明確化を
図った。

⑤ 案件形成から設計管理、契約支援、工事監理及び完成検査時における業務手順及
びチェック手法の標準化を図るため、営繕業務の標準化・様式集を制定し案件形成
等の業務を実施した。

⑥ 営繕業務の実施について特に問題があったブロック事務所に対し、本部職員によ
る内部監査を実施し業務改善を図った。
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

⑦ 初任者、中堅職員及び管理候補者対象の研修をそれぞれ実施し、業務レベルの向
上に努めた。

⑧ 工事施工の品質確保のため工事監理マニュアルを作成し、病院職員等に工事監理
の研修を実施しレベル向上を図った。

また、平成２０年４月より、施設整備業務の現場における工事の監理等を通じて、適
正なスケジュール管理を図るとともに、品質管理等を向上させる観点から、大規模建替
病院の２病院（埼玉病院、横浜医療センター）について、営繕の専門職員４名（各病院
２名）を配置し、工事監理業務、病院内の調整業務及び本部との連絡調整業務を行った。

③ 個々の病院ごとの総合的検証

各病院における政策医療、地域医療事情、経営状況等について、これまで活用してきた
臨床評価指標、経営分析システムなどにより把握するとともに、平成２２年度末での総合
的な検証に向けて、把握手法や検証の枠組みについての検討に平成２０年度において着手
した。

特に、政策医療ごとの収支状況等を分析する手法や経営分析システム（Ｐ９２ 第２の
２の（５）の２参照）における、政策医療ごとの損益計算・各種経営管理指標の算出機能
の追加について検討を開始した。
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

（３）職員配置 （３）職員配置
各部門における職員の配置数については、各職員

の職務と職責を考慮して、適切なものとするととも １．業務量の変化に対応した柔軟な配置
に、業務量の変化に対応した柔軟な配置ができる仕 管理部門等各部門において、常勤職員と非常勤職員とによる業務量の変化に対応した柔軟
組みとする。 な配置とした。

(1) 病棟部門
病棟部門には必要な職員数はすべて常勤職員で配置した。また、平均在院日数の短縮に

より、診療報酬の上位基準が取得可能な病院及び特定集中治療室などの施設基準が取得可
能な病院には必要な人員を配置し、医療内容の充実と収支の改善を図った。

(2) 外来部門
外来部門には看護師長等の管理者などの常勤職員は配置するものの、短時間の非常勤職

員の確保が可能である場合は外来受付時間や外来診療時間帯に合わせた非常勤職員の配置
を行った。

(3) 育児短時間勤務
育児休業法に定める育児短時間勤務を平成１９年８月から導入したところ、平成２０年

度は１０７名が取得した。

２．技能職常勤職員の離職後の不補充
技能職については、平成２０年度末までに７１４名を削減する計画のところ、これを大幅

に上回る１，２０７名の純減を図った。

これまでの削減状況
平成１６年度 純減数 ２５８人 純減率 ７．２％
平成１７年度 純減数 ２１１人 純減率 ５．９％
平成１８年度 純減数 ２３６人 純減率 ６．６％
平成１９年度 純減数 ２６３人 純減率 ７．３％
平成２０年度 純減数 ２３９人 純減率 ６．７％

計 純減数１，２０７人 純減率３３．６％
（平成１６年度期首 ３，５８７人）

３．その他のアウトソーシング

(1) 検査部門におけるブランチラボの実施
平成２０年度までに埼玉病院、宇多野病院、長崎川棚医療センター、東京医療センター、

舞鶴医療センター、大阪南医療センター、四国がんセンター及び高松医療センターの８病
院で導入した。

平成１６年度 ３病院 → 平成２０年度 ８病院

(2) 給食業務の全面委託の実施
平成２０年度までに花巻病院、札幌南病院、東京医療センター、小諸高原病院、宇多野

病院、菊池病院及び舞鶴医療センター及び佐賀病院の８病院で導入した。

平成１６年度 ５病院 → 平成２０年度 ８病院
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

（４）職員の業績評価等の適切な実施 （４）職員の業績評価等の適切な実施
組織目標を効率的かつ効果的に達成するため、職

員の業績を適切に評価する人事評価制度を導入す １．年俸制職員及び役職職員の業績評価の適切な実施
る。

(1) 年俸制が適用される医師
院長及び副院長等（医長以上の医師）の全員について、平成１７年度から年俸制を導入

し、各年度について個人の業績及び病院の医療面・経営面の評価を実施し、翌年度の業績
年俸に反映させている。

更に、副院長等年俸制については、平成２０年度の個人の業績について、平成２１年度
の月例年俸(昇給)に反映した。

(2) 年俸制職員以外の役職職員
年俸制が適用されない役職職員については、一部の者に業績評価を平成１６年１２月か

ら実施し、平成１７年６月から全ての役職職員に拡大し、以後、賞与及び年度末賞与に反
映させている。

２．全職員への業績評価の実施に向けた着実な取組

(1) 一般職員の業績評価制度の導入
役職職員に実施している業績評価を踏まえ、一般職員に対する業績評価制度について、

平成２０年４月から導入し、平成２０年度後期の評価結果を平成２１年６月支給の賞与に
反映した。

一般職員への業績評価制度の導入への経過
平成１８年度 平成１８年１０月職員へ具体案提示
平成１９年度 平成１９年５月試行実施決定、同９月～１２月試行
平成２０年度 平成２０年４月導入

(2) 業績評価制度の導入後の制度の改善
評価結果の異議について、業績評価のプロセス及び評価結果に関する公平性を確保する

とともに業績評価制度に対する信頼を高めるため、コミュニケーションによる解決が図れ
ない場合に、院内におかれた合議体による解決を図る制度を平成２０年１１月より導入し
た。
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

（５）外部評価の活用等 （５）外部評価の活用等
独立行政法人評価委員会の評価結果を業務改善に

積極的に反映させるとともに､会計監査人による会 １．評価委員会による評価の周知徹底
計監査を有効に活用する。 独立行政法人評価委員会の各年度実績に対する評価結果については、国立病院機構のホー

ムページ・国立病院機構の広報誌等で各病院への周知を行うことにより病院運営に反映させ
るための意識付けを行った。

２．会計監査人による病院監査の実施

(1) 現地監査
本部及びブロック事務所並びに全病院を対象に、１病院あたり１回の会計監査を受け、

会計処理等の指摘事項を踏まえて業務改善を図った。

(2) 重点施設監査
毎年５０箇所程度

平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度
４４箇所 ４４箇所 ５０箇所 ５０箇所

３．会計制度に関する説明会の開催

○ 簿記研修
全病院、全ブロック事務所、本部の会計業務に携わる職員を対象に、全国６ブロック毎

に会場を設け、平成１６年度から毎年１回（平成１８年度以降は２コースを設けた）研修
を行った。
開催数 延８０会場、延出席者数 ３，１８７名

４．会計監査人からの助言
会計監査人の現場監査において発見された業務上の改善事項や今後の課題が適時に本部に

報告されることにより、今後の法人全体の業務の改善及び効率化の材料として経営に役立て
ている。

５．会計監査人と連携した内部監査の実施
業務の適正かつ能率的な執行を図るとともに会計処理の適正を期すことを目的に、会計監

査人において実施する会計監査の実施状況等を踏まえつつ、諸規程に対する合規性、業務運
営の適正及び効率性を監査し、問題点の把握、検討及び改善を図るため、書面及び実地によ
る内部監査を実施した。
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

（６）看護師等養成所の再編成 （６）看護師等養成所の再編成
看護師等養成所については、専任教官の充実など

により質の高い養成を行うとともに、その効率的な １．看護師等養成所再編成計画の推進
運営の観点から再編成を行い、平成１５年度の８０ 国時代に策定した養成所再編成計画に従い、逐次実施した。平成１９年度までに閉校予定
ケ所から中期目標の期間中に４９ケ所とする。 の養成所について、計画通り平成２０年３月末までに閉校した。

また、閉校に伴い閉校校の教員の再配置を行い、教育体制の充実を図った。

【看護師等養成所の再編成の状況】

区 分 15年度当初 20年度
看護師養成所 ６８校 ４２校
助産師養成所 ５校 ５校
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学院 ６校 １校
視能訓練学院 １校 １校

２．学校法人立等の看護学校・看護大学の誘致
閉校予定となっている看護学校の体育館等の建物や跡地を有効に活用する観点から、引き

続き学校法人による大学等の誘致を推進する取組を行った。

○千葉東病院：学校法人が大学看護系学部を設置 （平成１９年４月）

○福岡東医療センタ－：学校法人が看護大学を設置 （平成２０年４月）

○埼玉病院：学校法人が看護系大学院を設置 （平成２１年４月）

○刀根山病院：学校法人が看護系専門学校を設置予定 （平成２２年４月）
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

３ 再編成業務の実施 ３ 再編成業務の実施 ３ 再編成業務の実施 Ａ － － － － －
独立行政法人国立病院機構法（平成１４年法律第 旧国立病院・療養所の再編成業務については、中期 3.56 － － － － －

１９１号）附則第７条に基づく業務として、「国立 目標の期間中に統 廃合が予定されている８件を、そ １．平成１６年度終了した再編成（５件）
病院・療養所の再編成・合理化の基本方針」（昭和 の経営に留意しつつ着実に実施する。
６０年３月２９日閣議報告）に基づき実施されてい (1) 甲府病院の設置（平成１６年１０月１日統合）
る「国立病院・療養所の再編成計画」（平成１１年 甲府病院と西甲府病院を甲府病院の地で統合し、ナショナルセンター等との連携の下に、
３月の計画見直し後のものをいう。）に定められて 成育医療、呼吸器疾患（結核を含む）及び重症心身障害に関し、専門的医療、臨床研究、
いた再編成対象病院のうち、平成１５年度末におい 教育研修及び情報発信の機能を備えた施設として開設した。
て未実施となっている１０病院について的確に実施
すること。 (2) 奈良医療センターの設置（平成１６年１２月１日統合）

西奈良病院と奈良病院を西奈良病院の地で統合し、ナショナルセンター等との連携の下
に、がん、神経・筋疾患、呼吸器疾患（結核を含む）及び重症心身障害に関し、専門的医
療、臨床研究、教育研修及び情報発信の機能を備えた施設として開設した。
なお、奈良病院については、地域医療の確保の観点から奈良市に経営移譲した。

(3) 大牟田病院の設置（平成１６年１２月１日統合）
大牟田病院と筑後病院を大牟田病院の地で統合し、ナショナルセンター等との連携の下

に、神経・筋疾患、呼吸器疾患（結核を含む）及び重症心身障害に関し、専門的医療、臨
床研究、教育研修及び情報発信の機能を備えた施設として開設した。

(4) 豊橋医療センターの設置（平成１７年３月１日統合）
豊橋東病院と豊橋病院を豊橋東病院の地で統合し、ナショナルセンター等との連携の下

に、がん、循環器病、内分泌・代謝疾患及び重症心身障害に関し、専門的医療、臨床研究、
教育研修及び情報発信の機能を備えた施設として開設した。

(5) 長良医療センターの設置（平成１７年３月１日統合）
長良病院と岐阜病院を長良病院の地で統合し、ナショナルセンター等との連携の下に、

循環器病、成育医療、神経・筋疾患、呼吸器疾患（結核を含む）及び重症心身障害に関し、
専門的医療、臨床研究、教育研修及び情報発信の機能を備えた施設として開設した。

２．平成１７年度に終了した再編成（３件）

(1) 鳥取医療センターの設置（平成１７年７月１日統合）
西鳥取病院と鳥取病院を西鳥取病院の地で統合し、ナショナルセンター等との連携の下

に、中国ブロックの精神疾患に関する中心的施設として、高度で専門的な医療、臨床研究、
教育研修及び情報発信の機能を備えるとともに、神経・筋疾患、呼吸器疾患、重症心身障
害に関する専門的な医療等の機能を備えた施設として開設した。
なお、平成１８年３月１日の統合予定日を、整備工事の早期竣工に伴う新病棟等の有効

活用を考慮し、平成１７年７月１日に前倒して実施した。

(2) 広島西医療センターの設置（平成１７年７月１日統合）
大竹病院と原病院を大竹病院の地で統合し、ナショナルセンター等との連携の下に、が

ん、神経・筋疾患、重症心身障害に関し、専門的な医療、臨床研究、教育研修及び情報発
信の機能を備えた施設として開設した。
なお、廃止予定であった原病院については、後利用として重症心身障害医療等を確保す

るため、社会福祉法人三篠会に土地・建物を一体として経営移譲したことにより、廃止後
に抱える遊休地等の整理に貢献した。

(3) 医王病院の設置（平成１７年７月１日統合）
医王病院と金沢若松病院を医王病院の地で統合し、ナショナルセンター等との連携の下

に、神経・筋疾患、成育医療、重症心身障害に関し、専門的な医療、臨床研究、教育研修
及び情報発信の機能を備えた施設として開設した。
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

3．第１期中期計画期間終了時において未実施の再編成

(1) 西札幌・札幌南（平成２２年３月）
統合を円滑に実施するため、平成１８年１０月に「統合新病院開設準備検討会」を本部

に設置して具体的な検討に着手するとともに、統合新病院の名称を「北海道医療センター
（仮称）」とし、平成１９年５月に建設工事に着手した。
また、北海道医療センターの開院時に新たな診療機能が発揮できるよう西札幌病院の診

療機能の充実強化等を図るため、国立病院機構本部、西札幌病院、札幌南病院及び北海道
がんセンターによる４者会議を鋭意開催し、平成２０年４月より西札幌病院において二次
救急医療など新たな診療を開始するとともに、医師等職員の配置計画や医師確保の状況、
病棟工事進捗の中で発生する問題の解決や報告などの情報共有や、年度途中に病棟閉鎖を
行い余剰となった札幌南病院の看護師職員を西札幌病院や他病院において実地研修を行う
など、平成２２年３月統合を円滑に実施するための取組を行った。

(2) 善通寺・香川小児（平成２６年度予定）
国立病院機構、香川県、善通寺市等の関係機関との、障害者自立支援法を踏まえた障害

者医療のあり方や精神科医療についての県内提供体制並びに救命救急センターの設置に向
けた調整などの協議を重ねてきたことにより、統合新病院の設計等に着手できず、平成
１３年３月に策定された平成２３年度目途に統合を予定していた当初の基本構想を見直し、
平成２１年３月に統合新病院の平成２６年度開院を目途とした基本構想を公表した。

今後、平成２１年７月を目途に基本設計・実施設計に着手の上、平成２２年度中に工事
を行えるよう進める予定である。

４．組織一元化
極めて近接（約３km）する松本病院と中信松本病院について、医師確保の困難及び近年の

経営悪化等の状況を踏まえ、地域の医療ニーズに適切に対応し両病院の機能分担・連携を推
進するため、平成２０年４月１日に組織一元化を行い１組織２病院による「まつもと医療セ
ンター」として運営を開始した。このことにより平成２０年度の決算は赤字ではあるものの
経常収支で前年度と比較して約２億円程度改善されている。

５．南横浜病院の廃止（平成２０年１２月１日）
南横浜病院については、近年、結核患者数が減少するとともに平均在院日数の縮小により

入院患者が大幅に減少し、一般医療についても近隣に大規模な病院もあることなどから患者
は減少していた。

併せて、収支状況が極めて悪化し、今後相当の経営改善を行うとしても収支改善の見通し
が立たない状況となっていた。

これまで国立病院機構においては、「都道府県単位での結核病院（病棟）の運営」を基本と
してきたところであるが、以上から、国立病院機構が行う神奈川県内の結核医療については、
県単位で神奈川病院に効率的に集約することとし、南横浜病院については平成２０年１２月
１日をもって廃止した。
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

２ 業務運営の見直しや効率化による収支改善 ２ 業務運営の見直しや効率化による収支改善 ２ 業務運営の見直しや効率化による収支改善
各病院の特性を活かした良質な医療の提供を図る 個々の病院の特色・機能を十分に発揮させるととも

とともに、組織編成や職員の適正配置などの業務運 に、院内の効率的・効果的な組織の構築や職員の適正 １．収支相償を目指した収支改善の推進
営の見直しを通じて、診療収入等の増収及び経費節 な配置を行うことにより、診療報酬上の新たな基準等 各病院に係る地域事情や特性を考慮した、より効率的・効果的な体制とするため、各病院
減を図り、各病院の収支改善を促進すること。 の取得や効率的・効果的な医療の提供を通じて増収を の機能・規模による病院の運営方針に応じ、職員の適正配置を行うこと等により診療報酬上

図るとともにコスト削減に努め、個々の病院において の上位基準の取得等を図るとともに、材料費、人件費及び委託費等に係るコスト削減に努め、
も収支相償ないしそれ以上を目指す。なお、収支相償 個々の病院においても収支相償を目指し収支改善を推進した。
を超える病院については、実績が評価される仕組みを
つくる。 ２．年度末賞与の実施

平成１６年度から、経常収支において前年度実績より成績が良くなった病院であって収支
相償を超えた病院に対しての年度末賞与を支給した。

年度末賞与支給施設数
平成１６年度 ４２病院
平成１７年度 ３０病院
平成１８年度 ２８病院
平成１９年度 ６２病院
平成２０年度 ５６病院

３．契約事務の透明化の推進

(1) 随意契約見直し計画の策定
平成１８年８月に会計規程の改正を行い、同年１０月から原則一般競争入札によること

とし、随意契約によることができる基準を国の会計法令に準じたものとした。
また、「独立行政法人整理合理化計画の策定に係る基本方針」（平成１９年８月１０日閣

議決定）に基づき、平成１９年１２月に随意契約見直し計画を策定し、ホームページに公
表した。

なお、当該見直し計画において、随意契約金額割合を平成１８年度実績の約４割まで下
げることとしており、原則一般競争という会計規程の趣旨を徹底することとしている。

(2) 随意契約見直し計画のフォローアップ
随意契約見直し計画の進捗状況については、平成１９年度実績を平成２０年７月にホー

ムページに公表するとともに、内部監査において点検を行っている。

(3) 契約情報の公表
平成１８年１０月以降、随意契約の契約情報の公表を開始し、平成２０年１月以降は、

一般競争等によったものについても次の基準により公表しており、平成２０年度において
も引き続き公表を行った。

公表基準：予定価格が１００（賃貸借契約は８０）万円以上の契約

(4) 特定の業者との随意契約の制限
平成１９年１１月に旧国立病院のＯＢが再就職している企業との随意契約については、

いわゆる少額随意契約基準(注)を超えるものについて原則禁止とするとともに、少額随意
契約についても複数の者から見積書を徴することを徹底することとし、国民から疑念を持
たれることがないような契約事務の遂行に努めた。
(注)少額随意契約基準：工事 ２５０万円以下、財産の購入 １６０万円以下、物件の

借入 ８０万円以下、その他 １００万円以下

(5) 契約事務の徹底のための取り組み
平成２０年６月に契約事務の競争性、公正性、透明性の確保、不正防止の観点から、①

原則、一般競争入札であることの徹底、②競争を行う旨を広くお知らせするための入札公
告の詳細な方法、③予定価格の積算方法、④事業者との折衝方法等について各病院へ周知
し、以降内部監査等により、各病院での実施を徹底している。

また、契約事務に関して一層の適正性を担保するため、監事と連携したいわゆる抜打監
査（平成２０年１１月以降７病院）を実施し、国民から疑念を持たれることがないような
契約事務の遂行に努めた。

さらに、契約事務に関する基準について、会計検査院の指摘も踏まえ、随意契約におけ
る予定価格調書の作成基準の制定、公告期間短縮の制限及び公募型競争見積の廃止など、
国の基準に準拠した見直しを行ない、平成２１年度から適用することとした。
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

(6) 会計事務に係る標準的業務フローの作成
適正な会計事務の業務遂行を確保する観点から、契約事務をはじめ、現金・出納の業務

フローを平成２１年３月に作成・周知し、各病院における業務の標準化を図った。

４．個別病院毎の経営改善計画（再生プラン）の実施
平成１９年度において、特に早急な経営改善着手が必要な５９病院が、本部及びブロック

事務所の支援を受けながら、部門毎の生産性に着目するなどして、改善項目を検討し、行動
目標を明確化した中期的な個別病院毎の経営改善計画（再生プラン）を策定した。そのうち、
南横浜病院を除き、過去債務の利払額を超える改善が見込まれる５８病院について平成２０
年３月末に本部が承認した。

平成２０年度においては、毎月の月次決算において、各病院の経常収支、一日平均入院患
者数、患者一人当たり入院診療額について、平成１９年度実績及び平成２０年度計画と
の比較を行うなど、その進捗状況の確認を行ったところであり、計画２カ年目となる平成
２１年度においても、引き続き、個別病院における収支改善に努めている。

また、経営手腕を発揮している院長及び副院長等に再生プラン特別顧問を委嘱するととも
に本部及びブロック事務所に専属チームを設け、年度計画に対して経常収支が著しく下回っ
ている病院への個別訪問（延べ２５病院）を行うなど、収支改善に努めた。

※経常収支が平成２０年度計画を達成した病院 ３１病院
経常収支が平成２０年度計画を下回った病院 ２７病院（うち、前年度実績を上回って
いる病院 １３病院）

【再生プランの具体的な取組】
※本部・ブロック事務所の体制

本部及びブロック事務所に専属チームを設置し、さらに病院長、副院長等を本部特別
顧問として委嘱
・本部特別顧問（再生プラン担当） １９名
・本 部 再 生 プ ラ ン 専 属 チ ー ム ２３名
・ブロック事務所再生プラン専属チーム ７３名

※中期的な（平成２０年度～平成２２年度３年間）経営改善計画を策定
・事 業 規 模 関 係・・・病院規模等
・サービス内容関係・・・実施診療科等
・サービス体制関係・・・病棟編成、人員配置等
・設 備 投 資 関 係・・・医療機器更新計画、建物保守等計画
・資 金 関 係・・・中期の資金計画

※現在の患者数、診療収益などを前提に「人、物、資金」の最適化
・部門別（診療科・病棟等）の収益・生産性による分析
→課題の所在をピンポイントで明確化

・ベンチマークによる分析
→原因の把握、具体的な目標値の設定

・機能強化・生産性の向上
→外部環境分析などによる実現可能性の検証

・診療機能、規模、人員体制の見直し
→ダウンサイジング（人事異動も考慮）

５．職員の給与水準
医師をはじめとする医療職種の確保は、医療を提供し、医業収益を得る当法人の運営にお

いて、基本的かつ重要な事項であるが、その確保は民間医療機関を含めて全国的に厳しい情
勢にある。

これを踏まえて、医師の給与については、平成１７年度に年俸制を導入して勤務成績を反
映させ、平成１８年度に国の給与構造改革に伴う基本給等の引き下げを見送るなど、民間医
療機関などの状況を踏まえながら、改善を進めているものであるが、民間医療機関の給与と
は、まだ相当な開きがあると考えている。

看護師については、民間医療機関における給与の水準を考慮して、独法移行時に中高年齢
層の一般看護師の給与カーブをフラット化し、また、平成１７年４月に基本給の調整額を特
殊業務手当に切り替えるとともにその水準を引き下げるなどの適正化を講じたところであり、
適切な対応を行っている。ただし、看護師確保についても、医師と同様に厳しい情勢にある。

事務・技術職員については、国の一般職給与法に準じているところであるが、独法移行時
に中高年齢層の一般職員の給与カーブをフラット化するなどの措置を講じたところであり、
適切な対応を行っている。

研究職員については、国の一般職給与法に準じているところであり、適切な対応を行って
いる。
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

【国と異なる諸手当について】

(1) 特殊業務手当
国時代から、職務の複雑・困難性に基づき他の官職に比して著しく特殊な勤務に支給し

ていた俸給の調整額を、平成１７年度に民間医療機関の状況等の調査に基づき減額すると
ともに、賞与・退職手当の基礎としない特殊業務手当として見直した。

(2) 医師派遣手当
深刻な医師不足にある一部地域の旧療養所型病院等に対し機構傘下の病院が医師を派遣

できるよう、平成１８年４月より医師派遣手当を創設し、平成２０年４月より拡充を図っ
た。

(3) ドクターヘリ搭乗手当及び救急呼出待機手当等
国の航空手当、民間医療機関の同様の手当を踏まえて、救急医療に従事する医師・看護

師等の医療従事者の勤務の実態・特殊性を勘案し、医師等の確保対策の観点から平成１９
年１２月よりドクターヘリ搭乗手当、平成２０年４月より救急呼出待機手当を創設した。
また、平成２１年４月より、国において救急医療及び産科医療を担う勤務医の処遇改善を
支援する補助制度を創設したことに対応して救急医療体制等確保手当を創設した。

(4) 年度末賞与
各病院毎に業績評価ができるよう区分経理する単一の独立行政法人に移行した経緯、実

際に国立病院機構法において施設毎に財務書類を作成することとされていることを踏まえ、
病院毎の経営努力のインセンティブとして医業収支が特に良好な病院の職員に対し、個々
の病院の業績に応じて年度末賞与を支給する制度を独立行政法人へ移行する際に設けたも
のである。これは、中央省庁等改革基本法（独立行政法人の職員の給与に当該独立行政法
人の業務の実績が反映されるものであること）、独立行政法人通則法（法人の職員の給与は
職員が発揮した能率が考慮されるものでなければならないこと）、独立行政法人整理合理化
計画（各独立行政法人は能力・実績主義の活用により役職員の給与等にその業績及び勤務
成績等を一層反映させること）の趣旨に則ったものと位置づけている。
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

（１）業務運営コストの節減等 （１）業務運営コストの節減等 （１）業務運営コストの節減等 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ
医薬品等の購入方法の見直しや業務委託の活用 医薬品等の購入方法や業務委託の推進・点検等様 4.22 3.89 4.00 4.11 4.00 4.04

等を行うことにより、材料費等の経費の節減に努 々な取組を行うことにより、中期目標の期間の５年
めること。 間を累計した損益計算において、経常収支率が１０

また、平成１５年度に比し、中期目標の期間の ０％以上となるよう費用の節減等を図る。
最終年度において、一般管理費（退職給付費用等
を除く。）を１５％程度節減すること。

① 材料費 ① 材料費
包括評価等の今後の診療報酬改定を考慮しつつ、

後発医薬品の採用促進、同種同効医薬品の整理、共 １．共同入札の実施
同購入等の調達方法及び象品目等の見直しを行い、
薬品と消耗品費等の材料費率の増の抑制を図る。 (1) 医薬品の共同入札

また、企業会計原則に基づいて適正に棚卸しを行 平成１６年１０月にこれまで各ブロック事務所で行っていた共同入札に代えて、本部で
うことにより、過剰な在庫を削減する。 共同入札を実施。その後、薬価改定の時期に合わせて、標準的医薬品の整理を行いつつ、

平成２０年度購入分まで共同入札を実施し、医薬品費の抑制を図った。

＜共同入札（本部実施）延べ品目数の推移＞

年度 １６年度 １８年度 ２０年度

品目数 5,877品目 17,368品目 13,578品目

＜入札エリア（本部実施）の推移等＞

年度 １６年度 １８年度 ２０年度

エリア数 １ ４ ３

内訳 関東信越・東海北陸・近畿 北海道・東北、本州・四国、 北海道・東北、九州、
・中国四国 九州、沖縄 その他

参加施設数 101施設 145施設 145施設

(2) 医療用消耗品等の共同入札
医療用消耗品（カテーテル等）や医療用消耗機材（ペースメーカー等）の共同入札につ

いては、平成１７年度から九州ブロック事務所において実施し、平成２０年度からは北海
道東北ブロック事務所においても実施し、材料費の抑制を図った。
また、衛生材料（ガーゼ、包帯等）の共同入札については、東海北陸ブロック事務所に

おいて、平成１６年度から実施し、材料費の抑制を図った。

(3) 検査試薬の共同入札
検査試薬の共同入札については、平成１８年度から東海北陸ブロック事務所で実施。平

成１９年度からは九州ブロック事務所で実施し、平成２０年度からは、全ブロック事務所
において共同入札を実施し、医薬品費の抑制に努めた。
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２．診療材料の物品調達委託の実施

(1) 平成１６年度より以下の４病院において、価格交渉等の物品調達業務を含む院外ＳＰＤ
を導入し、類似物品の統一化等の品目整理を行い、病院と委託業者により随時価格交渉を
行うことで契約単価の引き下げを図り、診療材料費の抑制を図った。

※ 平成１６年度導入病院：相模原病院、金沢医療センター、大阪医療センター、東広
島医療センター

また、平成１７年度より中国四国ブロック管内の１７病院において、診療材料の全国価
格を把握している業者と契約し、共同で価格交渉を行った。

これにより、一部の品目で規格の統一を図るなどの品目整理を行い、全国の価格データ
ベースの提供により、病院と契約業者が共同で随時価格交渉を行うなど契約単価の引き下
げを図り、診療材料費の縮減を図った。

(2) ＳＰＤの導入については、適正な在庫管理を図ることから、職員の業務省力化、消費量
管理の徹底による請求漏れ防止、使用品目の統一化による費用削減、無在庫方式による在
庫の縮減などを検討のうえ導入することとしており、平成２０年度末までに７４病院が導
入している。

３．適正な在庫管理
各病院毎に最低限必要な在庫日数を定め、毎月末（月次決算）の保有在庫日数との比較を

行うことにより、在庫の把握と縮減に努めた。

平成１６年度 平成１７年度
医 薬 品 棚 卸 資 産 ３，４７８百万円 → ３，１８０百万円

保有在庫日数 １４．２日 → １２．５日
診療材料 棚 卸 資 産 ３，１０６百万円 → ２，５５２百万円

保有在庫日数 ２０．３日 → １５．８日

平成１８年度 平成１９年度
→ ３，１９８百万円 → ３，１３１百万円
→ １２．５日 → １１．８日
→ ２，２８０百万円 → ２，０３８百万円
→ １４．０日 → １１．９日

平成２０年度
→ ３，２１５百万円
→ １１．９日
→ １，９１７百万円
→ １１．２日

４．材料費率の抑制
手術件数が増加し、材料費が増加する中、上記の材料費抑制策等を実施することにより材

料費率を抑えることができた。

平成１６年度 平成２０年度
材料費率 ２３．４％ → ２３．５％（＋０．１％）
手術件数 １５８，８５６件 → １７４，３３６件（＋１５，４８０件、１０％増）
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② 人件費率等 ② 人件費率等
人事に関する計画に基づき、適正な人員の配置に

努めるとともに、業務委託についてもコスト低減に １．人件費率と委託費率を合計した率の抑制
十分配慮した有効活用を図ること等により、中期目 技能職の退職後不補充や非効率病棟の整理・集約等を図る一方で、医療法及び診療報酬上
標の期間中、人件費率と委託費率を合計した率につ の人員基準に沿った体制とし、心神喪失者等医療観察法、障害者自立支援法等国の制度の創
いて、業務の量と質に応じた病院運営に適正な率を 設や改正に伴う人材確保、地域医療計画を踏まえた政策医療の推進のための対応とともに、
目指して抑制を図る。 医療サービスの質の向上、医療安全の確保及び患者の処遇の改善等にも留意しつつ、必要な

人材確保を行った。
なお、各年度における人件費率と委託費率を合計した率については、以下のとおりとなっ

た。
計 画 実 績

平成１６年度 ５９．１％ ５８．０％
平成１７年度 ５８．６％ ５７．８％
平成１８年度 ５８．８％ ５８．１％
平成１９年度 ５８．２％ ５７．４％
平成２０年度 ５８．３％ ５７．０％

また、平成１９年度及び平成２０年度においては、委託費の削減を図る観点から、全病院
における外部委託の契約額等の調査を実施し、同規模の病院と自院の契約額等について比較
検討が行えるよう、その結果のフィードバックを行った。

２．検査部門におけるブランチラボの実施（再掲）
平成２０年度までに埼玉病院、宇多野病院、長崎神経医療センター、東京医療センター、

舞鶴医療センター、大阪南医療センター、四国がんセンター及び高松医療センターの８病院
で導入した。

平成１６年度 ３病院 → 平成２０年度 ８病院

３．給食業務の全面委託の実施（再掲）
平成２０年度までに花巻病院、札幌南病院、東京医療センター、小諸高原病院、宇多野病

院、菊池病院及び舞鶴医療センター及び佐賀病院の８病院で導入した。

平成１６年度 ５病院 → 平成２０年度 ８病院
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

③ 建築コスト ③ 建築コスト
建築単価の見直し等を進めるとともに、コスト削

減に直接結びつく一括契約の導入等を図り、投資の １．全面建替整備、病棟建替整備
効率化を図る。

(1) 平成１６年度
建築単価の見直し等を進めるために、平成１６年度に「国立病院機構における建物整備

指針」を策定し、１床あたりの整備費用の標準額を示した。

(2) 平成１７年度
投資決定から工事終了までの期間を、全面建替では４２ヶ月以内、病棟建替整備では

１８ヶ月以内をそれぞれ標準として期間を短縮する計画とした。さらに整備内容面では、
従来どおり病院としての十分な安全性と適切な工事監理を確保しつつ、民間病院と同様の
仕上げ等の仕様とする計画とした。

(3) 平成１８年度
次の取組等を行った結果、国時代の建築コストの約５０％で契約することができた。

１） 工事の着工から竣工までの期間を一括に発注（年度別の分割発注の廃止）すること
により工事期間の短縮を図った。

２） 投資の上限枠（キャップ制）設定や設計の標準化により過剰な仕様を抑制する仕組
みを整えた。

３） 国時代の建築、電気、機械別に事実上固定していた価格設定を排除し、各分野毎に
適正な価格設定とした。（過剰な施設設備の抑制）

４） 中小案件における複数回の入札による契約実績に基づき機構の相場観を形成し価格
の引き下げを図った。

なお、病院として必要な機能、安全性及び品質を確保するため、工事監理マニュアルに
基づき適切な工事監理を実施するとともに、仕様についても民間病院と同様の仕上げ等で
整備を行っている。

(4) 平成１９年度
同年中に着工した１０病院について、平成１８年度までに実施した一括発注による工事

期間の短縮や設計仕様の標準化の取組に加え次の取組を行い、鉄筋、ケーブル等主要建築
資材価格が平均５％値上がりするなか、病院として必要な機能、安全性及び品質を確保し
つつ平成１８年度と同水準（国時代の建築コストの約５割減）で契約することができた。

・建替整備案件の契約実績に基づく価格データーベースを整備し、積算の適正化による
価格低減を実施した。

・基本・実施設計の審査の標準化を図り過剰な仕様を抑制した。
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

(5) 平成２０年度
同年中に着工した９病院（準備工事含む。本体工事着工は７件）ついては、平成１９年

度までに実施した一括発注による工事期間の短縮や設計仕様の標準化の取組みを引き続き
実施した結果、鋼材等の主要建築資材価格が平均約７％値上がりするなか、契約価格は平
成１９年度と同水準(国時代の建築コストの約５割減)に抑制することができた。

○平成１７年度以降に整備決定した全面建替病院

Ｈ１７ 西札幌病院(17)、高崎病院(19)、埼玉病院(19)、千葉医療センタ ３．６００
ー(19)、横浜医療センター(20)、浜田医療センター(19)、関門医療 床
センター(19)、熊本医療センター(17)

Ｈ２０ 岩国医療センター、統合新病院（善通寺・香川小児） １．２００
床

※（ ）内は着工年度

○平成１７年度以降に整備決定した病棟建替病院

Ｈ１７ 下志津病院(17)、相模原病院(17)、富山病院(17)、愛媛病院(17)、 １．２００
福岡東医療センター(17) 床

Ｈ１８ 西埼玉中央病院(20)、医王病院(18)、鈴鹿病院(20)、宇多野病院(1 ３．４００
9)、兵庫中央病院(19)、南岡山医療センター(18)、高松医療センタ 床
ー(19)、東広島医療センター(19)、小倉病院(19)、別府医療センタ
ー(18)、大分医療センター、都城病院(18)

Ｈ１９ 道北病院(20)、弘前病院、花巻病院(20)、宮城病院、下志津病院、 ２．０１８
七尾病院(20)、京都医療センター、南和歌山医療センター、松江医 床
療センター(20)、佐賀病院(20)、長崎川棚医療センター(20)

Ｈ２０ 長良医療センター、刀根山病院、福山医療センター、東徳島病院、 １．１８６
大牟田病院 床

※（ ）内は着工年度
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

２．建築コストの削減
平成１７年度以降の契約実績に基づき作成している、工事費標準単価及び標準工事価格の

品目数等の拡大を順次、次のように図り、当初の整備計画、基本・実施設計の積算に活用し
価格の標準化を進めた。

○ 工事費標準単価の品目数
平成２０年度まで９７３品目（建具、分電盤、マルチエアコン、自動水栓等）

○ 標準工事価格の設定件数
平成２０年度まで８件（病棟改修、医療ガス整備等）

(1) 当初整備計画の充実
平成１７年度以降に実施した契約状況の分析による算定方法の見直し、価格や審査状況

の情報提供の取組、当初整備計画の段階においてブロック事務所の相談業務の充実及び建
築関連法規の規制情報の提供を行うとともに標準化された工事費標準単価等を活用するこ
とにより内容面、価格面において精度の高い当初整備計画を行った。

(2) 基本設計、実施設計の審査
工事費標準単価等の活用やチェックシートによる審査精度の向上の取組、審査の業務手

順及びチェック手法の標準化を図り、契約済み類似案件との価格比較を行うことにより、
過剰な仕様を抑制する仕組みを構築し建築コストの削減に努めた。

(3) 価格データの活用
建替整備案件の契約実績に基づく価格データベース及び、主要建築資材の価格変動デー

タを基に、工事費標準単価及び標準工事価格の見直しを行い価格の標準化を図り、基本・
実施設計段階での審査に活用し建築コストの削減に努めた。

(4) 入札情報の情報提供の拡大
入札参加者を増やすことを目的として、業界紙への情報提供について、従来は１億円以

上の工事を対象としてきたところ、平成２０年度より２５０万以上のすべての工事に拡大
し、競争性を高め、建築コスト削減に努めた。

３．職員宿舎について
職員宿舎については、１７年度より民間活力を活用した方式として、建設費用、メンテナ

ンス費用等の効率化ができるリース方式による整備を図った。

(1) 平成１７年度実績 ８か所承認
（下志津病院、東京医療センター、村山病院、神奈川病院、横浜医療センター、久里浜
アルコール症センター、新潟病院、指宿病院）

(2) 平成１８年度実績 １６か所承認
（西埼玉中央病院、埼玉病院、東埼玉病院、千葉医療センター、東京病院、神奈川病院、

新潟病院、箱根病院、医王病院、長良医療センター、舞鶴医療センター、大阪南医療
センター、小倉医療センター、福岡東医療センター、長崎医療センター、鹿児島医療
センター）

(3) 平成１９年度実績 ７か所承認
（茨城東病院、東埼玉病院、下志津病院、神奈川病院、京都医療センター、南京都病院、

長崎医療センター）

（4）平成２０年度実績 ８か所承認
（八雲病院、宮城病院、埼玉病院、千葉東病院、下志津病院、北陸病院、鳥取医療セン
ター、肥前精神医療センター）
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

④ 医療機器購入費

１．大型医療機器の共同入札実施
平成１７年度から共同入札を実施し、平成２０年度入札分においては、平成１９年度中か

ら手続きに着手し、より早期の導入を図った。併せて、平成１９年度の対象品目である大型
医療機器（ＣＴ・ＭＲＩ・血管連続撮影装置・ガンマカメラ）に、リニアック・Ｘ線透視撮
影装置を加えた６品目を対象機器とし、スケールメリットを活かし、保守費用を含めた総コ
ストで市場価格を大幅に下回る価格での購入となるなど、効率的な設備整備を行った。

（参考：共同入札対象品目）
平成１７年度 ２品目（ＣＴ、ＭＲＩ）
平成１８年度 ２品目（ＣＴ、ＭＲＩ）
平成１９年度 ４品目（ＣＴ、ＭＲＩ、血管連続撮影装置、

ガンマカメラ）
平成２０年度 ６品目（ＣＴ、ＭＲＩ、血管連続撮影装置、

ガンマカメラ、リニアック、Ｘ線透視撮影装置）

２．医療機器の価格情報の共有
各病院において、医療機器をより有利な価格（平準化・低廉化）で購入するための比較軸

とするため、平成１８年度から各病院で購入した特に購入件数の多い医療機器（４０種類）
の本体価格の情報を本部で集計・分類し、毎月各病院にフィードバックしており、平成２０
年度も引き続き、対象機器を６５種類に拡大して、毎月各病院に価格情報の提供を行った。

また、ランニングコストについても、平成１９年度からＣＴ及び血管連続撮影装置の保守
費用（管球情報）を各病院に情報提供してきたところであるが、平成２０年度においては、
ＭＲＩ・血管連続撮影装置及びリニアックの高額部品の価格を各病院へ情報提供を追加した。
さらに、平成１９年度から本部において複数メーカーの放射線機器の基本的な仕様（性能）
の比較を取りまとめ、各病院へ情報提供し、病院における仕様書作成事務の軽減を図った。（平
成１９年度４機器、平成２０年度１機器追加）

④ 院内売店、食堂、喫茶、駐車場等の運営、委託形 ⑤ 院内売店、食堂、喫茶、駐車場等の運営、委託形態
態

院内売店、食堂、喫茶、駐車場等について、契約 平成１６年度の契約から契約期間を複数年とすることを可能とし、併せて、契約方法及
方法及び契約額等を見直すことにより、費用の節減 び契約額の見直しを実施した。なお、駐車場管理業務委託については、平成１８年度より、
を図る。 競争契約によらない契約を締結していた施設においてはその契約を解除し、平成１８年８

月までに一般競争入札により新たに契約を締結した。
また、契約の分析データを本部から各施設へ契約実績や取組状況の情報提供を行い、各

施設においては利用者等の状況と質の高いサービスの提供を踏まえた貸付料収入の分析な
どを行い、平成１９年度においては、平成１８年度に比し、建物等貸付契約は貸付料単価
（㎡当たり）が約３割の増、駐車場管理業務委託については、委託費用が約２割の減と
なった。

なお、平成２０年度においては、平成１７年度の契約実績を比較した結果、院内売店・
食堂等の建物等貸付契約については、約５割の収入の増、駐車場管理業務委託については、
約３割の費用減となっている。
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

⑤ 一般管理費の節減 ⑥ 一般管理費の節減
平成１５年度に比し、中期目標の期間の最終年度

において、一般管理費（退職給付費用等を除く。） 一般管理費（退職給付費用等を除く。)については、平成２０年度までに２６９百万円の
について、１５％以上節減を図る。 経費等の節減を図り、平成１５年度に比し、２，０６０百万円（▲３７．７％）減少させ、

中期計画に掲げる目標値を大幅に上回った。

（単位：百万円）
15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

一般管理費 5,470 3,678 3,622 3,339 3,372 3,410
対15年度 － ▲1,792 ▲1,848 ▲2,131 ▲2,098 ▲2,060
節減率 － ▲32.8% ▲33.8% ▲39.0% ▲38.3% ▲37.7%

対前年度 － ▲1,792 ▲56 ▲283 ＋33 ＋38
節減率 － ▲32.8% ▲1.5% ▲7.8% ＋1.0% ＋1.1%

⑦ 広告事業への取組

(1) 平成１８年度から国立病院機構内の資産等を広告媒体として有効活用することによる費
用の節減や新たな収益を創出することを目的とし、職員の給与支給明細書に企業等の広告
を掲載することにより、購入費の削減と収入の増加を図った。
○ 削減できた費用

平成１９年１月～３月分までの購入額 △２３０万円

○ 増加した収入
平成１８年度広告掲載料 ５０万円

(2) 平成１９年度においては、職員の給与支給明細書の他に、各病院において、薬袋、エレ
ベーター内掲示板等を広告媒体とした広告事業への取組を試行的に開始した。
○ 削減できた費用

平成１９年度購入額 △１，０００万円
（所要枚数 ８７万枚 １枚当たりの単価 １１．５５円）

○ 増加した収入
平成１９年度広告掲載料 ９０万円

(3) 平成２０年度においては、さらに２病院において機関誌発行費用の削減を図った。
○ 削減できた費用

平成２０年度購入額 △１，１００万円
（うち給与支給明細書 △１，０００万円 所要枚数 ８７万枚）

○ 増加した収入
平成２０年度広告掲載料 １２４万円

⑧ 省エネルギー事業への取組

(1) 平成１９年度から各病院のエネルギー使用量を削減することを目的として外部委託によ
り１０病院に対しエネルギー診断を実施するとともに省エネルギー助成金制度を設けた。
その結果、６病院が省エネルギーを目的とした整備をしており、整備費３．０億円に対し
年間９千万円の費用削減が見込んでいる。（投資回収年数３．３年）

(2) 平成２０年度においては、２５病院に対しエネルギー診断を実施するとともに、省エネ
ルギーに係る整備を対象とした助成金制度を活用し、結果、１１病院が省エネルギーを目
的とした整備をしており、所要整備費３．７億円に対し年間１．４億円の費用削減を見込
んでいる。（投資回収年数２．７年）
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

（２）業務運営の効率化に関する事項 （２）業務運営の効率化に関する事項 （２）業務運営の効率化に関する事項
「行政改革の重要方針」（平成17 年12月24日閣 「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議

議決定）を踏まえ、平成18年度以降の５年間にお 決定）を踏まえ、今後５年間で５％以上の人件費削 １．人件費削減の取組
いて国家公務員に準じた人件費削減に向けた取組 減の取組を行うが、医療法及び診療報酬上の人員基 技能職の退職後不補充並びに非常勤職員への切替及びアウトソーシング化、非効率となっ
を行うこととするが、医療法及び診療報酬上の人 準に沿った対応を行うことはもとより、心神喪失者 ている病棟の整理・集約により収益に見合った職員配置とした。（平成１８～２０年度人件費
員基準に沿った対応を行うことはもとより、国の 等医療観察法、障害者自立支援法等国の制度の創設 の削減額約▲１６,４８３百万円）
制度の創設や改正に伴う人材確保も含め政策医療 や改正に伴う人材確保も含め政策医療の推進のため 一方で、心神喪失者等医療観察法に基づく専門病棟の運営及び障害者自立支援法に基づく
の推進のための対応とともに、医療サービスの質 の対応とともに、医療サービスの質の向上、医療安 筋ジス病棟等における療養介護事業等国の制度の創設や改正に伴う必要な職員配置を行った。
の向上、医療安全の確保及び患者の処遇の改善等 全の確保及び患者の処遇の改善等にも留意しつつ、 また、医療機関であることから医療サービスの低下を招かないように休職者等（看護師）
にも留意しつつ、適切な取組を進めること。なお、 適切な取組を行う。なお、中期目標の最終年度まで の代替要員の確保及び地域医療計画を踏まえた診療報酬施設基準の維持・取得について実質
現中期目標期間の最終年度までの間においても必 においても必要な取組を行う。 配置による必要な職員 配置を行った。（平成１８～２０年度政策的人件費の増加額約
要な取組を行うこと。 併せて、国家公務員の給与構造改革を踏まえて、 ２４,０２０百万円）なお、平成１９年度給与改定増分は約２１億円となっている。

併せて、給与構造改革を踏まえた給与体系の見 役職員の給与について必要な見直しを進める。 その結果、常勤職員の人件費は平成１７年度と比較して約７５億の増となっている。
直しを進めること。

平成１７年度 平成２０年度
人件費 304,526百万円 → 314,204百万円（9,678百万円）

なお、人件費率と委託費率を合計した率については、以下のとおりとなった。

平成１７年度実績 ５７．８％ → 平成２０年度実績 ５７．０％

２．給与体系の見直し

(1) 国の給与構造改革以前における独自の給与体系の見直し
国から独立行政法人に移行したことを期に、給与カーブのフラット化等給与体系の独自

の見直しを図っている。
（主な見直し内容）
・ 平成１６年４月の国から独立行政法人への移行時に中高齢層の一般職員の給与カーブ
のフラット化(基本給を最大１０％引き下げ 国の給与構造改革では最大７％引き下げ)
を実施した。
また、同時に、枠外昇給制度の廃止、号俸の４分割を実施（国の給与構造改革に先行）

・ 平成１７年４月には、基本給の調整額を廃止し、新たに特殊業務手当を創設し、約６
割程度の水準に引下げるとともに、賞与・退職手当の基礎とはしないこととした。

・ これらの見直しに伴う経過措置については、給与カーブのフラット化については、平
成１９年１２月末（国の経過措置は期限なし）に終了し、また、基本給の調整額の見直
しについては、平成２１年３月末に終了し、新たな給与体系に完全移行している。

(2) 国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与体系の見直し
役員報酬については、国家公務員の給与構造改革に準じて役員報酬規程の改正を行い、

平成１８年４月１日に施行した。また、職員給与についても国家公務員の給与構造改革に
準じて職員給与規程を改正し、平成１８年７月１日に施行した。

（主な見直し内容）
・ 業績評価については、国に先行して、全ての役職職員に対し平成１７年６月に実施
し、平成２０年４月に全職員への導入を完了した。

・ 地域の民間賃金の適切な反映（全国共通の基本給表の引き下げと民間賃金が高い地
域に地域手当を支給）

・ 医師等の給与については、民間給与の状況などを考慮して、現行水準に据置

・ 管理職層を含む給与カーブのフラット化及び級構成等の見直し（国家公務員の給与
構造改革における号俸の４分割、枠外昇給制度の廃止、中高年齢層の一般職員の給与
カーブのフラット化は、(1)のとおり国に先行して、平成１６年の独法移行時に実施済）

・ 勤務成績が適切に反映されるよう５段階の昇給区分を設けるなどの昇給制度の改正

・ 勤務成績が優秀な者に対する業績手当（業績反映部分）の配分額を拡大
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

(3) 医師の処遇改善
当法人の運営における医師確保の重要性並びに厳しい情勢を踏まえて、医師の確保に対

処するために、国の給与制度を基本としつつ、病院・職員の業績を反映させる給与制度を
採用するとともに、民間医療機関の給与水準・勤務条件等を踏まえての繁忙な業務や人材
確保が困難な業務に対する給与面の評価を重視した処遇の改善を進めている。

（主な内容）
・ 医長以上の医師について業績年俸を平成１７年度から導入し、勤務成績の優秀な者に
対してより処遇に反映ができる制度とした。

・ 平成１８年９月に医師数が医療法標準の７０％以下等の病院への緊急医師派遣制度に
より派遣された医師に対する医師派遣手当を創設した。

また、平成２０年４月には、緊急医師派遣制度以外に実施されている医師確保又は病
院の機能の補完・向上を目的とする機構病院間の医師派遣の活用を図るため、医師派遣
手当の支給対象に加えた。

・ 夜間の手術・分娩等の業務に備えて待機を行う医師等の処遇の改善を図るため、救急
呼出待機手当を創設し、平成２０年４月に施行することとした。また、平成２１年４月
より、国において救急医療及び産科医療を担う勤務医の処遇改善を支援する補助制度を
創設したことに対応して救急医療体制等確保手当を創設した。

・ 国が、医師の給与について、初任給調整手当を引き上げたことに伴い、地方の病院に
勤務する医師が多いことから、国との均衡を図るため医師手当の引き上げを実施した。（平
成２１年４月施行）

・ 国家公務員育児休業法の改正による育児短時間勤務制度の創設に伴い、平成１９年８
月に給与及び勤務時間制度の改正を行い、子供を持つ女性医師等が働き続けられる環境
の改善を行った。

・ ドクターヘリ等に搭乗し、救急医療等の業務に従事する医師等に対する手当（ヘリコ
プター搭乗救急医療手当）を創設し、平成１９年４月から適用した。

３．ＱＣ活動に対する取組
平成１８年度に「できることから始めよう！」をスローガンに「国立病院機構ＱＣ活動※

奨励表彰」制度を創設し、医療サービス、経営改善、医療安全というテーマについて、職員
から創意工夫を凝らした取組を募集、表彰することとし、職員による自主的な業務改善活動
の促進を図った。

平成２０年度までに第１期及び第２期が終了し、その間に提出された取組は２０４件にの
ぼる。また、医師、看護師、薬剤師その他の医療職、事務職、技能職など多くの職種からの
参加を得、職種を超えた横断的な取組へと発展し、職員による自主的改善活動の裾野を広げ
ることができた。

提出された取組については、その着眼点、手法、工夫などを他の機構病院に広めるべく機
関誌「ＮＨＯだより」等に掲載するとともに、平成２１年３月には、第一期中期目標期間中
のＱＣ活動の総括として全２０４件を集約した事例集を発刊し、取組内容の水平展開を図っ
た。

さらに国立病院総合医学会において年間最優秀賞等を決定するイベントを実施するなど、
職員の業務改善意欲を向上させるべく工夫した。

以上のような機構全体での取組に加え、各病院においても院内サークル活動発表会が盛ん
に行われるようになり、職員一人一人が業務改善に積極的に貢献するという意識付けを広げ
ることができた。

※ＱＣ活動：病院職員が自施設内の課題に応じて小グループを構成し、業務の質の向上を目
指して取り組む自主的活動。

※第１期（平成１８年９月～平成１９年８月）及び第２期（平成１９年１２月～平成２０年
８月）までの提案件数（２０４件）内訳：医療サービス：（８２件）、経営改善（６１件）、
経営改善（６１件）

※【参考資料】：できることから始めよう！国立病院機構ＱＣ活動奨励表彰 第１期・第２期
活動事例集（冊子）

４．法人業務に対する国民のニーズを把握して、業務改善を図る取組を促すアプローチ
独法移行後、患者の目線に立ち、国立病院機構全体のサービス向上を図ることを目的に毎

年実施している患者満足度調査において、個々の病院に対する評価、ニーズを把握しており、
そこから発見できた課題については、個々の病院において病院全体又は各職場単位で改善活
動を行い業務改善を図っている。さらにそれらの活動の一部は平成１８年度に創設した国立
病院機構ＱＣ活動奨励表彰等により、全病院に広く紹介するなど、水平展開を図るべく取り
組んでいる。

また、各病院では、地域住民のための講演会や健康祭り等のイベントを実施し、地域住民
の医療ニーズの把握に努めている。
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

５．国民による意見の活用
全国一斉に患者満足度調査を実施し、定形的なアンケート項目の評価や自由記載により、

利用者からの指摘、意見をいただくとともに、その結果を各病院にフィードバックをするこ
とで、ＱＣ活動など業務改善活動のきっかけとし、患者満足度を向上させるべく努力してい
る。また、全ての病院で患者・家族からの意見箱を設置しており、常時、意見募集しタイム
リーな改善活動につなげている。

機構全体としては、事業計画、事業報告書、財務諸表等を公表するとともに、国立病院機
構の業務・マネジメントに関し国民の意見募集を行い、業務運営に適切に反映させるため、
本部ホームページ上に意見募集の窓口を平成２０年１０月から常時開設し、寄せられた意見
を毎日閲覧・対応している。
※平成２０年１０月～平成２１年３月までに寄せられた件数：４３件（ただし、いずれも個

別病院、職員に対する問い合わせや苦情である）
また、診療内容のわかる明細書の発行について、２か所のパイロット施設において、その

実施にかかる問題点を探るため、職員へのアンケートだけでなく、患者へのアンケートも実
施し、全病院実施に向けた検討に反映させている。

６．福利厚生費の見直し関係
国立病院機構は国費以外の財源（診療収入等の自己財源）により、レクリエーション経費

を支出していたところであるが、独立行政法人の事務・事業の公共性、業務運営の効率性及
び国民の信頼確保の観点から、国におけるレクリエーション経費の取扱いを踏まえ、レクリ
エーション経費については、病院からの支出を行わないよう平成２０年８月に文書により周
知徹底を図った。

なお、平成２０年度の支出については、既に実施済みで未払いのもの以外の経費について
は支出しないものとし、既に契約したものでも、病院経費による支出ではなく、全額自己負
担とした。
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

（３）医療資源の有効活用 （３）医療資源の有効活用 （３）医療資源の有効活用 Ａ Ａ Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ
国立病院機構が有する様々な人的・物的資源を 国立病院機構が有する人的・物的資源及びそのネ 4.11 4.11 4.56 5.00 4.85 4.52

有効に活用するため、医療機器や病床の稼働率の ットワークを有効に活用して、経営改善を図るため、
向上を図り、経営改善を行うこと。 以下の取組を実施する。

① 医療機器の効率的な利用の推進 ① 医療機器の効率的な利用の推進
既に整備済の医療機器等については､その効率的

な使用に努め、稼働率の向上を図る。なお、稼働率 １．稼動数の向上
の向上が見込まれない医療機器については、他の医 平成１９年度に引き続き、各病院において、ＣＴ，ＭＲＩ及びガンマカメラの稼働数目標
療機関との共同利用を推進する。 の設定や稼働数向上に向けた要因分析、人材を有効に活用した勤務体制の見直しを図ったこ

と、また、平成１８年度より各病院のＣＴ、ＭＲＩ、リニアック及び血管連続撮影装置の稼
働実績について本部で集計・分析し、当該機器に携わる医師、技師等の配置状況や、稼働件
数の高い病院の稼働件数向上のための取組等の情報を各病院にフィードバックすることによ
り、平成１５年度実績に対し２６６，６６７件（２３．４％）稼働総数が増加した。

２．他の医療機関との共同利用の推進
各病院のみの利用では十分な稼働が見込めない医療機器については、地域の医療機関や医

師会等への医療機器の整備状況の説明、パンフレット、病院ホームページ及び病院主催の研
修会などの場を活用した広報活動を積極的に実施し、他の医療機関との共同利用を促進した。
新入院患者の増加、医療機器の更新による機能向上等により、平成１５年度実績に対し平成
２０年度には３０，７２２件（１０８．６％）と利用数が増加し、地域における有効利用が
大幅に進んだ。

稼働総数
医療機器名 15' 16' 17' 18'

ＣＴ 759,141 801,698 826,673 874,413

ＭＲＩ 280,581 311,682 322,789 332,306
ガンマカメラ

(SPECT、ｼﾝﾁｸﾞﾗﾌｨｰ) 102,475 102,141 102,265 93,361
計 1,142,197 1,215,521 1,251,727 1,300,080

稼働総数
医療機器名 19' 20' 対15'差 増減(%)

ＣＴ 912,281 944,904 185,763 24.5%

ＭＲＩ 367,926 381,572 100,991 36.0%
ガンマカメラ

(SPECT、ｼﾝﾁｸﾞﾗﾌｨｰ) 87,829 82,388 △20,087 △19.6%
計 1,368,026 1,408,864 266,667 23.4%

１台あたり稼働数
医療機器名 15' 16' 17' 18

ＣＴ 4,054 4,236 4,383 4,968

ＭＲＩ 2,189 2,312 2,392 2,462
ガンマカメラ

(SPECT、ｼﾝﾁｸﾞﾗﾌｨｰ) 976 973 985 898
計 7,219 7,521 7,760 8.328

１台あたり稼働数
医療機器名 19' 20' 対15'差 増減(%)

ＣＴ 5,154 5,308 1,254 30.9％

ＭＲＩ 2,666 2,785 596 27.2％
ガンマカメラ

(SPECT、ｼﾝﾁｸﾞﾗﾌｨｰ) 853 808 △168 △17.2％
計 8,673 8,901 1,682 23.3％
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

共同利用数
医療機器名 15' 16' 17' 18'

ＣＴ 13,501 18,922 22,735 21,837

ＭＲＩ 11,424 16,186 19,413 20,578
ガンマカメラ

(SPECT、ｼﾝﾁｸﾞﾗﾌｨｰ) 3,357 3,918 4,108 4,299
計 28,282 39,026 46,256 46,714

共同利用数
医療機器名 19' 20' 対15'差 増減(%)

ＣＴ 27,411 28,506 15,005 111.1%

ＭＲＩ 25,743 27,592 16,168 141.5%
ガンマカメラ

(SPECT、ｼﾝﾁｸﾞﾗﾌｨｰ) 3,832 2,906 △451 △13.4%
計 56,986 59,004 30,722 108.6%

１台あたり共同利用数
医療機器名 15' 16' 17' 18'

ＣＴ 71 96 115 124

ＭＲＩ 90 123 139 152
ガンマカメラ

(SPECT、ｼﾝﾁｸﾞﾗﾌｨｰ) 32 37 39 42
計 193 256 293 318

１台あたり共同利用数
医療機器名 19' 20' 対15'差 増減(%)

ＣＴ 155 160 89 125.6％

ＭＲＩ 187 201 111 123.8％
ガンマカメラ

(SPECT、ｼﾝﾁｸﾞﾗﾌｨｰ) 37 29 △3 △10.9％
計 379 390 197 102.1％
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

② 病床の効率的な利用の推進 ② 病床の効率的な利用の推進
病診連携・病病連携の推進等により､平均在院日

数の短縮を図るとともに新規患者数を増加させる等 １．病棟の稼働状況に応じた整理・集約
により、収支の改善に努める。 病診・病病連携による紹介率・逆紹介率の向上等により地域における連携体制を強化する

一方で、平均在院日数の短縮化等により病床稼働が非効率となっている病棟や、稼働率は悪
くはないが医療内容の高度化等により退院を促進することで不要となる病床等を整理・集約
し病床稼働の効率化を図った。これにより、患者数を上回る過大な提供体制に起因する大幅
な赤字拡大を防止するとともに、医療内容の充実と医療人材の効率的な配置を図った。

① 一般病床
一般病床については、医療密度の向上により生ずる平均在院日数の減という積極的な理

由や、大学からの医師の引き揚げという消極的な理由により、在院患者が減少し病床稼働
率が著しく低下する状況が長期化する病院において、病棟の整理・集約を図った。当該人
員については、病院内の他病棟での活用による上位基準取得や、他病院への異動、新規採
用の抑制等により、在院患者数に見合った適正な提供体制の確立を図った。

② 結核病床（新退院基準の実施）
結核病床については、結核患者の新退院基準の実施により、結核の入院患者数及び病床

利用率は低下傾向にあることから、効率的な病棟運営のため、複数の結核病棟を保有して
いる病院においては、病棟の休棟または廃止、また、単一の結核病棟を保有している病院
においては、結核病床を一部削減の上、一般病床とのユニット化を図った。

③ 精神病床（急性期型への移行と医療観察法病棟の実施）
精神病床については、国の精神病床に係る方針（１０年間で約７万床（全精神病床の約

２５％）削減）を踏まえ、既存の精神病棟に長期入院する患者を中心に地域移行等を進め
病院全体としての機能を急性期型に移行を図る一方で、当該集約に伴い生じる看護職員の
再教育等を行い、高い密度の精神医療を行う医療観察法病棟（１２病院３４９床）のスタ
ッフとして再配置を行った。
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

２．医療の質の向上を伴った収支の改善

○ 各病院において、地域医療連携の活動強化、救急患者等の積極的受入れ、病床管理委員
会の運営などの取組によって、病床の効率的な利用及び新規患者数の増加等を図っている。
また、紹介率・逆紹介率の向上、クリティカルパスの推進等によって平均在院日数の短

縮等を図り、診療報酬上の上位基準を積極的に取得するとともに、地域医療支援病院及び
地域がん診療連携拠点病院の新規指定を受けるなど、医療の質の向上を伴った収支の改善
に努めた。

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度
地域医療連携室の専任化 68病院 84病院 109病院 116病院 117病院

紹介率 40.5% 42.7% 47.4% 51.1% 53.9%

逆紹介率 28.7% 33.2% 32.2％ 36.9% 42.7%

救急搬送件数 120千 124千 127千 134千 134千
件/年 件/年 件/年 件/年 件/年
526千 545千 561千 565千 561千

新入院患者数 人/年 人/年 人/年 人/年 人/年
クリティカルパス適用数 120,827 170,954 192,715 226,845 243,729

件 件 件 件 件
地域医療支援病院

６病院 ９病院 14病院 23病院 33病院
地域がん診療連携拠点病院

11病院 11病院 24病院 31病院 31病院
都道府県がん診療連携拠点

病院 － － 1病院 2病院 2病院

○ ＤＰＣ対象病院への移行による医療の標準化への取組や医療安全管理体制の充実を図り、
安心・安全な医療の提供及び医療の質の向上に努めた。

・ＤＰＣ対象病院
１６年度 ８病院 → １７年度 ８病院

→ １８年度 ２２病院 → １９年度 ２２病院
→ ２０年度 ３０病院

※平成２１年度:ＤＰＣ対象病院＝４１病院、準備病院＝５病院

・医療安全管理室の専任化
１６年度 １３９病院 → １７年度 １３９病院

→ １８年度 １４０病院 → １９年度 １４２病院
→ ２０年度 １４１病院

（主な施設基準の取得状況）〔平成２１年３月時〕
・一般病棟入院基本料（ ７：１） → ２８病院が取得
・一般病棟入院基本料（１０：１） → ６１病院が取得
・地域連携診療計画管理料 → ２５病院が取得
・ハイリスク妊産婦共同管理料Ⅰ → １０病院が取得
・栄養管理実施加算 → 全病院が実施
・外来化学療法加算 → ７５病院が取得
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

２ 医療機器・施設設備に関する事項 ２ 医療機器・施設設備に関する計画 ２ 医療機器・施設設備に関する計画 Ａ － － － － －
医療機器・施設設備については、費用対効果や法 中期目標の期間中に整備する医療機器・施設設備に 3.67 － － － － －

人全体の財務を総合的に勘案して着実に実施するこ ついては、別紙４のとおりとする。 １．医療機器整備の考え方(P101 第3の2の1.(2)｢医療機器整備の投資枠｣参照)
と。

（全体的な枠組み）

○ 医療機器整備については、各病院の医療機器等にかかる減価償却費と前年度の経常収
支を基本に、各病院毎に当該年度の投資枠の設定を行い、当該投資枠の範囲内で、各病
院の裁量で整備を行っている。
平成２０年度において総額約２７７億円の投資枠を設定し各病院の医療機器の計画的

更新と医療内容の充実、投資回収の早期化を図った。

（本部の関与・支援）

○ 定められた投資枠の中で各病院がどのような機器を購入するかは、収支計算に基づき
病院自ら判断することが原則であるが、５千万以上の大型医療機器については、病院が
行う収支計算が適正かどうかを本部で審査するものとしている。審査の際には、稼働件
数見込み、費用の見込み等を確認し、必要に応じ稼働状況改善のための情報提供等を行
っている。

○ 平成１８年度からはキャッシュフローが赤字の病院等については、当該病院の医療機
器の購入について、借入利子の一定割合を本部として補助するなど、経営が苦しい病院
の再投資を支援する枠組みを新たに設け、平成２０年度は３病院が対象となっている。

○ 通常の投資枠の他に、地域医療体制の変動等により新たな診療科を設ける必要がある
場合などには、収支が確保される範囲内で、追加的に投資枠を用意する仕組みを整備し、
各病院の機動的な体質変換を支援している。平成２０年度においては、２病院を対象に
計４．９億円の追加枠を設定し、対象病院の活性化、地域医療の向上につなげている。

さらに、平成２０年度においては次のとおり投資枠を拡大するための措置を講じるこ
とにより、整備の促進を図った。
①治験を推進するために治験収支の投資枠への反映を拡大
②老朽化した機器を多く保有しており減価償却費が少なく必要な機器整備が困難な病
院に対しての追加枠の設定

③病院に直接交付される国や地方公共団体からの補助金等による投資について、投資
枠の枠外とする措置

○中期目標（中期計画期間中の医療機器整備投資額５００億円）に対する進捗

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度
第１期計画期間中
の支払額 100億円 154億円 133億円 135億円 179億円
（内部資
金含む） 累計額 100億円 254億円 387億円 522億円 701億円
投資額に対する
割合
（累計額／500億円） 20.0％ 50.8％ 77.4％ 104.4％ 140.2％

※各年度に投資決定した医療機器整備にかかる投資額を計上。(支払サイトを２ヶ月としてい
るため、平成２１年５月までの支払額を計上している。)
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

２．施設整備の考え方

（全体的な枠組み）

○ 施設整備については、医療機器とは異なり事前に投資枠を示すことが困難であること
から、個別に整備の必要性がある事案ごとに本部で審査する仕組みとしており、審査の
着眼点の標準化や、審査結果の全病院への提供等により業務の標準化を図っている。

また、整備計画の承認から供用開始までの標準期間を定め進行管理を行い、整備の迅
速化を図った。平成１９年度においては、整備計画作成時に意見聴取等を行うとともに、
業務手順（フローチャート）を標準化し、整備計画の質の向上を図る枠組みを設けた。

平成２０年度においては、病院が償還計画を作成するための要領を本部が作成した。
これにより病院での償還計画の作成の迅速化及び各ブロック事務所における病院への支
援の強化を図った。

○ 資金的に自立している病院の投資の自由度・機動性を拡大する観点から、自己資金に
より整備する案件については、平成２１年度から５年間の投資枠(上限２．５億円)を設
定し、投資枠内であれば病院の裁量で整備する枠組みを新たに設けた。
（参考）対象病院：平成２０年度決算時点における再生プランの最終目標達成病院

対象整備：１件当たり１億円未満の規模の工事

（本部の支援）

○ 平成１８年度からは医療機器と同様に、施設整備についてもキャッシュフローが赤字
の病院等に対し、当該病院の借入利子の一定割合を本部として補助するなど、経営が苦
しい病院の再投資を支援する枠組みを新たに設け、平成２０年度は３病院が対象となっ
ている。

（特別の事情に応じた投資）

○ 病院建替等を行う場合には、病院が自己資金１/３を用意することを原則としているが、
整備に伴う収益増加や費用削減により将来の収益が確保されるときは、自己資金１/３が
なくても投資を進める枠組みを明確化し、黒字病院、赤字病院に関わらず、病院機能を
向上させる部門を中心に投資することにより、患者の療養環境の改善と、病院の経営体
力の向上及び自立性を高める整備を進めている。

○ 平成１９年度からは自立経営が困難な病院の病棟建替整備のため、病院の資金繰りの
健全化を図る観点から、国時代の長期債務に係る元金のうち１割以内の免除や、国時代
の長期債務の１０～２０年の平準化による支援措置を行うことにより建替整備事業の拡
大を図った。

○ 平成１８年度は、自己資金１/３の確保を求めない病棟建替整備として、赤字病院であ
る宇多野病院、東広島医療センターを含め、西埼玉中央病院、医王病院、鈴鹿病院、兵
庫中央病院、南岡山医療センター、高松医療センター、小倉医療センター、大分医療セ
ンター、別府医療センター、都城病院の１２病院（旧病院５カ所、旧療養所７カ所）を
決定した。

○ 平成１９年度は、自己資金１/３の確保を求めない病棟建替整備として、赤字病院であ
る花巻病院を含め、道北病院、弘前病院、宮城病院、七尾病院、京都医療センター、南
和歌山医療センター、松江病院、佐賀病院、長崎川棚医療センターの１０病院（旧病院
４カ所、旧療養所６カ所）を決定した。

（平成１９年度病棟建替に際し自己資金１／３を確保している病院は下志津病院）

○ 平成２０年度は、自己資金１/３の確保を求めない病棟建替整備として、刀根山病院、
福山医療センター及び東徳島病院の３病院（旧病院１カ所、旧療養所２カ所）を決定し
た。
（参考）

・平成２０年度病棟建替に際し自己資金１/３を確保している病院は長良医療セン
ター、岩国医療センター(全面建替)及び大牟田病院

・再編統合に係る建替整備として、善通寺病院と香川小児病院との統合病院の建替整
備を平成２１年３月に決定した。
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

○ 特別事情による病棟建替整備

赤字病院 黒字病院 合計
17' － － ５カ所 1,219床 ５カ所 1,219床
18' ２カ所 520床 10カ所 2,912床 12カ所 3,432床
19' １カ所 60床 9カ所 1,838床 10カ所 1,898床
20' ― ― 3カ所 946床 3カ所 946床

○ 中期目標（中期計画期間中の施設設備整備投資額１，４８４億円）に対する進捗

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度
中期計画期間中の
投資額(内部資金 561億円 323億円 189億円 102億円 124億円
含む) 累積額 561億円 884億円 1,073億円 1,175億円 1,299億円
投資額に対する

割合(累計額 37.8％ 59.6％ 72.3％ 79.2％ 87.5％
１，４８４億円)
※建築コストは国時代の約５割減

（本部の関与・支援）

○ 中小規模の整備案件については、必要最低限の審査（二重投資ではないか、価格は妥
当か等）としているが、病棟建替等については、一般、結核、精神の各病床の効率的運
用を図る一環として、建替計画の計画策定の際に、病院と本部の間で、
① 新入院患者数等からみた適正な総病床数
② 医療の質の確保（特に夜勤体制）、人員配置の効率性等からみた、適正な病棟編成
（各病棟の規模）

等について、十分に検討し合意をした上で、投資内容を決定する枠組みを整備し、建替
案件等において実践している。

○ 結核、精神病床の効率的運用を促進する一環として、結核病床のユニット化、精神病
床の急性期化等については、その費用の一部を本部として補助する仕組みを設け、医療
の質の向上と効率化を進めている。
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

３．病棟建替等（大型案件）整備決定後の償還性のフォローアップ

○ 建替整備が決定した病院は、当該整備に係る債務を返済していくことになることから、
健全な病院経営を促すため、決定された整備の償還計画について継続的な検証を行い、償
還困難と認められる経営状況となった場合は、償還性が確保されるまでの間、整備の凍結
又は、費用削減等による経営改善を実施する仕組みを平成１８年度から設けている。

検証する手順は以下のとおりであり、

①前年度実績と決定時の収支差の比較

※前年度実績が決定時より悪化した場合は、当該年度に実績における１０年以内の
キャッシュフロー累積状況

②前年度実績と決定時の患者数・診療点数の比較

○ 平成１９年度において検証を行った結果、平成１８年度以前に整備を決定した病院のう
ち、工事着工前の大分医療センターについては経営改善されるまで整備の凍結を行い、既
に着工していた愛媛病院、福岡東医療センター及び都城病院については経営改善の実施を
決定した。

○ 平成２０年度においては、償還計画の検証の結果、高崎病院、 愛媛病院、福岡東医療セ
ンター及び都城病院に対して本部の指導による経営改善を実施した。

また、平成１８年度に建替整備を決定したものの、その後の経営状況の悪化により建替
整備を凍結していた大分医療センターについては、経営改善及び建替計画の見直しを行い、
債務の償還可能性を検証した上で改めて建替整備の実施を決定した。

４．自己資金を積極的に活用した医療機器整備・施設整備

(1) 平成１６年度
平成１６年度においては、投資効果が期待できる医療機器への投資を重点的に行うこと

として、自己資金を積極的に活用し、医療機器の総投資額１１３億円のうち６９億円に自
己資金を充てた。

(2) 平成１７年度
医療機器整備については、平成１７年度においても、平成１６年度に引き続き投資効果

が期待できる医療機器への投資を重点的に行い、自己資金を積極的に活用することとし、
医療機器の総投資額１２３億円のうち内部資金６８億円（内訳：病院の自己資金２８億円、
預託金４０億円）を充てた。
施設整備については、｢国立病院機構における建物整備の指針｣等、建築投資の基本的な

考え方に基づき、整備内容の合理化、単価の引き下げ、自己資金の活用等を行い、長期借
入金の償還確実なものについて、着実な整備を行い、その財源には長期借入金等２４３億
円及び内部資金１８億円（内訳：病院の自己資金等１５億円、預託金３億円）を充てた。

(3) 平成１８年度
医療機器整備・施設整備の双方について、自己資金を積極的に活用することにより、必

要な整備量を確保しつつ、長期借入金を抑制した。
医療機器整備については、総投資額１７９億円のうち９９億円が内部資金（内訳：病院

の自己資金等４９億円、預託金５０億円）であり、その割合は、１７年度に引き続き同じ
５５％と高い水準となっている。
施設整備について、長期借入金等１３０億円及び内部資金１９億円（内訳：病院の自己

資金等１０億円、預託金９億円）であり、内部資金の割合は、１７年度と比較して６％増
の１３％となっている。
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(4) 平成１９年度
引き続き、自己資金を積極的に活用することにより、必要な整備量を確保しつつ、長期

借入金を抑制した。
医療機器整備については、総投資額１４０億円のうち１００億円が内部資金（内訳：病

院の自己資金４２億円、預託金等５８億円）であり、その割合は、平成１８年度と比較し
て１６％と増の７１％高い水準となっている。
施設整備について、長期借入金等１５４億円及び内部資金５７億円（内訳：病院の自己

資金３４億円、預託金等２３億円）であり、内部資金の割合は、平成１８年度と比較して
１４％増の２７％となっている。
なお、医療機器整備については、独法化後はじめて財政融資資金から借入を行わず、財

投機関債と内部資金により投資を行った。

(5) 平成２０年度
平成２０年度においては、医療機器整備・施設整備について、自己資金や契約価格の合

理化等により、外部からの新たな借り入れをせず、必要な整備量を確保した。
医療機器整備については、総支払額１５３億円（内訳：病院の自己資金４５億円、預託

金等１０８億円）であり、平成１９年度と比較して９．２％増となった。
施設整備については、総支払額４１７億円（内訳：病院の自己資金５１億円、預託金等

３６６億円）であり、平成１９年度比較して９７．６％増(病院の自己資金は５０％増)と
なった。

※医療機器整備及び施設整備の総支払額は平成２０年４月～平成２１年３月の期間中の
支払分であり、平成１９年度以前の投資決定整備に係る支払額が含まれている。

５．国の施策に基づき行った整備
地域住民や患者等の安全の確保を図るために、建築物の耐震改修の促進に関する法律に基

づく耐震強化整備を平成１６年度から平成２０年度に、またアスベストの曝露のおそれのあ
る施設への緊急対策整備等を平成１７年度から平成２０年度に行った。
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（４）診療事業以外の事業に係る費用の節減 （４）診療事業以外の事業に係る費用の節減等 （４）診療事業以外の事業に係る費用の節減等 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ
臨床研究事業や教育研修事業については、競争 診療事業以外の事業、特に運営費交付金対象事業 3.67 3.67 4.11 4.00 4.00 3.89

的研究費の獲得や授業料等の自己収入の確保に努 については、自己収入の確保や費用節減に努めるこ
めるとともに、費用の節減に努め、臨床研究や教 とにより、新規拡充業務を除いて、その費用のうち
育研修の効率化を図ること。 運営費交付金等の割合を低下させる。また、運営費

交付金対象事業以外の事業についても効率化を図
る。

① 臨床研究事業 ① 臨床研究事業
厚生労働科学研究費補助金等の外部の競争的研究

費の獲得に努め、中期目標の期間中において、更な １．競争的研究費獲得のための推進及び助言
る研究を推進するとともに、適正な評価を行って研 競争的資金の獲得のため、事業を実施する省庁などから研究内容や応募にかかる情報を入
究の効率化に努める。 手し、各病院に対し、情報提供や手続きにかかる助言を行うとともに、臨床研究部の活動実

績の評価及び臨床研究センターにおけるネットワーク機能評価の評価項目に、競争的研究費
獲得額を設けることによって、競争的研究費獲得のインセンティヴが働き、獲得金額が大幅
に増加している。

厚生労働科学 文部科学研究費 その他の
研究費 競争的資金

15年度 12億3,009万 8,461万 4億7,605万
16年度 18億8,594万 1億2,774万 3億1,524万
17年度 8億4,190万 1億9,798万 4億6,661万
18年度 15億7,280万 1億6,346万 6億3,713万
19年度 15億4,931万 2億5,075万 5億4,745万
20年度 16億7,761万 1億9,126万 8億2,315万

２．治験ネットワークの活用
１４６病院にわたる治験ネットワークを活用し、受託研究件数を増加させることで受託研

究費の獲得を増やすとともに、実施症例数の増加に努め、治験の質の向上を図った。

○治験実施症例数及び受託研究実績（再掲）
治験総実施症例数については、平成２０年度までに２１，４１０件となり、単年度では

以下のとおり例年、中期計画の数値目標を大幅に上回っている。また、全体として受託研
究金額も増加した。

治験実施症例数 受託研究実績
症例数(件) 対H15'比(%) 実績(万円) 対H15'比(%)

15年度 2,789 292,400
16年度 3,560 127.6 358,900 122.7
17年度 4,173 149.6 440,200 150.5
18年度 4,624 165.8 478,900 163.8
19年度 4,803 172.2 563,500 192.7
20年度 4,250 152.4 483,300 165.3
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② 教育研修事業 ② 教育研修事業
看護師等養成所の入学金及び授業料、受託研修料

等について、民間の水準を考慮の上、その適正化に １．看護師等養成所の入学金及び授業料の改定
努め、平成１５年度に比し、中期目標の期間中に、 看護師等養成所の入学金及び授業料については、民間の給与水準を考慮した上、平成１６
授業料等の改定及び費用の縮減を図り、教育研修事 年度以降、計画的に引き上げを行った。
業における収支率を２０％以上改善する。

(1) 看護師、助産師、視能訓練士
平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

検定料 9,600円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円
入学料 70,000円 130,000円 180,000円 180,000円 180,000円 180,000円
授業料 166,800円 210,000円 280,000円 320,000円 360,000円 400,000円

(2) 理学療法士・作業療法士
平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

検定料 14,400円 26,000円 26,000円 26,000円 26,000円 26,000円
入学金 94,400円 166,000円 238,000円 310,000円 381,000円 450,000円
授業料 213,600円 283,200円 420,000円 557,000円 693,000円 830,000円

２．教育研修事業の収支率の改善
教育研修事業について、授業料等の改定、効率的な運営を行うことにより収支率を平成

１５年度比で３７．０ポイント増の改善となった。

平成２０年度 収支率６４．４％（対平成１５年度比 ３７．０ポイント増）
平成１９年度 収支率５５．５％
平成１８年度 収支率５６．５％
平成１７年度 収支率５３．２％
平成１６年度 収支率４８．１％
平成１５年度 収支率２７．４％
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（５）財務会計システムの導入等ＩＴ化の推進 （５）財務会計システムの導入等ＩＴ化の推進 （５）財務会計システムの導入等ＩＴ化の推進 Ａ Ａ Ａ Ａ Ｓ Ａ
企業会計原則への移行に伴う新たな会計処理へ 会計処理に必要なすべての病院共通の財務会計シ 4.22 4.00 4.00 3.89 4.85 4.19

適切に対応するため、ＩＴ化の推進を図り、各病 ステムを導入し、部門別決算や月次決算を行うとと １．財務会計システム
院の財務分析を行うなど、業務の効率的な運営に もに、各病院の経営状況の比較等病院の財務状況が 財務会計システムは、企業会計原則に基づく事務処理と月次・年次の決算処理、それに伴
努めること。 分析可能なものとすることにより経営改善を進め う財務諸表の作成を行うシステムであり、これにより作成された財務諸表を分析することに

る。 より、早期な経営状況の把握が行える。
平成１７年度においては、システムの改修により各ブロック単位（２０～３０施設）での

集計が可能となり大幅な時間の短縮が図られ、業務の軽減及び今までより早く経営分析に取
りかかることが出来た。

平成１８年度においては、契約事務の適正化の取組として、四半期毎の契約審査委員会に
おいて、業者との取引状況（急増急減等）を点検するため、取引先別の各月の取引高の一覧
を作成する機能を追加し、また、減損会計への対応など随時システムの改修を行った。

平成１９年度においては、契約事務の適正化にかかる会計規程等の一部改正を受け、取引
先との契約内容の登録及び支出業務における契約登録番号入力の必須化を実施した。また、
税制改正に伴う減価償却方法変更対応、独立行政法人会計基準改訂対応等、随時システムの
改修を行った。

平成２０年度においては、事務担当者の負担を増すことなく精度管理を向上させるため、
入力内容の正否について簡便に行える仕訳や伝票入力項目の誤りをチェックする禁則仕訳機
能を導入することにより、起票誤りによる手戻りを大幅に削減し、また、資産別固定資産明
細表、期間指定可能な仕訳表、複数月連結で出力可能な未収金・未払金・買掛金整理簿と
いった新規帳票出力を可能とし、決算業務の省力化を図った。

加えて、独立行政法人会計基準改訂対応やまつもと医療センター経営統合及び南横浜病院
廃止の組織変更に伴う対応等、随時システムの改修を行った。

なお、平成２１年４月から稼動する新財務会計システムへのデータ移行が必要となる未払
金・買掛金情報等のデータ抽出作業を行った。

２．経営分析システム（部門別決算等）
経営分析システムは、財務会計システム等のデータを利用して、部門別・診療科別損益計

算書や各種経営管理指標の算出、他施設との各種経営管理指標の比較が可能なシステムであ
り、これにより各部門毎の経営状況の把握や他施設との比較による問題点の把握を行い、経
営改善のための参考資料として活用している。

なお、独立行政法人化以降、部門別決算においては、費用の各部門への配分方法等の精度
向上に努めたところであるが、今後も更なる精度向上に努める。

３．医事会計システム標準化

【標準仕様書導入の目的・効果】

○標準化された仕様書により、機構の共通インフラとして各病院の医事会計システムを整
備する。これにより、診療情報の共有化を早急に進め、国立病院機構の一体的事業運営
基盤を一層強固なものとする。

○各病院の契約事務の負担軽減、合理化及びスケールメリットを活かしたＩＴ投資費の
低減を図る。

【医事会計システム標準仕様書の周知】

○具体的な周知方法
・国立病院機構総合情報ネットワークシステムの掲示版に標準仕様書を公開。（平成２０
年９月掲載。）

○標準仕様の特徴
・レセプトオンライン請求対応をはじめ、全国の機構病院においてベンダーや病院の属
性、規模にかかわらず標準的に使用できる仕様。

・通常、医事会計システムとは別個販売されている「入力チェック・自動算定機能」、「Ｄ
ＰＣ」調査データ作成機能」を標準搭載。

・病床管理業務、地域連携室業務、ＤＰＣコーディングの各機能についてはオプション
として各病院の要望により選択可能。
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【医事会計システム共同入札の実施】

○第１回共同入札（九州エリア７病院対象。平成２０年１０月２０日開札。）
・現導入費用と比較し１．４億円の削減効果(削減率５０％）。

○第２回共同入札（北海道～関東エリア１５病院対象。平成２１年３月１９日開札。）
・現導入費用と比較し８．１億円の削減効果（削減率６０％）。

○第３回共同入札（関西、中四国エリア１２病院対象。平成２１年４月１７日開札。）
・現導入費用と比較し２．６億円の削減効果(削減率４０％）。

４．診療情報データベース及び同分析システム
国立病院機構のネットワークを活用し各病院の医事会計システムに蓄積された診療情報（Ｄ

ＰＣデータ）を収集・分析することで、患者別の診療行為の比較や医療の質に係る統計の作
成、疾患別・患者毎のコスト把握やそれを用いたベンチマーク分析などを行うとともに、そ
れを情報発信していくことにより、国立病院機構が担う医療の質の向上及び我が国の医療の
均てん化に資することを目的とした「診療情報データベース及び同分析システム」の構築に
取り組み、平成２１年４月から運用を開始した。

５．総合研究センター（仮称）への取組（再掲）
政策医療ネットワークを活かした調査研究・情報発信機能の強化を目指し、標準化した医

事会計システムや診療情報データベース等を活用する形で、平成２１年度からの第２期中期
計画に盛り込んだ「総合研究センター（仮称）」の設立に向けた検討・準備に着手した。

６．評価会

(1) 評価会の概要
すべての病院において毎月の２５日を目途として、前月の月次決算状況における経営状

況の分析を行うため「評価会」を開催している。月次決算により当該月の患者数や収支状
況等を基に「平均在院日数」、「患者１人１日当収支」、「新患率」、「人件費率」、「材料費率」、
「患者紹介率」等の分析を行い「平均在院日数短縮のための院内ヒアリングの実施」、「患
者数確保のための具体策の検討」、「費用抑制方策」等、早い段階で問題点に対する対応策
の検討及び実施を行うことにより、すべての職員の経営に対する参加意識の向上を図るこ
とができ、病院全体が一丸となって経営改善を進めることができた。また、病棟単位での
患者数の動向や在院日数の状況などを分析し、病棟毎の問題点や対応策を検討することが
できた。

(2) 各病院で実施された経営改善の具体策と効果等

○ 平均在院日数の縮減等による上位基準の取得

○ 督促の強化や退院時精算の徹底等による医業未収金（患者自己負担分）の改善
<前年度債権>：平成１６年度回収率７９．３％→平成１７年度回収率８２．６％
→平成１８年度回収率８３．０％→平成１９年度回収率８４．２％
→平成２０年度８３．３％

○ 適正な在庫管理

○ 病診連携の強化や地域の老健施設との連携により地域医療の充実を図った。

○ 病診連携による後方支援病院としての紹介率のＵＰと逆紹介率の安定
<患者紹介率(年間平均)>:平成１６年度４０．５％→平成１７年度４２．７％

→平成１８年度４７．４％→平成１９年度５１．１％→平成２０年度５３．９％
<逆紹介率(年間平均)>:平成１６年度２８．７％→平成１７年度３３．２％

→平成１８年度３２．２％→平成１９年度３６．９％→平成２０年度４２．７％

○ 地域住民を交えた講演会や各種研修会（生活習慣病・成人病・認知症などの予防教室
や市民公開講座等）の開催
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７．オンライン請求実施状況
改正省令施行日が平成２０年４月１日である病院７２ヵ所のうち、平成１９年度までにに

前倒しを実施し、オンライン請求を導入した病院は６１ヶ所であった。残り１１病院につい
ても平成２０年４月診療分の請求より導入対応済である。

また、施行日が平成２１年４月１日である病院６４か所のうち、平成２０年度までに前倒
しして、オンライン請求を導入した病院は４６か所であった。残り１３病院についても平成
２１年４月診療分の請求より導入対応済である。また、５病院については、医事会計システ
ム更新時にあわせて対応するなどとして社会保険診療報酬支払基金に対し、所要の手続きを
取っているところであり、平成２１年度中に対応予定である。

さらに施行日が平成２２年４月１日である病院９か所のうち、４病院において、平成２０
年度までにオンライン請求を開始した。残り５病院についても改正省令に定める期限までに
導入予定である。

８．電子政府への協力

(1) ペイジー（Pay-easy）の利用
財政融資資金の償還や社会保険料等の国庫金の納付については、インターネットバンキ

ングで支払が可能な「ペイジー（Pay-easy）」に対応していることから、平成１９年９月か
ら本部において利用している銀行オンラインシステムを電話回線型からインターネット型
に変更し、ペイジーの利用を開始した。これにより支払業務の効率化及び事故防止を図っ
た。

平成１９年度 延べ３１回
平成２０年度 延べ６０回

(2) 国税電子申告・納税システム（e-Tax）の利用
政府のＩＴ新改革戦略（平成１８年１月１９日 ＩＴ戦略本部決定）に定められた国に対

する申請･届出等の手続のオンライン利用率の向上及び支払業務の効率化並びに事故防止の
観点から、平成２０年１月より本部から納税する消費税及び源泉所得税について、国税電
子申告・納税システム（e-Tax）の利用を開始した。

平成１９年度 延べ ６回
平成２０年度 延べ２４回
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（６）業務・システム最適化 （６）業務・システム最適化 （６）業務・システム最適化
国立病院機構総合情報ネットワークシステムに 国立病院機構総合情報ネットワークシステムにお

おける、システム構成及び調達方式の見直しを行 ける、システム構成及び調達方式の見直しを行うこ １．ＣＩＯの設置
うことにより、システムコスト削減、システム調 とにより、システムコスト削減、システム調達にお 「独立行政法人等の業務・システム最適化実現方策」（平成１７年６月１９日）に基づき、
達における透明性の確保及び業務運営の合理化を ける透明性の確保及び業務運営の合理化を図るた 独立行政法人における業務・システムの最適化を実現するため、業務全般に責任を持つ情報
図ること。 め、体制整備を行い、上記システムに係るシステム 化統括責任者（ＣＩＯ）を平成１７年度に設置した。さらに業務・システムに係る監査、最

このため、上記システムに係る刷新可能性調査 監査及び刷新可能性調査を平成１８年度中に実施 適化計画の策定、情報システムの調達等を円滑に行うため、情報システム等に関して専門的
等を平成１８年度中に実施し、これらを踏まえ平 し、これらを踏まえ平成１９年度中に業務・システ 知識を有する情報化統括責任者（ＣＩＯ）補佐官も併せて設置した（当初１名、平成１９年
成１９年度末までに業務・システムの最適化計画 ムの最適化計画を策定し、公表する。さらに、平成 度には２名、平成２０年度から３名）。
を策定し、公表すること。 ２０年度より最適化に着手する。

２．国立病院機構ＩＴ化推進委員会の設置
国立病院機構に適した情報通信ネットワークの形成を図るとともに、各病院の医療情報化

を推進し、国立病院機構の行う業務全般の合理化・効率化を図るための基盤整備やシステム
開発計画等に関する今後の基本方針を検討するため、国立病院機構ＩＴ化推進委員会を設置
した。

さらに当該委員会の下に「国立病院機構における病院情報システム導入標準化作業部会」（平
成１８年８月）を設置し、情報システム導入に関する現状の問題点を検証するとともに、電
子カルテやオーダリングシステム等の標準的要件仕様等の検討を平成１８年度以降開始した。

３．システム監査及び刷新可能性調査の実施
「独立行政法人等の業務・システム最適化実現方策」（平成１７年６月１９日）に基づき、

国立病院機構総合情報ネットワークシステムにおける、システム構成及び調達方式の抜本的
な見直しを行うとともに、徹底した業務改革を断行し、システムコスト削減、システム調達
における透明性の確保及び業務運営の合理化を実現するため、業務・システムに係る監査及
び刷新可能性調査を平成１９年度に行った。

【システム監査・刷新可能性調査概要】
○ＨＯＳＰｎｅｔ全体のシステム構成の見直し
・データの一元化によりサーバーを集約することができ、約１７０台の削減が可能とな
る。

・システムの統合を行うことで、ハードウェア・ソフトウェアの保守費用の削減が可能
となる。

○ネットワークの見直し
・回線帯域の増強を行うことで、システム利用時のレスポンスが向上し、業務効率の向
上が見込まれる。

○保守運用の見直し
・運用監視時間帯の見直しを図ることで費用の削減が見込まれる。

○組織としての情報システムに係る取組
・一括調達を見直し、分離調達を行うことで調達コストの低減が見込まれる。
・セキュリティーポリシーの策定が必要である。
・システム利用者への研修・教育の充実が必要である。
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４．最適化計画の策定・公表
「独立行政法人等の業務・システム最適化実現方策」（平成１７年６月２９日各府省情報化

統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議決定）に基づき、平成１９年１０月１０日に国立病院機構総
合情報ネットワークシステム（ＨＯＳＰｎｅｔ）における最適化計画を策定し、ホームペー
ジ上にこれを公表した。

【最適化計画の概要】
○基本理念を
①業務の効率化・合理化、②利用者の利便性の維持・向上、③安全性・信頼性の確保、
④経費削減 とした。

○ 業務の効率化・合理化
・サーバの集中化によるデータの一元化
・運用監視時間帯の見直し
・システムの統廃合
・システム利用者への研修・教育の充実

○ 利用者の利便性の維持・向上
・データ連携の強化見直し
・要件定義の明確化
・ネットワーク回線帯域の増強

○ 安全性・信頼性の確保
・セキュリティーポリシーの策定
・冗長化による信頼性の向上
・バックアップ方式の見直し

○ 経費削減
・ハードウェア、市販パッケージソフトウェア経費の削減
・運用保守費用の削減
・業務の効率化・合理化による業務時間の削減

５．最適化の実施
独立行政法人国立病院機構総合情報ネットワークシステム（ＨＯＳＰｎｅｔ）更改にあ

たっては、平成１９年１０月に策定した『独立行政法人国立病院機構総合情報ネットワーク
システム（ＨＯＳＰｎｅｔ）における業務・システム最適化計画』に基づき、最適化を実施
した。

平成２１年４月から新ＨＯＳＰｎｅｔシステムの稼働を開始し、一部システムについては、
６月までの間、並行稼働を行い、７月に新システムへの全面切替を実施し、本格稼働を開始
する。

【具体的内容】
◎業務の効率化・合理化
○サーバの集中化によるデータの一元化

これまで、本部・ブロック事務所、病院の拠点毎に設置されたサーバに保持されて
いた人事給与データや財務データを中央の保守センターに設置されたサーバで一元管
理することにより、データの整合性を確保し、業務の効率化を図った。

また、サーバの二重化が低コストで可能となり、安全性・信頼性の向上を図った。

○システムの統廃合
システムの利用状況を勘案した上で、利用頻度の少ないシステムを廃止するととも

に、我が国の医療の均てん化に資することを目的とした「診療情報データベース及び
同分析システム」など新規システムを導入した。

《新規導入システム》
①診療情報データベース及び同分析システム

・診療情報を収集し、疾病別の稼働額実績や科別の収益比較等のＤＰＣ分析を
行うためのシステム

②医療安全情報システム
・病院で医療事故等情報に係るデータを作成し、本部・ブロック事務所へ報告
するためのシステム

・本部は集計したデータを基に分析を行う
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③治験管理システム
・本部、病院で契約を行う治験等受託研究の情報を管理するためのシステム
・受託した契約の進捗管理及び収支管理を行う

◎利便性の維持・向上
○データ連携の見直し
人事異動に伴う異動者情報について、システム側の一括取り込みを可能とし、手入

力部分を省略するなど、作業時間の削減を図るためのシステム設計・開発を行った。

○要件定義の明確化
利用者の業務ニーズ（性能目標値、必要な検索項目、画面・帳票レイアウト、ＨＯ

ＳＰｎｅｔ端末等の台数）を明確にした要件定義書を作成した。性能要件、検索項目、
画面・帳票レイアウトを明確にすることで、レスポンス速度を改善し、ユーザの利便
性、操作性の向上を図った。

○ネットワーク回線帯域の増強【平成１９年度に実施】
各病院における回線帯域を１２８Ｋｂｐｓから１０Ｍｂｐｓへ変更することで、シ

ステム利用時のレスポンス（応答時間）を改善し、ユーザの利便性、操作性の向上を
図る一方、一般競争入札により、回線使用料（年間△７，３１５万円）の削減を図っ
た。
また、ネットワーク回線及びネットワーク機器を二重化し、システムの稼働停止時

間を最小限に抑え、信頼性の向上を図った。

◎安全性・信頼性の向上
○冗長化による信頼性の向上
サーバやネットワーク回線及び機器を冗長化（二重化）構成にし、システムの稼働

停止時間を最小限に抑えることで、信頼性の向上を図った。

○バックアップ構成の見直し
各種システムのデータバックアップサイクルについては、システムの内容により、

適切と判断されるサイクルに短縮し、安全性・信頼性の確保を図った。

◎経費削減
最適化前 約１０４億円であったＨＯＳＰｎｅｔ経費については、最適化後約８０

億円となり、△約２４億円の経費削減が見込まれる。

※「最適化前 約１０４億円」については、人事給与システム及び財務会計システ
ム開発経費（約１３億円）及び平成１４年度から平成１８年度までの５年間の運
用経費（約９１億円）を基に算出

※「最適化後 約８０億円」については、新ＨＯＳＰｎｅｔシステムへの切替に必
要な初度経費（システム設計・開発費、ハードウェア購入費等）及び平成２１年
度から平成２５年度までの５年間の運用経費の総額（平成２１年４月１日現在）

［経費削減の主な要因］
○ハードウェア、市販パッケージソフトウェア経費の削減
保守センターへのサーバ集中化により、本部・ブロック事務所、病院の各拠点に設

置するサーバには各種システムを稼働させるために必要な市販パッケージソフトウェ
ア及びデータベースの機能が不要となった。このため、現行よりスペックの低いサー
バでの運用が可能となり、ハードウェア、市販パッケージソフトウェアの導入費用及
び保守費用の削減を図ることができた。

○市販パッケージソフトウェアを活用した開発費用の削減
システム設計・開発にあたっては、市販パッケージソフトウェアを活用することに

より、機構独自の開発部分を減らし、開発費用の抑制や開発期間の短縮を図った。

○運用監視時間帯の見直し【平成１９年度に実施】
休日・夜間のＨＯＳＰｎｅｔ利用状況や障害発生状況及び費用対効果等を踏まえた

上で、「２４時間３６５日」から「平日（業務繁忙期の土日を含む）９時～２１時」に
見直すこと等により経費削減を図った。
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○競争入札及び分離調達方式の導入
競争入札（総合評価落札方式）とするとともに、①システム設計・開発、②ハード

ウェア、③運用、④ネットワーク回線など毎に、分離調達を行い、専門分野に強い業
者と契約することでシステムの品質向上と経費削減を図った。
また、調達（総合評価落札方式等）による事業者選定にあたっては、業務・システ

ムに対する理解度、仕様書の理解度及び設計・開発能力などを中心に選定基準を作成
・公表し、調達の透明性を確保した。

○ソフトウェア調達について
マイクロソフト社製などのソフトウェア使用権（ライセンス）の購入にあたっては、

政府機関向けのボリュームライセンス制度（購入台数に応じたライセンス料金の割引
優遇制度）を利用して経費削減を図った。

６．最適化の評価・検証
最適化の実施内容について、予め策定した最適化効果指標の目標値等に基づき、平成２１

年度に評価を行う予定である。
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

第４ 財務内容の改善に関する事項 第３ 予算、収支計画及び資金計画 第３ 予算、収支計画及び資金計画
「第３ 業務運営の効率化に関する事項」で定 「第２ 業務運営の効率化に関する目標を達成

めた事項に配慮した中期計画の予算を作成し、当 するためにとるべき措置」で定めた計画を確実に実
該予算による運営を実施することにより、中期目 施することにより、国立病院機構全体の財務内容の
標の期間における期首に対する期末の財務内容の 改善を図るため、以下の目標を達成する。
改善を図ること。

１ 経営の改善 １ 経営の改善 １ 経営の改善 Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ
中期目標の期間の５年間を累計した損益計算にお 中期目標の期間の５年間を累計した損益計算におい 4.56 4.78 4.67 5.00 5.00 4.80

いて、経常収支率を１００％程度とすること。 て、経常収支率を１００％以上とすることを目指す。 １．５期連続の経常収支黒字
平均在院日数の短縮や地域連携による診療報酬にかかる上位基準の取得、新規患者の増加

等の経営改善に向けた努力を行うとともに赤字病院の赤字を圧縮するため経営指導を積極的
に実施した。

結果として、平成２０年度は経常費用が対前年度６２億円の減になる一方で、医業収益は
前年度と比べ９７億の増となったことにより経常収支３９，２３８百万円、経常収支率
１０５．１％の黒字となり、平成１６年度の経常収支１９６百万円、平成１７年度の経常収
支３，５６４百万円、平成１８年度の経常収支８，９７５百万円、平成１９年度の経常収支
２８，９２３百万円の黒字に対し、５期連続で黒字となるとともに平成１９年度の経常収支
を上回り大幅に経営改善されるとともに、５年間の経常収支率についても１０２．２％とな
り、中期計画に掲げる目標値を達成した。

なお、平成１６年度決算において７６病院あった赤字病院（再編施設を除く）については、
４１病院（△３５）に減少し、赤字額についても２５８億円から１１２億円（△１４６億円）
となり大幅に改善された。

２．総収支の黒字化
平成１７年度に総収支３２７百万円の黒字、平成１８年度に８，９７５百万円の黒字、平

成１９年度に２３，８９２百万円の黒字、平成２０年度においても２９，９９６百万円の黒
字となり、総収支の黒字が維持されている。

総収支額
平成１６年度 △１，５６１百万円
平成１７年度 ＋３２７百万円
平成１８年度 ＋８，９７５百万円
平成１９年度 ＋２３，８９２百万円
平成２０年度 ＋２９，９９６百万円

３．医業未収金の解消
平成１７年度に本部として「国立病院機構における債権回収事務の手引」を作成し、平成

１８年度に高額療養費の現物給付化、出産育児一時金の受領代理制度が導入されたことに伴
う当該手引の改正、平成２０年度に基本的な回収フローの追加等の改正を行い、各病院へ周
知し、各病院においては、法的措置の実施を含め、医業未収金の更なる回収に取り組んでき
た。

なお、医業未収金の支払案内業務等について、民間事業者の創意工夫やノウハウを活用す
るため、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」に基づき、市場化テストによ
る民間競争入札を行い（平成２０年６月３０日開札）、８２病院が、落札者である日立キャピ
タル債権回収株式会社と平成２０年７月３１日付で契約を締結し、平成２０年１０月より業
務委託を開始した。平成２１年３月末時点で、委託額７４６百万円に対して、入金額１８百
万円（入金率２．４％）となっている。

※医業未収金残高（不良債権相当分）
平成17年度 → 平成18年度

(平成18年1月末現在) (平成19年1月末現在)
医 業 未 収 金 4,642百万円 → 4,640百万円（△ 2百万円）
破 産 更 生 債 権 等 2,731百万円 → 2,711百万円（△ 20百万円）
その他の医業未収金 1,911百万円 → 1,929百万円（ 18百万円）

→ 平成19年度 → 平成20年度
(平成20年1月末現在） (平成21年1月末現在）

→ 4,160百万円（△480百万円） → 4,155百万円（△ 5百万円）
→ 2,521百万円（△190百万円） → 2,677百万円（ 156百万円）
→ 1,639百万円（△290百万円） → 1,478百万円（△161百万円）



- 100 -

事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

※医業収益に対する医業未収金の割合
医業収益 医業未収金 割合

平成17年度 1,252,113百万円(16.4～18.1) 1,911百万円 0.153％
(平成18年1月末現在)
平成18年度 1,281,567百万円(17.4～19.1) 1,929百万円 0.151％

(平成19年1月末現在)
平成19年度 1,308,184百万円(18.4～20.1) 1,639百万円 0.125％

(平成20年1月末現在)
平成20年度 1,348,495百万円(19.4～21.1) 1,478百万円 0.110％

(平成21年1月末現在)

※法的措置実施件数
平成18年度年度 → 平成19年度 → 平成20年度

（平成19年1月末現在） （平成20年1月末現在） （平成21年1月末現在）
支払督促制度 56件 → 84件 → 155件
少 額 訴 訟 11件 → 9件 → 10件
訴 訟 17件 → 35件 → 36件

計 84件 → 128件 → 201件

４．経営指導の実施

(1) 平成１７年度
平成１６年度決算において赤字病院のうち、平成１７年度計画においても機構全体の財

政状況を悪化させる恐れのあった２８病院に対して実地経営指導を行った。
また、各病院の状況により病棟集約や結核病床のユニット化の検討、平均在院日数の短

縮や看護師の再配置による施設基準の上位取得、地域医療連携室の強化や業務内容の見直
しなどの指導を行うことにより収益の悪化を食い止めた。

(2) 平成１８年度
平成１７年度決算における赤字病院のうち、平成１８年度計画においても国立病院機構

全体の財政状況を悪化させる恐れのあった２３病院に対して実地経営指導を行った。
また、各病院の状況により、結核病床のユニット化や病床種別変更の検討、地域医療連

携室の強化や業務の見直し、各指導料の算定状況の確認などの指導を行うことにより経営
の改善を図った。

５．個別病院毎の経営改善計画（再生プラン）の実施（再掲）
平成１９年度において、特に早急な経営改善着手が必要な５９病院が、本部及びブロック

事務所の支援を受けながら、部門毎の生産性に着目するなどして、改善項目を検討し、行動
目標を明確化した中期的な個別病院毎の経営改善計画（再生プラン）を策定した。そのうち、
南横浜病院を除き、過去債務の利払額を超える改善が見込まれる５８病院について平成２０
年３月末に本部が承認した。

平成２０年度においては、毎月の月次決算において、各病院の経常収支、一日平均入院患
者数、患者一人当たり入院診療額について、平成１９年度実績及び平成２０年度計画と
の比較を行うなど、その進捗状況の確認を行ったところであり、計画２カ年目となる平成
２１年度においても、引き続き、個別病院における収支改善に努めている。

また、経営手腕を発揮している院長及び副院長等に再生プラン特別顧問を委嘱するととも
に本部及びブロック事務所に専属チームを設け、年度計画に対して経常収支が著しく下回っ
ている病院への個別訪問（延べ２５病院）を行うなど、収支改善に努めた。

※経常収支が平成２０年度計画を達成した病院 ３１病院
経常収支が平成２０年度計画を下回った病院 ２７病院（うち、前年度実績を上回って
いる病院 １３病院）
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

２ 固定負債割合の改善 ２ 固定負債割合の改善 ２ 固定負債割合の改善 Ａ Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ Ｓ
各病院の機能の維持を図りつつ、投資の効率化を 各病院の機能の維持を図りつつ、投資を抑制的に行 4.22 4.67 4.56 5.00 5.00 4.69

進め、国立病院機構の固定負債（長期借入金の残高） うことにより、機構の固定負債（長期借入金の残高） １．病院の機能維持に必要な整備を行いつつ負債の減少
を減らすことにより財務内容の改善を図ること。 を減少させる。

そのため、個々の病院における建物や大型医療機器 (1) 建築単価の見直し(P73 第2の2(1)③｢建築コスト｣参照)
の投資に当たっては、長期借入金等の償還確実性等を 建物整備における建築コストを引き下げることにより、必要な整備内容を確保しつつ整
確保するとともに、一定の自己資金を用意することを 備総額の縮減を図った。
原則とする。

(2) 医療機器整備の投資枠(P85 第2の2｢医療機器・施設整備に関する計画｣参照)
１ 予 算 別紙１ 病院の機能維持に必要な医療機器への投資を適切に行うため、各病院の決算状況を踏ま
２ 収支計画 別紙２ えた投資枠を設定し、投資の回収や効果についても十分に検証を行い、必要かつ無駄のな
３ 資金計画 別紙３ い投資を行った。

(3) 内部資金を活用した貸付制度
内部資金を活用することにより償還期間の短い貸付区分の新たな設定や償還方法の多様

化を行い、病院が投資内容に見合った償還期間を選択をしやすいものとした。このことに
より機構全体として長期借入金の償還を早める仕組みを策定した。

○ 中期目標（中期計画期間中総投資額1,984億円）に対する進捗
16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

中期計画期間中の総投 661億円 477億円 322億円 237億円 303億円
資額（内部資金含む） 累計額 661億円 1,138億円 1,460億円 1,697億円 2,000億円
総投資額に対する割合 33.3％ 57.4％ 73.6％ 85.5% 100.8%
(累計額/1,984億円)
※総投資額は、各年度に投資決定した医療機器・施設設備整備にかかる金額のうち、第1期
中期計画期間中に支払が発生する金額を計上。（支払サイトを2ヶ月としているため、平成
２１年５月までの支払額を計上している。）

○ 長期借入金等の借入実績推移(単位:億円)
区分 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 合計

財政融資資金 368 254 143 100 - 865
建物整備 324 214 103 100 - 741
医療機器等整備 44 40 40 － - 124

財投機関債 － 30 30 50 - 110
建物整備 － － － 20 - 20
医療機器等整備 － 30 30 30 - 90

合計 368 284 173 173 - 975

○ 固定負債額の減少割合
16年度期首 17年度期末 18年度期末 19年度期末 20年度期末
7,471億円 7,223億円 6,925億円 6,501億円 5,971億円(※)

対前年度 対16年度期首
減少額 減少率 減少額 減少率

▲530億円 ▲8.2％ ▲1,500億円 ▲20.1％(※)

※改革推進公共投資国立病院及療養所施設費（133億円）を含めた長期借入金は、7,604
億円であり、▲21.5%の減となる。

２．資金の運用
時価又は為替相場の変動等の影響を受ける資金及び運用はない。
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

４ 機構が承継する債務の償還 ４ 機構が承継する債務の償還 ３ 国立病院機構が承継する債務の償還 Ａ － － － － －
承継した債務の処理を確実に行うこと。 企業会計原則に基づく、会計処理へと変わることか 3.78 － － － － －

ら、国立病院機構全体として、収支相償を目指すとと １．約定どおりの確実な償還
もに、借入金の元利償還を確実に行う。

(1) 国立病院機構が国から承継した債務は、７４７，１４７，０４２千円（財政融資資金）
であり､平成１６年度は、約定どおり償還を確実に行った。

平成１６年度償還額
元金 ４３，９９４，０５９千円
利息 ２２，０２８，８８４千円
合計 ６６，０２２，９４２千円

(2) 平成１７年度は、約定どおり償還を確実に行った。
平成１７年度償還額
元金 ４６，００５，２９２千円
利息 ２０，４９２，９３０千円
合計 ６６，４９８，２２２千円

(3) 平成１８年度は、約定どおり償還を確実に行った。
平成１８年度償還額
元金 ４７，１３２，５６５千円
利息 １８，９４７，４４１千円
合計 ６６，０８０，００５千円

(4) 平成１９年度は、約定どおり償還を確実に行った。
また、経営体質の更なる改善を図るため、繰上償還を行った。
平成１９年度償還額
元金 ５７，４０２，７５４千円
利息 １８，８９４，０６５千円
合計 ７６，２９６，８１９千円
（うち繰上償還額）
元 金 ９，０６３，８２０千円
補償金 １，５６６，６１０千円
合 計１０，６３０，４３０千円

(5) 平成２０年度は、約定どおり償還を確実に行った。
また、一部繰上償還を行った。
平成２０年度償還額
元金 ４９，９６６，８８２千円
利息 １５，３２５，５７８千円
合計 ６５，２９２，４６０千円
（うち繰上償還額）
元 金 １，６７３，９２６千円
補償金 ４２，８３７千円
合 計 １，７１６，７６３千円
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

第４ 短期借入金の限度額 第４ 短期借入金の限度額
１ 限度額 １１０，０００百万円
２ 想定される理由 平成１６年度～平成２０年度における短期借入金はない。

① 運営費交付金の受入遅延等による資金不足へ
の対応

② 業績手当（ボーナス）の支給等、資金繰り資
金の出費への対応

③ 予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給
等、偶発的な出費増への対応
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

第５ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとする 第５ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときはその計画
ときはその計画
なし １．旧秋田病院（平成１６年度）

旧秋田病院跡地については、当機構が災害時医療活動の拠点用地等に使用する目的として
いたが、平成１６年１０月に本荘市から、跡地利用として防災施設、保健福祉施設、教育施
設として有効活用したい旨の要望があり、その内容を点検したところ、当該機構としての利
用計画の目的を本荘市の利用計画は十分に包摂し、その地域の公益の向上に資する内容であ
ることから、平成１７年２月に当該地を本荘市に有償譲渡した。

２．奈良病院（平成１６年度）
再編成計画にもとづく移譲施設である国立病院機構奈良病院については、平成１６年１２

月１日に奈良市に移譲した。その際、独立行政法人国立病院機構法附則第１５条並びに同法
施行令附則第２１条にもとづき国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の廃止に伴
う経過措置が適用され資産を無償で譲渡した。

３．原病院の減額譲渡（平成17年度）
再編成計画に基づき、国立病院機構広島西医療センター（旧国立大竹病院）に統合するこ

ととしていた国立病院機構原病院については、地域の福祉増進の観点から平成１７年７月１
日に社会福祉法人三篠会に移譲した。その際、独立行政法人国立病院機構法附則第１５条並
びに同法施行令附則第２１条の規定に基づき、国立病院機原病院の用に供されていた資産の
うち法令適用対象の資産については４割５分を減額した価格、当該資産以外の資産（土地）
については、時価により譲渡した。

４．四国がんセンターの土地処分（平成１８年度）
国立病院機構四国がんセンターの新病院移転整備にあたっては、平成１４年３月に旧四国

がんセンター敷地と松山市所有地との交換契約を締結し事業を実施した。その際、病院の移
転後に松山市に譲渡することとされていた旧病院宿舎地（飛地）については、平成１８年４
月１日の新病院移転に伴い整備した（職員）宿舎への職員の移動が完了した平成１８年１２
月２７日に売却した。

なお、松山市は取得した土地を都市公園の用に供することとしている。

５．豊橋病院の土地交換処分（平成１８年度）
再編成計画に基づき、旧豊橋東病院（現豊橋医療センター）と旧豊橋病院を旧豊橋東病院

の地で統合することとしたが、統合新病院の機能を果たすためには病院の建替えが必要であ
り、また、旧豊橋東病院敷地は狭隘なため、旧豊橋東病院に隣接する豊橋市所有地と旧豊橋
病院敷地との交換により新病院建設用地の確保を行う計画とした。

平成１７年３月に豊橋医療センターが完成し、平成１８年３月には旧豊橋病院の既存建物
の解体撤去が完了したことに伴い、平成１８年１０月に土地交換契約を締結した。

なお、豊橋市は、交換により取得した土地を福祉、救急医療の拠点エリアとすることとし
ている。

６．浜田医療センターの土地交換処分（平成１９年度）
島根県県西部地域の高度医療を担う中心的な医療機関として位置づけられている国立病院

機構浜田医療センターは、島根県、浜田市等による県西部の地域医療の充実強化を図るため
の協議等において浜田医療センターの機能強化には抜本的な整備が必要とされ、敷地が狭隘
なため早期に移転新築ができるよう協力することが合意された。島根県は、既存の成人病予
防センター等を浜田医療センターと合築し、運営を委託することとし、浜田市はＪＲ浜田駅
北側を「浜田市医療福祉ゾーン」として位置づけ整備する方針を決定、駅北側再開発計画の
一環として浜田医療センター整備にまとまった一体地を確保し、現在の浜田医療センター敷
地と土地交換契約を平成１９年６月に締結した。

なお、浜田市は、交換により取得した土地を文教・住居ゾーンと位置付け、将来の浜田市
の活性化に供するまちづくり計画を策定することとしている。
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

第６ 剰余金の使途 第６ 剰余金の使途
決算において剰余を生じた場合は、将来の投資（病

院建物の整備・修繕、医療機器等の購入等）に充て (1) 平成１６年度の決算においては、剰余が生じなかった。
る。

(2) 平成１７年度の決算において３２７，０５６千円の剰余が生じたため、繰越欠損金へ充
当した。

(3) 平成１８年度の決算において８，９７５百万円の剰余が生じたため、１，２３４百万円
を繰越欠損金へ充当し、７，７４１百万円を翌年度以降の投資（病院建物の整備・修繕、
医療機器等の購入費）に充てるための積立金とすることとし、平成２０年３月３１日、厚
生労働大臣から目的積立金の承認を受けた。

(4) 平成１９年度の決算において２３，８９２百万円の剰余が生じたため、積立金とした。

(5) 平成２０年度決算における利益剰余金は、積立金２３９億を加え、５３９億円を計上し
た。これらの利益剰余金については、第一期中期目標の最終年度であることから、積立金
として整理したところである。（会計基準第８０条第３項による運営費交付金の振替額（執
行残額）３２億円については、国庫返納）

また、平成１８年度決算における利益剰余金７７億円については、平成２０年３月に厚
生労働大臣から目的積立金の承認を受けており、平成２０年度において、医療機器整備等
１４７億円（補助金除く）の一部に充てた。

なお、国立病院機構は、医療観察法、障害者自立支援法に基づく政策医療を含め、各地
域のニーズにも対応して質の高い医療の提供を行っているところであり、これらの医療を
安定的、確実に提供するためには、築４０年を経過し老朽化している建物の更新築に加え、
耐用年数を経過した医療機器の更新が必要である。

さらに、独法移行時に承継した約７，４７１億円の債務について、第二期中期目標期間
中においても２，０３２億円を償還しなければならないことから、それらの支払に充てる
資金も必要であり、経営基盤の安定化が不可欠であることから、利益剰余金については、
適切な医療の提供に欠くことのできない新規投資及び過去債務の償還に充当する資金とし
て必要な額の範囲内であり、安定的な業務遂行のために過大な利益とはなっていない。

利益剰余金
平成１６年度 ―
平成１７年度 ―
平成１８年度 ７７億円
平成１９年度 ３１６億円（うち施設設備整備積立金７７億円）
平成２０年度 ５３９億円（うち積立金２３９億円 ※会計基準第８０条第３項によ

る運営費交付金の振替額（執行残額）３２億円について
は、国庫返納）
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

第５ その他業務運営に関する重要事項 第７ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 第７ その他主務省令で定める業務運営に関する事項

１ 人事に関する計画 １ 人事に関する計画 １ 人事に関する計画 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ
国民の医療需要や医療環境の変化に応え、良質な 3.67 3.89 4.00 4.00 4.00 3.91

医療を効率的に提供していくために、医師等の医療 ① 方針 ① 方針
従事者を適切に配置する一方、技能職についてはア 良質な医療を効率的に提供していくため、医師、

ウトソーシング等に努め、一層の効率化を図ること。 看護師等の医療従事者数については、医療を取り巻 １．患者のＱＯＬの向上及び療養介護事業への対応（再掲）
また、必要な人材の育成や能力開発、人事評価や く状況の変化に応じて柔軟に対応する。 患者のＱＯＬの向上のため、看護師の指示の下、入浴、食事、排泄等のボディータッチを

異動を適切に行うことのできるシステムの確立を図 技能職等の職種については、業務の簡素化・迅速 主として行うとともに夜勤にも対応できる新たな職種として、「療養介助職」を平成１７年度
ること。 化、アウトソーシング化等による効率化を図る。 に創設した。

また、良質な人材の確保及び有効活用を図るため、 また、障害者自立支援法に基づく筋ジス病棟等における療養介助事業の実施に必要な人員
ブロック内での職員一括採用を行うとともにブロッ も含め、平成２０年度までに４９病院で療養介助員を導入し５６３名を配置した。
ク内での人事交流を促進するための人事調整会議の
設置を行うほか、有為な人材の育成や能力の開発を ２．技能職の離職後の不補充並びに非常勤化及びアウトソーシング化の継続（再掲）
行うための研修を実施する。 技能職については、業務の簡素化・迅速化を図り、常勤職員の離職後の後補充は行わず、

短時間の非常勤職員での後補充又は、アウトソーシング化を図った。
なお、業務委託についても平成２０年度までに、検査部門におけるブランチラボについて

は８病院、給食業務の全面委託については８病院で導入しており、引き続き効果的な運営を
行った。

３．良質な人材の確保及び有効活用
良質な人材の確保及び有効活用を図るため、院長の選任にあたっては適材適所を徹底し、

また、職員の採用にあたっては、ブロック単位で実施するとともに、ブロック内での人事交
流を促進するため、ブロック担当理事が任命権を有する職員の人事異動の調整を行う人事調
整会議を開催し、人事異動等につき適正に調整を行った。

４．研修の実施
有為な人材育成や能力の開発を行うため、国立病院機構本部研修委員会により研修計画を

策定し実施した。
平成１６年度より看護部長等の幹部看護師の管理運営能力の向上を図るため、幹部看護師

管理研修を実施したほか、医療技術系の研修を実施した。これに加え平成１７年度より新た
に、院長・副院長といった管理・監督者に必要な病院の管理運営に関する知識の習得及び管
理運営能力の向上を図るための研修（院長研修、副院長研修）を実施し、さらにその対象を
拡大し平成１９年度より統括診療部長、事務（部）長に対する研修も実施した。

５．医師確保対策の推進

(1) 女性医師支援モデル事業の実施
女性医師が子育てをしながら働きやすい職場環境を整備すること及び子育て等で臨床現

場から離れている女性医師に対して復職支援を行うことにより、女性医師を確保すること
を目的として「女性医師支援モデル事業」を平成１９年度から平成２０年度までの２か年
計画で１５病院において実施した。
なお、平成２１年度において、モデル事業を実施した１５病院に対しアンケートを行い、

事業の成果を検証し、今後の対応策を検討することとしている。

(2) シニアフロンティア制度の創設
平成１８年度に医師確保が困難な国立病院機構病院での診療にあたることを希望した定

年予定医師が引き続き勤務できるシニアフロンティア制度を創設し、平成１９年度におい
て１名実績があるが、当該医師についてさらに平成２２年３月末まで勤務延長を実施する
とともに、平成２０年度においては、退職予定医師（１名）に対し平成２２年３月末まで
勤務延長を実施した。
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

(3) ＩＴを活用した精神科領域における多施設共同研修の実施（再掲）
精神科医療施設の教育の中では、細かい手技の指導を要することはあまりなく、映像や

画像と音声があれば、ほとんどの診療情報を指導医と教育を受ける研修医の間で共有する
ことが可能である。精神科医療におけるこのような教育指導の特色を踏まえ、平成２１年
２月から、肥前精神医療センターを中心とした、花巻病院、久里浜アルコール症センター、
東尾張病院及び琉球病院の５病院をテレビ会議システムでつなぎ、自院の精神科領域の特
徴を踏まえたテーマを各病院が出し合うことなどを通じ、共通の講義、講演、症例検討会、
及び個別の教育指導等を行うことで、症例は豊富にあるものの医師確保が困難で指導医の
体制が必ずしも十分とは言えない病院においても、効果的な教育研修を行うことができる
よう、多施設共同研修システムの運用を開始した。

なお、平成２１年度以降も、当該システムのより効果的・効率的な運用を図っていくこ
ととしている。

(4) 医師の処遇改善（再掲）
○ 医長以上の医師について業績年俸を平成１７年度から導入し、勤務成績の優秀な者に
対してより処遇に反映ができる制度とした。

○ 平成１８年９月に医師数が医療法標準の７０％以下等の病院への緊急医師派遣制度に
より派遣された医師に対する医師派遣手当を創設した。
また、平成２０年４月には、緊急医師派遣制度以外に実施されている医師確保又は病

院の機能の補完・向上を目的とする機構病院間の医師派遣の活用を図るため、医師派遣
手当の支給対象に加えた。

○ 夜間の手術・分娩等の業務に備えて待機を行う医師等の処遇の改善を図るため、救急
呼出待機手当を創設し、平成２０年４月に施行することとした。

○ 国が、医師の給与について、初任給調整手当を引き上げたことに伴い、地方の病院に
勤務する医師が多いことから、国との均衡を図るため医師手当の引き上げを実施した。（平
成２１年４月施行）

○ 国家公務員育児休業法の改正による育児短時間勤務制度の創設に伴い、平成１９年８
月に給与及び勤務時間制度の改正を行い、子供を持つ女性医師等が働き続けられる環境
の改善を行った。

○ ドクターヘリ等に搭乗し、救急医療等の業務に従事する医師等に対する手当（ヘリコ
プター搭乗救急医療手当）を平成１９年１２月に創設し、平成１９年４月に遡って適用
した。）

(5) その他
○ 平成１９年度には、医師の給与その他の処遇について記載したパンフレット「けっこ
ういいぞ！！ＮＨＯ」を作成し、臨床研修医や大学等の関係機関への周知を図った。
また、国立病院機構の子育て支援の取組について記載したパンフレット「子育て中の

みなさまへ～そろそろ復職してみませんか？～」を作成し、女性医師等へ周知を行った。
これらのパンフレットについては、国立病院機構のホームページにおいて公開し、ダ

ウンロードにより広く入手できるようにしている。
○ 特に医師確保に問題のある病院については、大学等関係機関への医師派遣の働きかけ
において、本部が主導的役割を果たしている。
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

６．看護師確保対策の推進(P44 第1の3(1)③｢看護師のキャリアパス制度の構築｣参照)
「国立病院機構における看護師確保に関する検討委員会」で検討した看護師確保を推進し

ていくため、全病院統一の研修ガイドラインの運用開始、副看護師長のポスト増、教育担当
看護師長の配置、国立病院機構による実習指導者講習会の開催、奨学金制度の運用開始等の
具体的対策を順次実施し、看護師の確保に努めた。

【附属看護師養成所卒業生の国立病院機構病院への就職率】
平成１６年度 ５６．７％
平成１７年度 ５８．７％
平成１８年度 ６５．２％
平成１９年度 ６５．１％
平成２０年度 ６７．３％

その他に

(1) 急性期医療を提供している病院と慢性期医療を提供している病院に勤務している看護師
とが病院間交流研修を行い、実際の現場で体験し学ぶことにより、看護師確保困難病院が
担っている政策医療分野の看護等についても興味を持たせ、病院間異動を推進し職員の
キャリア形成及び組織活性化のための素地を創るための取組を行った。

(2) 潜在看護師に対する離職後のギャップを解消することを目的に、各病院において、最近
の看護の動向などをテーマとした公開講座や講習会を積極的に実施している。

７．障害者雇用に対する取組
障害者の雇用の促進に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）に基づく法定雇用率（常

用労働者に対して２．１％）を達成すべく、委託範囲や、業務分担の見直し等により障害者
の雇用に努めた結果、１８年度に１９９人を採用し、１８年度末に５６５人（１．６８％）
となり、１９年６月１日には法定雇用率を達成した（平成２１年４月１日現在２．４２％）。
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

② 人員に係る指標 ② 人員に係る指標
国立病院機構の平成１６年度期首における常勤職

員数を４６，６０７人とするものの、医師、看護師 １．技能職常勤職員の離職後の不補充（再掲）
等の医療従事者は、医療ニーズに適切に対応するた 技能職については、平成２０年度末までに７１４人を削減する計画のところ、これを大幅
めに、変動が見込まれるものであり、中期目標の期 に上回る１，２０７人の純減を図った。
間中においては、適正な人員配置等により人件費率 これまでの削減状況
等の抑制に努める。 平成１６年度 純減数 ２５８人 純減率 ７．２％

特に、技能職については、中期目標の期間中７１ 平成１７年度 純減数 ２１１人 純減率 ５．９％
４人（※）の純減を図る。 平成１８年度 純減数 ２３６人 純減率 ６．６％

平成１９年度 純減数 ２６３人 純減率 ７．３％
平成２０年度 純減数 ２３９人 純減率 ６．７％

※ 平成１５年度の技能職員定員 計 純減数１，２０７人 純減率３３．６％
数の２割相当 （平成１６年度期首 ３，５８７人）

（参考）
中期目標の期間中の人件費総額見込み

１，６０９，５９４百万円
ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基

本給、職員諸手当、超過勤務手当、休職者給与及
び国際機関等派遣職員給与に相当する範囲の費用
である。
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事業年度評価結果 中期目標
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１６年度～平成２０年度）の実績報告 期間の

H16 H17 H18 H19 H20 評価

第８ 整理合理化計画等に基づく取組

１．随意契約の見直しについて（再掲）
平成１８年８月に会計規程の改正を行い、同年１０月から原則一般競争入札によることと

し、随意契約によることができる基準を国の会計法令に準じたものとした。
平成１９年１２月に「随意契約の見直し計画」を策定し、平成２０年７月に平成１９年度

実績をホームページに公表した。 また、平成２０年１月以降は、予定価格が１００万円（賃
貸借契約は８０万円）以上の契約についてホームページに公表しているところであり、平成
２０年度においても、内部監査等を通じて適正な契約の実施について徹底を行った。

さらに、平成２０年６月に契約事務の競争性、公正性、透明性の確保、不正防止の観点か
ら、①原則、一般競争入札であることの徹底、②競争を行う旨を広くお知らせするための入
札公告の詳細な方法、③予定価格の積算方法、④事業者との折衝方法等について各病院へ周
知するとともに、契約事務に関して一層の適正性を担保するため、監事と連携したいわゆる
抜打監査を実施し、国民から疑念を持たれることがないような契約事務の遂行に努めた。

２．人件費削減の取組（再掲）
技能職の退職後不補充並びに非常勤職員への切替及びアウトソーシング化、非効率となっ

ている病棟の整理・集約により収益に見合った職員配置とした。（人件費の削減額約▲７,５
８２百万円）

一方で、心神喪失者等医療観察法に基づく専門病棟の運営及び障害者自立支援法に基づく
筋ジス病棟等における療養介護事業等国の制度の創設や改正に伴う必要な職員配置を引き続
き行った。

また、医療機関であることから医療サービスの低下を招かないように休職者等（看護師）
の代替要員の確保及び地域医療計画を踏まえた診療報酬施設基準の維持・取得について実質
配置による必要な職員配置を行った。（政策的人件費の増加額約８,８１８百万円）

その結果、常勤職員の人件費は前年度と比較して約１２億の増となっている。

平成１９年度 平成２０年度
人件費 ３１２，９６８百万円 → ３１４,２０４百万円（１,２３６百万円）

なお、人件費率と委託費率を合計した率については、抑えることができた。
平成１９年度実績 ５７．４％ → 平成２０年度決算 ５７．０％

（平成２０年度計画 ５８．３％）

３．民間競争入札による医業未収金の支払案内等業務委託について（再掲）
医業未収金の支払案内等業務委託について、民間事業者の創意工夫やノウハウを活用する

ため、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」に基づき、市場化テストによる
民間競争入札を実施（平成２０年６月３０日開札）した。

８２病院が、落札者である日立キャピタル債権回収株式会社と平成２０年７月３１日付で
契約を締結し、平成２０年１０月より業務委託を開始した。平成２１年３月末時点で委託額
７５０百万円に対して、入金額１８百万円（入金率２．４％）となっている。

４．内部統制・ガバナンス強化に向けた体制整備について
国立病院機構においては、業務の適正な執行を図ることなどを目的とした内部監査の実施

などにより内部統制を図ってきたところであるが、更なる内部統制機能の強化を図るため、
平成２０年３月に、国立病院機構の役職員の一人ひとりに法令遵守の周知徹底を図るととも
に、法令等を遵守することにより社会規範を尊重し、高い倫理観を持って業務活動を行って
いくことを目的とした「独立行政法人国立病院機構におけるコンプライアンス推進規程」を
制定した。

平成２０年度においては、当該規程を国立病院機構本部のホームページに掲載し公表する
ことによりその推進に努めるとともに、全病院でコンプライアンス担当者を設置し、管理診
療会議等において当該規程の趣旨等について周知を図り、平成２０年度内部監査の重点項目
として当該規程やその趣旨等の定着を図った。

また、平成２０年４月からは、監事１人を常勤化し、内部統制・ガバナンスの強化に努め
たところであり、平成２１年４月には、本部組織内を見直し、内部監査を実施する組織の明
確化と専任職員の配置（本部業務監査室の新設）を行った。
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H16 H17 H18 H19 H20 評価

５．保有資産の主な有効活用について
保有資産については、学校法人や自治体などと調整し、病院機能との相乗効果が図られる

貸付等を行うこととしている。

(1) 平成１９年度においては、再編成により廃止した旧国立弟子屈病院跡地について、当面、
国立病院機構として利用する計画がないことから、北海道弟子屈町の依頼に基づき、平成
２０年３月に公園用地として売却し、その売却費については、機構移行時に承継された国
時代の財政融資資金等過去債務（7,471億円）の返済等に充当した。

(2) 平成２０年度においては、刀根山病院の宿舎跡地を保育所を運営する社会福祉法人に、
また長崎医療センターの敷地及び学生宿舎を看護大学を運営する学校法人に貸し付ける契
約を締結した。

６．総人件費削減について

(1) 国立病院機構の平成２０年度における総人件費改革の対象となる人件費は、３，１２１
億円（注）であり、総人件費改革の基準値である平成１７年度の人件費３，０４５億円と
比較すると７６億円の増となっている。

（注）総人件費改革の対象人件費から除かれる給与改定分（平成１９年度給与改定に伴
う２１億円の増）を除いたもの

(2) 総人件費削減に向けた取組として
① 技能職の退職不補充
② 非効率病棟の整理・集約、事務職の削減等
③ 独法移行時の給与カーブの変更・調整額の廃止

などを行った結果、削減額は平成１８年度から平成２０年度までの３年間で１６４億円
となり、総人件費改革の基準値である平成１７年度の人件費３，０４５億円の５．４１
％の削減を行った。

(3) 一方、国立病院機構としての役割を果たすための人件費増として、
① 他の設置主体では代替困難な医療の体制整備（心神喪失者等医療観察法や障害者自立
支援法等）

② 地域医療計画を踏まえた救命救急、周産期等の救急医療をはじめとした政策医療の推
進のための対応、医療サービスの質の向上、医療安全の確保及び患者の処遇改善等のた
めの体制整備

③ 医師不足解消に向けた取組、医師等の処遇改善及び地域医療との連携強化のための体
制整備などを行った結果、平成１８年度から平成２０年度までの３年間で２４０億円の
増となっている。

（総人件費改革の対象人件費総額の推移）

平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度
（基準年度）

総人件費改革の対象
人件費総額（百万円） ３０４，５２５ ３０５，９５７ ３１０，８２７ ３１２，０６３
対平成１７年度
比 率 （％） １００．０ １００．５ １０２．１ １０２．５

（参考 人件費削減額の推移）

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

人件費削減額（百万円） ▲３，２２４ ▲５，６７７ ▲７，５８２
平成１７年度基準額に
対する累計削減率（％） ▲１．０６ ▲２．９２ ▲５．４１




